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ただいま上程されました６議案について、提案理由及び内容の概要を

御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。

はじめに、議案第３２号 むつ市育英基金の特例に関する条例及び議

案第３３号 むつ市学生等緊急支援金の給付又は貸与に関する条例につ

いてでありますが、これら２議案は、新型コロナウイルス感染症の影響

に鑑み、むつ市育英基金の一部を活用し、本市に居住する方の子であっ

て高等学校以上の学校に修学している方に対し、支援金を給付又は貸与

することで、安心して生活しつつ、将来の目標に向かい学業に専念でき

る環境を提供するためのものであります。

次に、議案第３４号 むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例及び議案第３５号 むつ市介護保険条例の一部を改正する条例につい

てでありますが、これら２議案は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税及び介護保

険料の減免の実施に係る要件等を規定するためのものであります。

次に、議案第３６号 令和２年度むつ市一般会計補正予算についてで

ありますが、本案は、５億４，４２１万６，０００円の増額補正であり

まして、これにより補正後の歳入歳出予算総額は、４３０億５，５２２

万３，０００円となります。

まず、歳出の主なものについてでありますが、新型コロナウイルス感

染症に係るむつ市緊急経済対策につきましては、「事業者支援」として、

飲食店家賃補助事業費、宿泊業支援事業費及び非正規雇用労働者支援事

業費を計上し、また、「子どもみらい支援」として、むつ市学生等緊急

支援事業費及び「むつ市のうまい！」仕送り事業費を、さらに、「全市

民生活支援」として、ステイホーム応援事業費及びプレミアム付商品券

事業費を計上しております。

そのほか、教育費には、市内全小中学校のＷｉ-Ｆｉ環境の整備に係

るＧＩＧＡスクールネットワーク整備事業費及び小学校３年生から中学

校３年生までの児童生徒一人に対し１台のタブレット端末を配布するた
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めのＧＩＧＡスクール端末整備事業費を計上しております。

なお、この度の緊急経済対策に係る財源確保のため、各費目におきま

して、中止及び延期となった事業に係る経費を減額調整しております。

次に、歳入の主なものについてでありますが、国・県支出金には歳出

との関連において補助見込額を計上しておりますほか、繰入金には緊急

経済対策の財源として、育英基金繰入金、地域振興基金繰入金及び財政

調整基金繰入金を計上しております。

次に、議案第３７号 令和２年度むつ市水道事業会計補正予算につい

てでありますが、本案は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、水

道契約をしている世帯、事業所等の水道基本料金の２か月分を無料とす

ることに伴い補正するもので、収益的収入において１億円を減額してお

ります。

以上をもちまして、上程されました６議案について、その大要を申し

上げましたが、細部につきましては、議事の進行に伴いまして御質問に

より詳細御説明申し上げます。

何とぞ慎重御審議の上、原案どおり御議決賜りますようお願い申し上

げる次第であります。
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議案第３２号

むつ市育英基金の特例に関する条例

むつ市育英基金の特例に関する条例を次のように定めたいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う経済活動への影響により支援が必

要な学生等に対する学資金又は生活資金の支援事業に係る財源として、むつ市育英

基金の一部を活用するため、基金の特例を定めるものである。
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むつ市育英基金の特例に関する条例

むつ市育英基金条例（昭和４２年むつ市条例第２８号）に基づき設置した基金に

ついては、当該条例の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

に伴う経済活動への影響を受けた学生等に対する支援を目的とし、当該学生等に対

し、給付又は貸与する支援金の財源に充てる場合にも、処分することができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第３３号

むつ市学生等緊急支援金の給付又は貸与に関する条例

むつ市学生等緊急支援金の給付又は貸与に関する条例を次のように定めたいので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う経済活動への影響に鑑み、本市に

居住する者の子弟で高等学校又はそれと同等以上の学校に修学している者に対し、

支援金を給付又は貸与することで、安心して生活しつつ、将来の目標に向かい学業

に専念できる環境を提供するためのものである。
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むつ市学生等緊急支援金の給付又は貸与に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、むつ市に居住する者の子弟で高等学校又はそれと同等以上の

学校に修学している者であって新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う経

済活動への影響により支援が必要であるものに対し、修学上必要な学費等（以下

「支援金」という。）を給付又は貸与し、もって安心して生活しつつ、将来の目

標に向かい学業に専念できる環境を提供することを目的とする。

（支援金の給付又は貸与の資格要件）

第２条 支援金の給付又は貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める者とする。

⑴ 支援金の給付を受けることができる者 令和２年６月１日時点で現に奨学金

（むつ市奨学金貸与条例（昭和３５年むつ市条例第５号）に規定する奨学金を

いう。以下同じ。）の貸与を受けている者

⑵ 支援金の貸与を受けることができる者 学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）に規定する高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は修業年限２年以上

の専修学校若しくは各種学校に在学している者（奨学金の貸与を受けている者

を除く。）

（支援金の給付又は貸与の期間）

第３条 支援金を給付又は貸与する期間は、支援金の給付又は貸与を受ける者（以

下「支援対象者」という。）が申請をしてから令和３年３月３１日までの間（給

付の場合にあっては、奨学金の貸与を受けている期間に限る。）とする。

（支援金の給付額）

第４条 支援金の給付額は、次に掲げる額とする。

⑴ 高等学校に在学する者 月額１万５，０００円（ただし、初めて給付を受け

る月（以下この条において「給付開始月」という。）にあっては、令和２年４

月から給付開始月までの間に奨学金の貸与を受けた月数に１万５，０００円を

乗じて得た額）

⑵ 大学、大学院、高等専門学校、専修学校又は各種学校に在学する者 月額３

万円（ただし、給付開始月にあっては、令和２年４月から給付開始月までの間

に奨学金の貸与を受けた月数に３万円を乗じて得た額）

（支援金の貸与額）
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第５条 支援金の貸与額は、次に掲げる額とする。

⑴ 高等学校に在学する者 月額１万５，０００円（ただし、初めて貸与を受け

る月（以下この条において「貸与開始月」という。）にあっては、令和２年４

月から貸与開始月までの月数に１万５，０００円を乗じて得た額から令和２年

４月から貸与開始月までの間に奨学金の貸与を受けた月数に１万５，０００円

を乗じて得た額を除いた額）

⑵ 大学、大学院、高等専門学校、専修学校又は各種学校に在学する者 月額３

万円（ただし、貸与開始月にあっては、令和２年４月から貸与開始月までの月

数に３万円を乗じて得た額から令和２年４月から貸与開始月までの間に奨学金

の貸与を受けた月数に３万円を乗じて得た額を除いた額）

（支援金の給付又は貸与の停止又は廃止）

第６条 支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の給付又は貸

与を停止し、又は廃止する。

⑴ 傷疾病のため将来修学の見込みがないと認めたとき。

⑵ 操行が不良なとき。

⑶ 休学したとき（ただし、復学したときは継続する。）。

⑷ 支援対象者の世帯がむつ市から転出したとき。

⑸ 支援金を必要としない事由が生じたとき。

（支援金の返還）

第７条 支援金の貸与を受ける者（以下「貸与対象者」という。）が修学を修了し

たとき、又は前条の規定により支援金を停止され、又は廃止されたときは、当該

者が貸与を受けた支援金の全額を返還しなければならない。

２ 前項の規定による支援金の返還期間、返還額及び返還時期は、次のとおりとす

る。

⑴ 返還期間

ア 修学を修了した者 卒業した日の属する月の翌月から起算して１２月を経

過した月の翌月から２年間

イ 支援金の貸与を停止され、又は廃止された者 支援金の貸与を停止され、

又は廃止された月の翌月から支援金の貸与を受けた期間の倍に相当する期間

⑵ 返還額

ア 高等学校在学時に貸与対象者であった者 月額７，５００円

イ 大学、大学院、高等専門学校、専修学校又は各種学校在学時に貸与対象者
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であった者 月額１万５，０００円

⑶ 返還時期

前号に定める額を第１号に定める期間においてその対応する毎月末日

３ 前項の規定にかかわらず、支援金は、その全部又は一部を一時に返還すること

ができる。

４ 支援金は、無利息とする。

（支援金返還の猶予）

第８条 貸与対象者が学校の正規の修学年限を修了後引き続き上級学校に進学した

とき、又は疾病その他特別の事情により支援金の返還が困難なときは、願い出に

より相当の期間その返還を猶予することができる。

（支援金返還の免除）

第９条 貸与対象者又は貸与対象者であった者が支援金返還完了前に死亡したとき、

又は心身に著しい障害を受けたときは、その全額又は残額を免除することができ

る。

（委任）

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、むつ市教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第３４号

むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

むつ市国民健康保険税条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の実施に係る要件

等を規定するためのものである。
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むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

むつ市国民健康保険税条例（平成１９年むつ市条例第４３号）の一部を次のよう

に改正する。

附則に次の見出し及び２項を加える。

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等におけ

る国民健康保険税の減免）

２１ 令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間に納期限（特別徴収の場

合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。）が

定められている令和元年度分及び令和２年度分の国民健康保険税（国民健康保険

の被保険者の資格を取得した日から１４日以内に国民健康保険法第９条第１項の

規定による届出が行われなかったため令和２年２月１日以降に納期限が定められ

ている国民健康保険税であって、当該届出が国民健康保険の被保険者の資格を取

得した日から１４日以内に行われていたならば同年２月１日前に納期限が定めら

れるべきものを除く。）の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、

第２６条第１項に規定する国民健康保険税の減免の要件を満たすものとして、同

項の規定を適用する。

⑴ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１

条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号において「新型コロ

ナウイルス感染症」という。）により、国民健康保険の被保険者の属する世帯

の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険の被保険者の属する

世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与

収入（以下この号において「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、次の

アからウまでの全てに該当すること。

ア 国民健康保険の被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業

収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額

があるときは、当該金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の１０

分の３以上であること。

イ 国民健康保険の被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年

の法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国

民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２７条の２第１項に規
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定する他の所得と区別して計算される所得の金額（法第３１４条の２第１項

各号及び第２項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額）の合計額

が１，０００万円以下であること。

ウ 減少することが見込まれる国民健康保険の被保険者の属する世帯の生計を

主として維持する者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が

４００万円以下であること。

２２ 前項の場合における第２６条第２項の規定の適用については、同項中「提出

しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、

これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができ

る」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第２１項及び附則第２２項の規

定は、令和２年２月１日から適用する。
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議案第３５号

むつ市介護保険条例の一部を改正する条例

むつ市介護保険条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第９６条第

１項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免の実施に係る要件等を

規定するためのものである。
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むつ市介護保険条例の一部を改正する条例

むつ市介護保険条例（平成１２年むつ市条例第５号）の一部を次のように改正す

る。

附則に次の１条を加える。

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等におけ

る保険料の減免）

第１５条 令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間に納期限（特別徴収

の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同

じ。）が定められている令和元年度分及び令和２年度分の保険料（第１号被保険

者の資格を取得した日から１４日以内に法第１２条第１項の規定による届出が行

われなかったため令和２年２月１日以降に納期限が定められている保険料であっ

て、当該届出が第１号被保険者の資格を取得した日から１４日以内に行われてい

たならば同年２月１日前に納期限が定められるべきものを除く。）の減免につい

ては、次の各号のいずれかに該当する者は、第９条第１項に規定する保険料の減

免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

⑴ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１

条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号において「新型コロ

ナウイルス感染症」という。）により、第１号被保険者の属する世帯の生計を

主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、第１号被保険者の属する世帯の生

計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以

下この号において「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、次のア及びイ

に該当すること。

ア 事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべ

き金額があるときは、当該金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額

の１０分の３以上であること。

イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計

額が４００万円以下であること。

２ 前項の場合における第９条第２項の規定の適用については、同項中「提出しな

ければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、こ

れにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」
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とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第１５条の規定は、令和２年２

月１日から適用する。
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議案第３６号

令和２年度むつ市一般会計補正予算

令和２年度むつ市一般会計予算を補正することについて、地方自治法第９６条第

１項第２号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

（予算書別紙）
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議案第３７号

令和２年度むつ市水道事業会計補正予算

令和２年度むつ市水道事業会計予算を補正することについて、地方自治法第９６

条第１項第２号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

（予算書別紙）



　　議案第３６号

 

令和２年度

む つ 市 一 般 会 計

む　つ　市

補 正 予 算 書



　令和２年度むつ市一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ544,216千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

　それぞれ43,055,223千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

　「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

  令和2年6月10日提出

  　  むつ市長　宮　下　宗 一 郎

令和２年度むつ市一般会計補正予算

－1－



第１表

１．歳　　入

14． 使 用 料 及 び 手 数 料 263,669 △ 34,022 229,647

１． 使 用 料 117,738 △ 92 117,646

２． 手 数 料 145,931 △ 33,930 112,001

15． 国 庫 支 出 金 12,518,241 172,149 12,690,390

１． 国 庫 負 担 金 4,285,798 1,991 4,287,789

２． 国 庫 補 助 金 8,221,758 170,158 8,391,916

16． 県 支 出 金 2,756,117 29,910 2,786,027

２． 県 補 助 金 1,150,592 29,910 1,180,502

19． 繰 入 金 1,419,468 351,197 1,770,665

１． 基 金 繰 入 金 1,419,227 351,197 1,770,424

20． 諸 収 入 2,422,296 △ 1,418 2,420,878

５． 雑 入 106,068 △ 1,418 104,650

21． 市 債 4,601,400 26,400 4,627,800

１． 市 債 4,601,400 26,400 4,627,800

42,511,007 544,216 43,055,223歳　　　入　　　合　　　計

歳　入　歳　出　予　算　補　正

（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

－2－



２．歳　　出

１． 議 会 費 250,128 △ 10,511 239,617

１． 議 会 費 250,128 △ 10,511 239,617

２． 総 務 費 3,938,664 △ 22,663 3,916,001

１． 総 務 管 理 費 3,339,442 △ 22,370 3,317,072

６． 監 査 委 員 費 40,194 △ 293 39,901

３． 民 生 費 15,684,976 1,166 15,686,142

１． 社 会 福 祉 費 8,093,023 2,655 8,095,678

２． 老 人 福 祉 費 1,312,142 △ 3,590 1,308,552

３． 児 童 福 祉 費 3,712,570 2,101 3,714,671

４． 衛 生 費 4,068,355 △ 32,134 4,036,221

１． 保 健 衛 生 費 2,155,978 △ 31,382 2,124,596

２． 清 掃 費 1,912,377 △ 752 1,911,625

５． 労 働 費 16,881 △ 604 16,277

１． 労 働 諸 費 16,881 △ 604 16,277

６． 農 林 水 産 業 費 795,453 △ 5,027 790,426

１． 農 業 費 227,400 △ 3,435 223,965

４． 水 産 業 費 440,661 △ 1,592 439,069

７． 商 工 費 1,065,366 417,879 1,483,245

１． 商 工 費 1,065,366 417,879 1,483,245

８． 土 木 費 1,584,325 △ 84,358 1,499,967

１． 土 木 管 理 費 285,395 △ 285 285,110

２． 道 路 橋 り ょ う 費 868,275 △ 46,108 822,167

３． 河 川 費 83,076 △ 26,888 56,188

５． 都 市 計 画 費 134,104 △ 10,224 123,880

６． 住 宅 費 213,270 △ 853 212,417

９． 消 防 費 1,817,963 △ 9,841 1,808,122

１． 消 防 費 1,817,963 △ 9,841 1,808,122

10． 教 育 費 3,200,558 390,309 3,590,867

１． 教 育 総 務 費 600,553 89,231 689,784

２． 小 学 校 費 332,994 231,338 564,332

３． 中 学 校 費 294,735 133,040 427,775

４． 社 会 教 育 費 463,932 △ 57,170 406,762

５． 保 健 体 育 費 1,508,344 △ 6,130 1,502,214

11． 公 債 費 5,545,799 0 5,545,799

１． 公 債 費 5,545,799 0 5,545,799

12． 諸 支 出 金 4,517,539 △ 100,000 4,417,539

１． 公 営 企 業 費 4,517,539 △ 100,000 4,417,539

42,511,007 544,216 43,055,223歳　   　出　   　合　   　計

（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

－3－



第２表

（変　更）

千円 千円

中学校整備 5,200 42,100

追加及び変更後の累計 4,601,400 4,627,800

小学校整備

電気通信施設整備 67,100 普通貸借 5.0％以内

河川整備 68,300 44,600

社会教育施設整備 51,800 3,900

借入先融資
条件による

61,700

（ただし、利
率見直し方式
による借り入
れにおいては
当該見直し後
の利率）

道路橋りょう整備 191,100 194,700

起債の方法 利　　率 償還の方法

補正前と同じ補正前と同じ 補正前と同じ

地　 　方 　　債 　　補 　　正

3,000 65,900

起 債 の 目 的

補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法 限 度 額

－4－



議案第３６号参考資料

一般会計補正予算に関する説明書



総　　括

（歳　　　入）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

17．

18．

19．

20．

21．

35,600

10,550,000

2,756,117

0

3,700

4,601,400

112,156

△ 1,418

1,419,468

諸 収 入 2,422,296

43,055,223

0

0 129,134

2,786,027

193,300

4,627,800

0

0 112,156

1,770,665

544,216

26,400

351,197

2,420,878

歳　　入　　合　　計 42,511,007

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

193,300

129,134

国 庫 支 出 金

使 用 料 及 び 手 数 料

34,529

12,518,241

市 債

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

（単位　千円）

29,910

5,748,575

県 支 出 金

263,669 △ 34,022

分 担 金 及 び 負 担 金

市 税

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

款

環 境 性 能 割 交 付 金

国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

9,455

1,300,000

0

1,300,000

補正前の予算額 補正予算額

260,000

9,100 9,100

30,000

計

0

260,000

28,800

85,467

5,748,575

0

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

30,000

9,455

0

0

0

0

0

0

12,690,390

35,600

85,467

28,800

34,529

10,550,000

229,647

3,700

0

172,149

－6－



（歳　　　出） （単位　千円）

国県支出金 地方債 その他

１． 議 会 費 △ 10,511 239,617 △ 10,511

２． 総 務 費 △ 22,663 3,916,001 199 △ 5,400 △ 137 △ 17,325

３． 民 生 費 1,166 15,686,142 1,991 △ 825

４． 衛 生 費 △ 32,134 4,036,221 △ 67 △ 33,930 1,863

５． 労 働 費 △ 604 16,277 △ 302 △ 302

６． 農 林 水 産 業 費 △ 5,027 790,426 △ 2,622 △ 2,405

７． 商 工 費 417,879 1,483,245 34,787 62,700 320,392

８． 土 木 費 △ 84,358 1,499,967 △ 44,615 △ 20,100 △ 350 △ 19,293

９． 消 防 費 △ 9,841 1,808,122 △ 9,841

10． 教 育 費 390,309 3,590,867 212,688 51,900 127,293 △ 1,572

11． 公 債 費 0 5,545,799 140 △ 140

12． 諸 支 出 金 △ 100,000 4,417,539 △ 100,000

13． 予 備 費 0 25,000 0

544,216 43,055,223 202,059 26,400 155,716 160,041

補正予算額の財源内訳

特　定　財　源
一般財源

15,684,976

250,128

計
補正前の

予 算 額
補正予算額

3,938,664

42,511,007

款

歳　　出　　合　　計

25,000

4,068,355

795,453

1,584,325

5,545,799

4,517,539

1,065,366

3,200,558

1,817,963

16,881

－7－



歳入

　　第1項　使用料 （単位　千円）

6 2
土木使用料 59,729 △ 92 59,637 公園使用料 △ 92 公園使用料

計 117,738 △ 92 117,646

　　第2項　手数料 （単位　千円）

3 2
衛生手数料 108,314 △ 33,930 74,384 清掃手数料 △ 33,930 一般廃棄物処理手数料

計 145,931 △ 33,930 112,001

　　第1項　国庫負担金 （単位　千円）

1 1
民生費国庫 4,214,584 1,991 4,216,575 社会福祉費 1,991 生活困窮者自立相談支援事業費負担金
負担金 負担金

計 4,285,798 1,991 4,287,789

　　第2項　国庫補助金 （単位　千円）

1 1
総務費国庫 157,233 3,344 160,577 総務管理費 3,344 マイナポイント事業費補助金
補助金 補助金

6 1
土木費国庫 195,120 △ 44,615 150,505 道路橋りょ △ 44,615 社会資本整備総合交付金
補助金 う費補助金

8 2
教育費国庫 24,513 212,688 237,201 小学校費補 134,006 公立学校情報機器整備費補助金 77,934
補助金 助金 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補

助金 56,072

3
中学校費補 76,684 公立学校情報機器整備費補助金 41,357
助金 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補

助金 35,327

5
保健体育費 1,998 学校臨時休業対策費補助金
補助金

節
説　　　　　　　　　　明

区　分 金　額

節
説　　　　　　　　　　明

区　分 金　額

　第14款　使用料及び手数料

目
補正前
の　額

補正額 計

　第15款　国庫支出金

目

　第14款　使用料及び手数料

目
補正前
の　額

補正額 計

補正前
の　額

補正額 計

　第15款　国庫支出金

目
補正前
の　額

補正額 計

説　　　　　　　　　　明

節
説　　　　　　　　　　明

区　分 金　額

節

区　分 金　額

－8－



11 1
地方創生推 313,457 △ 1,259 312,198 地方創生推 △ 1,259 地方創生推進交付金
進交付金 進交付金

計 8,221,758 170,158 8,391,916

　　第2項　県補助金 （単位　千円）

1 1
総務費県補 3,175 △ 2,401 774 総務管理費 △ 2,401 青森県未来を変える元気事業費補助金
助金 補助金

3 1
衛生費県補 13,553 △ 67 13,486 保健衛生費 △ 67 青森県自殺対策強化事業費補助金 △ 67
助金 補助金

5 1
農林水産業 182,968 △ 2,622 180,346 農業費補助

金
△ 2,622 地籍調査事業費補助金 △ 2,622

費県補助金 金

6 1
商工費県補 5,629 35,000 40,629 商工費補助 35,000 新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業 △ 2,622
助金 金 費補助金

計 1,150,592 29,910 1,180,502

　　第1項　基金繰入金 （単位　千円）

2 1
育英基金繰 39,960 99,480 139,440 育英基金繰 99,480 育英基金繰入金
入金 入金

3 1
子ども夢育 5,024 △ 24 5,000 子ども夢育 △ 24 子ども夢育成基金繰入金
成基金繰入 成基金繰入
金 金

6 1
地域振興基 477,178 62,700 539,878 地域振興基 62,700 地域振興基金繰入金
金繰入金 金繰入金

13 1
財政調整基 136,738 160,041 296,779 財政調整基 160,041 財政調整基金繰入金
金繰入金 金繰入金

14 1
地域基盤安 0 29,000 29,000 地域基盤安 29,000 地域基盤安定化基金繰入金
定化基金繰 定化基金繰
入金 入金

計 1,419,227 351,197 1,770,424

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

目
補正前
の　額

補正額 計
節

　第16款　県支出金

目
補正前
の　額

補正額

目

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

節
説　　　　　　　　　　明

区　分 金　額

　第19款　繰入金

節

補正前
の　額

補正額 計

計

－9－



　　第5項　雑入 （単位　千円）

4 1
雑入 97,707 △ 1,418 96,289 雑入 △ 1,418 むつ小川原産業活性化センター助成金 △ 1,000

ジュニア大使派遣事業自己負担金 △ 300
花とみどりのまちづくり講習会受講者負担金 △ 10
かわうちまりんびーちシャワー等利用料 △ 108

計 106,068 △ 1,418 104,650

　　第1項　市債 （単位　千円）

1 1
総務債 2,468,100 △ 5,400 2,462,700 総務管理債 △ 5,400 電気通信施設整備債 △ 5,400

5 1
土木債 710,700 △ 20,100 690,600 道路橋りょ

う債
3,600 道路橋りょう整備債 3,600

う債

2
河川債 △ 23,700 河川整備債 △ 23,700

7 1
教育債 808,300 51,900 860,200 小学校債 62,900 小学校整備債 62,900

2
中学校債 36,900 中学校整備債 36,900

3
社会教育債 △ 47,900 社会教育施設整備債 △ 47,900

計 4,601,400 26,400 4,627,800

（単位　千円）

42,511,007 544,216 43,055,223

計

歳入合計

補正前
の　額

補正額

　第21款　市債

目
補正前
の　額

補正額

　第20款　諸収入

目
補正前
の　額

補正額

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

節

計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

計

－10－



歳出

　第1款　議会費
　　第1項　議会費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 3
議会費 250,128 △ 10,511 239,617 △ 10,511 職員手当 △ 1,985 議員期末手当 △ 1,985

等
7 議会活動費 △ 5,831

報償費 △ 30
議会運営費 △ 2,695

8
旅費 △ 7,538

13
使用料及 △ 732
び賃借料
18
負担金補 △ 226
助及び交
付金

計 250,128 △ 10,511 239,617 0 0 0 △ 10,511

　第2款　総務費
　　第1項　総務管理費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 3
一般管理 1,158,878 △ 3,222 1,155,656 △ 3,222 職員手当 △ 1,574 市長期末手当 △ 1,574

費 等
7 秘書業務費 △ 1,648

報償費 △ 48

8
旅費 △ 1,000

9
交際費 △ 300

10
需用費 △ 300

2 18
企画費 224,366 △ 8,350 216,016 △ 2,401 △ 5,949 負担金補 △ 8,350 むつ湾広域連携協議会負

助及び交 担金 △ 353
付金

しもきた恋パーク負担金 △ 500

会津若松市姉妹都市交流
事業費 △ 6,297

下北ジオパーク大使－Ｇ
ＥＯ台湾－事業費 △ 1,200

5 8
再生可能 4,747 △ 53 4,694 △ 53 旅費 △ 53 燧岳周辺地域地熱開発事 △ 53
エネルギ 業費
ー推進費

7 8
人事管理 220,253 △ 6,100 214,153 △ 6,100 旅費 △ 3,700 職員研修費 △ 4,000

費
12 福利厚生費 △ 2,100

委託料 △ 300

計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他
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国　県
支出金

18
負担金補 △ 2,100
助及び交
付金

18 12
広報費 49,001 △ 5,078 43,923 △ 5,400 322 委託料 △ 5,078 広報紙発行費 2,233

ホームページシステム更
新事業費 △ 7,311

19 10
コミュニ 23,131 △ 306 22,825 △ 306 需用費 △ 6 地域コミュニティ保全事
ティ推進 業費
費 13

使用料及 △ 300
び賃借料

20 1
経営改善 39,100 3,344 42,444 3,344 0 報酬 1,766 マイキーＩＤ設定支援事
費 業費

3
職員手当 112
等
8
旅費 44

10
需用費 1,422

21 7
市民連携 4,478 △ 2,498 1,980 △ 744 △ 137 △ 1,617 報償費 △ 100 市民協働まちづくり事業
推進費 費 △ 528

8
旅費 △ 1,258 高校生まちづくり参画促

進事業費 △ 482
10
需用費 △ 193 むつサテライトキャンパ

ス事業費 △ 1,488

12
委託料 △ 8

13
使用料及 △ 189
び賃借料
18
負担金補 △ 750
助及び交
付金

24 7
市民相談 1,011 △ 107 904 △ 107 報償費 △ 84 市民相談費
費

8
旅費 △ 23

計 3,339,442 △ 22,370 3,317,072 199 △ 5,400 △ 137 △ 17,032

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他
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　第2款　総務費
　　第6項　監査委員費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 8
監査委員 40,194 △ 293 39,901 △ 293 旅費 △ 293 監査委員費 △ 191
費

事務局費 △ 102

計 40,194 △ 293 39,901 0 0 0 △ 293

　第3款　民生費
　　第1項　社会福祉費 （単位　千円）

国　県
支出金

10 19
生活困窮 9,644 2,655 12,299 1,991 664 扶助費 2,655 生活困窮者住居確保給付
者自立支 事業費
援費

計 8,093,023 2,655 8,095,678 1,991 0 0 664

　第3款 民生費
　　第2項　老人福祉費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 7
老人福祉 1,296,567 △ 3,590 1,292,977 △ 3,590 報償費 2,978 敬老事業費
総務費

11
役務費 1,532

12
委託料 △ 8,100

計 1,312,142 △ 3,590 1,308,552 0 0 0 △ 3,590

　第3款　民生費
　　第3項　児童福祉費 （単位　千円）

国　県
支出金

8 19
新型コロ 140,055 2,101 142,156 2,101 扶助費 2,101 ステイホーム給食応援事
ナウイル 業費
ス感染症
対策費

計 3,712,570 2,101 3,714,671 0 0 0 2,101

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他
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　第4款　衛生費
　　第1項　保健衛生費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 27
保健衛生 998,132 △ 31,028 967,104 △ 31,028 繰出金 △ 31,028 国民健康保険特別会計繰
総務費 出金

2 7
健康増進 92,732 △ 1,234 91,498 △ 67 △ 1,167 報償費 △ 63 食の健康づくり事業費 △ 178
費

8 こころの健康づくり事業
旅費 △ 953 費 △ 133

10 保健協力員育成事業費 △ 632
需用費 △ 218

その他健康増進費 △ 291

5 1
母子衛生 74,679 △ 120 74,559 △ 120 報酬 △ 115 乳幼児発達支援事業費 △ 82
費

8 離乳食教室・赤ちゃん相
旅費 △ 5 談事業費 △ 38

10 10
新型コロ 25,961 1,000 26,961 1,000 需用費 1,000 衛生管理応援事業費
ナウイル
ス感染症
対策費

計 2,155,978 △ 31,382 2,124,596 △ 67 0 0 △ 31,315

　第4款　衛生費
　　第2項　清掃費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 12
じん芥処 1,863,861 △ 5,841 1,858,020 △ 33,930 28,089 委託料 △ 3,480 市指定ごみ袋関連費 △ 3,480

理費
18 下北地域広域行政事務
負担金補 △ 2,361 組合負担金 △ 2,361

助及び交
付金

3 10
新型コロ 0 5,089 5,089 5,089 需用費 942 ステイホーム応援事業費
ナウイル
ス感染症 12
対策費 委託料 4,147

計 1,912,377 △ 752 1,911,625 0 0 △ 33,930 33,178

（単位　千円）

国　県
支出金

2 7
労働諸費 15,082 △ 604 14,478 △ 302 △ 302 報償費 △ 280 Ｕターン就職等推進事業

費
8
旅費 △ 230

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

　第5款　労働費
　　第1項　労働諸費

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他
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国　県
支出金

10
需用費 △ 58

13
使用料及 △ 36
び賃借料

計 16,881 △ 604 16,277 △ 302 0 0 △ 302

　第6款　農林水産業費
　　第1項　農業費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 8
農業委員 19,308 △ 98 19,210 △ 98 旅費 △ 98 農業委員会委員費
会費

5 8
地籍調査 9,967 △ 3,337 6,630 △ 2,622 △ 715 旅費 △ 196 地籍調査事業費
事業費

10
需用費 △ 306

12
委託料 △ 2,822

13
使用料及 △ 13
び賃借料

計 227,400 △ 3,435 223,965 △ 2,622 0 0 △ 813

　第6款　農林水産業費
　　第4項　水産業費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 10
水産振興 43,219 △ 142 43,077 △ 142 需用費 △ 142 芦崎湾の潮干狩り支援事
費 業費

3 10
漁港管理 155,695 △ 1,450 154,245 △ 1,450 需用費 △ 7 大畑海浜公園海水浴場管
費 理費

11
役務費 △ 36

12
委託料 △ 990

13
使用料及 △ 417
び賃借料

計 440,661 △ 1,592 439,069 0 0 0 △ 1,592

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

特　定　財　源
一　般
財　源地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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　第7款　商工費
　　第1項　商工費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 7
商工振興 253,807 △ 669 253,138 △ 123 △ 546 報償費 △ 70 企業誘致推進事業費 △ 422
費

8 創業支援事業費 △ 247
旅費 △ 506

10
需用費 △ 84

13
使用料及 △ 9
び賃借料

3 2
観光費 220,750 △ 2,839 217,911 △ 2,839 給料 △ 164 愛宕山海水浴場管理費 △ 932

3 クルーズ客船歓迎事業費 △ 1,600

職員手当 △ 8
等 夢の平成号利活用整備事
7 業費 △ 307
報償費 △ 135

12
委託料 △ 932

18
負担金補 △ 1,600
助及び交
付金

6 8
産業振興 24,857 △ 180 24,677 △ 90 △ 90 旅費 △ 180 地域特産品活用促進事業
費 費

8 10
新型コロ 311,491 421,567 733,058 35,000 62,700 323,867 需用費 2,042 飲食店家賃補助事業費 45,300
ナウイル
ス感染症 11 宿泊業支援事業費 65,400
対策費 役務費 125

非正規雇用労働者支援事
12 業費 60,170
委託料 48,400

「むつ市のうまい！」仕
18 送り事業費 24,697
負担金補 371,000
助及び交 プレミアム付商品券事業
付金 費 225,000

地域経済対策事業費補助
金 1,000

計 1,065,366 417,879 1,483,245 34,787 0 62,700 320,392

　第8款　土木費
　　第1項　土木管理費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 8
土木総務 190,854 △ 44 190,810 876 △ 920 旅費 △ 44 土木総務管理費
費

財源更正

2 8
建築総務 94,541 △ 241 94,300 △ 241 旅費 △ 159 建築関連事務費
費

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分

特　定　財　源
一　般
財　源地方債 その他

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

説　　　　　　　　　　明
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国　県
支出金

18
負担金補 △ 82
助及び交
付金

計 285,395 △ 285 285,110 0 0 876 △ 1,161

　第8款　土木費
（単位　千円）

国　県
支出金

1 12
道路橋り 48,725 △ 1,656 47,069 △ 1,656 委託料 △ 1,500 道路台帳整備事業費 △ 1,500

ょう総務
費 14 街路灯維持費 △ 156

工事請負 △ 156
費

2
土木維持 573,460 0 573,460 △ 21,588 20,600 988 財源更正
費

3 12
用地管理 719 △ 375 344 △ 375 0 委託料 △ 375 現地測量委託料
費

4 8
道路新設 239,371 △ 41,077 198,294 △ 23,027 △ 17,000 △ 1,050 旅費 △ 55 道路整備事業費 △ 40,976

改良費
10 その他道路新設改良費 △ 101
需用費 △ 46

14
工事請負 △ 40,976

費
5 14
特定交通 6,000 △ 3,000 3,000 △ 3,000 工事請負 △ 3,000 交通安全施設設置工事費
安全施設 費
整備費

計 868,275 △ 46,108 822,167 △ 44,615 3,600 △ 375 △ 4,718

　第8款　土木費
（単位　千円）

国　県
支出金

1 10
河川総務 20,336 △ 148 20,188 △ 148 需用費 △ 148 河川維持管理費
費

2 14
河川改修 62,740 △ 26,740 36,000 △ 23,700 △ 3,040 工事請負 △ 26,300 排水路整備事業費 △ 26,300

費 費
15 田名部川環境整備事業費 △ 440
原材料費 △ 440

計 83,076 △ 26,888 56,188 0 △ 23,700 0 △ 3,188

その他
計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　定　財　源

　　第2項　道路橋りょう費

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

　　第3項　河川費

目
補正前
の　額

補正額 一　般
財　源

区　分 金　額
地方債

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

説　　　　　　　　　　明
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　第8款　土木費
　　第5項　都市計画費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 1
都市計画 1,657 △ 639 1,018 △ 501 △ 138 報酬 △ 130 都市計画審議会費 △ 200
総務費

8 都市計画関連事務費 △ 439
旅費 △ 488

10
需用費 △ 21

2 7
公園管理 23,261 △ 3,286 19,975 △ 102 △ 3,184 報償費 △ 20 公園管理費 △ 2,977

費
8 みどりと景観創造事業費 △ 309
旅費 △ 7

10
需用費 △ 919

11
役務費 △ 114

12
委託料 △ 2,193

13
使用料及 △ 13
び賃借料
15
原材料費 △ 20

3 10
駅前広場 5,535 △ 688 4,847 △ 688 需用費 △ 38 駅前広場管理費
管理費

12
委託料 △ 628

15
原材料費 △ 22

4 10 
かわうち 5,640 △ 3,611 2,029 △ 108 △ 3,503 需用費 △ 148 かわうちまりんびーち管
ま り ん 理費
びーち管 12 
理費 委託料 △ 3,281

13 
使用料及 △ 132
び賃借料
15
原材料費 △ 50

7 18
コンパク 60,000 △ 2,000 58,000 △ 2,000 負担金補 △ 2,000 空き家等利活用推進事業
トシティ 助及び交 費
推進費 付金

計 134,104 △ 10,224 123,880 0 0 △ 711 △ 9,513

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
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　第8款　土木費
（単位　千円）

国　県
支出金

1 12
住宅管理 12,549 △ 140 12,409 △ 140 0 委託料 △ 140 市営住宅維持管理費
費

2 7
市営住宅 200,721 △ 713 200,008 △ 713 報償費 △ 258 （仮称）田名部まちなか
建設費 団地整備事業費

8
旅費 △ 455

計 213,270 △ 853 212,417 0 0 △ 140 △ 713

　第9款　消防費
　　第1項　消防費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 12
非常備消 91,454 △ 9,841 81,613 △ 9,841 委託料 △ 9,841 下北地域広域行政事務組
防費 合（非常備消防事務委託

料）

計 1,817,963 △ 9,841 1,808,122 0 0 0 △ 9,841

　第10款　教育費
　　第1項　教育総務費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 8
事務局費 271,612 △ 320 271,292 △ 320 旅費 △ 320 教育一般管理費

3 1
義務教育 154,048 △ 9,659 144,389 △ 1,324 △ 8,335 報酬 1,871 小中一貫教育推進事業費 △ 369
振興費

7 学校教育指導費 △ 1,782

報償費 △ 558
特別支援教育事業費 △ 14

8
旅費 △ 5,316 スクールサポーター配置

事業費 1,871
10
需用費 △ 356 ジュニア大使派遣事業費 △ 8,216

11 子ども夢育成基金事業費 △ 24
役務費 △ 16

キャリア教育推進事業費 △ 1,125

12
委託料 △ 5,274

13
使用料及 △ 10
び賃借料

4 7
教育研修 27,194 △ 270 26,924 △ 270 報償費 △ 136 各種講座事業費
センター
費 8

旅費 △ 134

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

その他

　　第6項　住宅費

目
補正前
の　額
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国　県
支出金

5
学務管理 144,548 0 144,548 137 △ 137 財源更正
費

7 19
新型コロ 0 99,480 99,480 99,480 0 扶助費 32,880 むつ市学生等緊急支援事
ナウイル 業費
ス感染症 20
対策費 貸付金 66,600

計 600,553 89,231 689,784 0 0 98,293 △ 9,062

　第10款　教育費
　　第2項　小学校費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 11
小学校管 323,616 231,338 554,954 134,006 62,900 18,850 15,582 役務費 79 ＧＩＧＡスクール端末整
理費 備事業費 104,549

12
委託料 127,910 ＧＩＧＡスクールネット

ワーク整備事業費 126,789
17
備品購入 103,349
費

計 332,994 231,338 564,332 134,006 62,900 18,850 15,582

　第10款　教育費
　　第3項　中学校費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 12
中学校管 288,371 133,040 421,411 76,684 36,900 10,150 9,306 委託料 77,876 ＧＩＧＡスクール端末整
理費 備事業費 56,364

17
備品購入 55,164 ＧＩＧＡスクールネット
費 ワーク整備事業費 76,676

計 294,735 133,040 427,775 76,684 36,900 10,150 9,306

　第10款　教育費
　　第4項　社会教育費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 1
社会教育 64,469 △ 880 63,589 △ 880 報酬 △ 195 社会教育委員費 △ 297
総務費

7 芸術鑑賞教室開催事業費 △ 565
報償費 △ 225

その他社会教育事業費 △ 18
8
旅費 △ 446

説　　　　　　　　　　明

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分

節

目
補正前
の　額

補正額 計

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

特　定　財　源
一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他
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国　県
支出金

10
需用費 △ 14

2 1
公民館費 127,982 △ 27,444 100,538 △ 24,300 △ 3,144 報酬 △ 202 公民館運営審議会委員費 △ 149

8 分館・地区公民館費 △ 161
旅費 △ 144

青少年教育事業費 △ 5
13
使用料及 △ 16 婦人教育事業費 △ 7
び賃借料
14 むつ市民大学事業費 △ 40
工事請負 △ 27,082

費 中央公民館改修事業費 △ 27,082

3 10
図書館費 151,752 △ 28,666 123,086 △ 23,600 △ 5,066 需用費 308 図書館管理費 389

11 図書館改修事業費 △ 26,268

役務費 △ 64
公用自動車購入事業費 △ 2,787

14
工事請負 △ 26,268

費
17
備品購入 △ 2,656
費
26
公課費 14

4 1
文化振興 35,022 △ 180 34,842 △ 180 報酬 △ 98 文化財保護審議会委員費 △ 160
費

7 北の防人大湊　弐番館活
報償費 △ 20 用等事業費 △ 20

8
旅費 △ 62

計 463,932 △ 57,170 406,762 0 △ 47,900 0 △ 9,270

　第10款　教育費
　　第5項　保健体育費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 1
保健体育 63,302 △ 4,348 58,954 △ 4,348 報酬 △ 156 スポーツ推進委員費 △ 235
総務費

8 各種団体負担金及び補助
旅費 △ 79 金 △ 4,113

18
負担金補 △ 4,113
助及び交
付金

4 7
体育施設 413,129 △ 1,130 411,999 △ 1,130 報償費 △ 70 浜奥内海水浴適地開設事
管理費 業費

10
需用費 △ 12

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額

区　分 金　額
地方債 その他

補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

目
地方債 その他

節

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源
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国　県
支出金

11
役務費 △ 39

12
委託料 △ 640

13
使用料及 △ 369
び賃借料

7 12
防災緑地 10,849 △ 3,317 7,532 △ 3,317 委託料 △ 3,317 防災緑地・大平マリーナ
・大平マ 管理費
リーナ管
理費

10 21
新型コロ 0 2,665 2,665 1,998 667 補償補て 2,665 学校臨時休業給食休止対
ナウイル ん及び賠 策事業費
ス感染症 償金
対策費

計 1,508,344 △ 6,130 1,502,214 1,998 0 0 △ 8,128

（単位　千円）

国　県
支出金

1
元金 5,385,508 0 5,385,508 140 △ 140 財源更正

計 5,545,799 0 5,545,799 0 0 140 △ 140

（単位　千円）

国　県
支出金

1 18
公営企業 4,517,539 △ 100,000 4,417,539 △ 100,000 負担金補 △ 100,000 下北医療センター負担金
費 助及び交 　むつ総合病院

付金

計 4,517,539 △ 100,000 4,417,539 0 0 0 △ 100,000

（単位　千円）

国　県
支出金

42,511,007 544,216 43,055,223 202,059 26,400 155,716 160,041

　第11款　公債費
　　第1項　公債費

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

歳出合計

補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　定　財　源

一　般
財　源地方債 その他

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

　第12款　諸支出金
　　第1項　公営企業費

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他
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１．特　別　職

２．一　般　職
(1)総　　括

　職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

　ア　会計年度任用職員以外の職員

給　　与　　費　　明　　細　　書

区     分
職 員 数 給　　　　与　　　　費 共 済 費 合  　計

備　　考
(人) 報　酬(千円) 給 料(千円) 職員手当等(千円) 計（千円） (千円) (千円)

27,054 0

計 1,038 145,934 33,678 238

117,798 31,776 149,574

補 正 後
(574)

427,573 1,803,317 985,728 3,216,618 986,235 4,202,853
452

補 正 前
(574)

424,051 1,803,481 985,624 3,213,156 986,235 4,199,391
452

比　　較
(0)

3,522 △ 164 104 3,462 0 3,462
0

時 間 外 児童手当
手　　当 手　　当 勤務手当

(千円) (千円) (千円)

扶養手当 通勤手当 特殊勤務 管 理 職 期末手当 勤勉手当 寒 冷 地 住居手当

職　員 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手　　当区　分

手当等

補正前 45,720 24,575 1,746 38,175 409,116 257,779

257,779 28,216 31,000 125,867 23,430補正後 45,720 24,567 1,746 38,175 409,228

0 0 0

の内訳

比　較 0 △ 8 0 0 112 0 0

28,216 31,000 125,867 23,430

比　　較
(0)

0 0 0 0 0

※　（　）内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員のうち、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する

区     分
職 員 数 給　　　　与　　　　費 共 済 費 合  　計

備　　考
(人) 給 料(千円) 職員手当等(千円) 計（千円） (千円) (千円)

452

補 正 前
(14)

1,646,389 936,625 2,583,014 893,960 3,476,974

補 正 後
(14)

1,646,389 936,625 2,583,014 893,960 3,476,974

452

0

区　分
扶養手当 通勤手当 特殊勤務 管 理 職 期末手当 勤勉手当 寒 冷 地 住居手当 時 間 外 児童手当

手　　当 手　　当
職　員 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

手　　当 勤務手当
(千円) (千円) (千円)

手当等

補正前 45,720 20,096 1,746 38,175 368,965 257,779

257,779 28,216 31,000 121,498 23,430補正後 45,720 20,096 1,746 38,175 368,965

0 0 0

の内訳

比　較 0 0 0 0 0 0 0

28,216 31,000 121,498 23,430

※　（　）内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

共済費 合計 備　考
報　　酬 給料 通勤手当等 期末手当

千円 千円

16,513 60,158

22 90,744 0 0

寒冷地手当 計

補正後

長 等

人 千円 千円 千円 千円 千円

区       分 職員数
給　　　　　与　　　　　費

千円

4 0 33,678 238 9,373 356 43,645

議 員

31,776

そ の 他 の
特 別 職

1,012 55,190 0 0 0

36,427 356 216,633 48,289 264,922

0 55,190 0 55,190

151,559
補正前

長 等 4 0 33,678 238

議 員 22 90,744 0

そ の 他 の
特 別 職

1,053 55,971 0 0

0

55,971

10,947 356 45,219 16,513 61,732

計 1,079 146,715 33,678 238 39,986 356 220,973

55,971 00 0

29,039 0 119,783

議 員 0 0 0 0

48,289 269,262

比　較

長 等 0 0 0 0 △ 1,574

△ 1,985 0 △ 1,985 0 △ 1,985

0 △ 1,574 0 △ 1,574

計 △ 41 △ 781 0 0

そ の 他 の
特 別 職

△ 41 △ 781 0 0

△ 3,559 0 △ 4,340 0 △ 4,340

0 △ 781 0 △ 7810
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　イ　会計年度任用職員

　当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

(2)報酬、給料及び職員手当等の増減額の明細

・職員の異動状況
会計年度任用職員

人
人
人

・職員の異動状況
会計年度任用職員

人
人
人

・会計年度任用職員

備　　考
(人) 報　酬(千円) 給 料(千円) 職員手当等(千円) 計（千円） (千円) (千円)

区     分
職 員 数 給　　　　与　　　　費 共 済 費 合  　計

92,275 725,879
0

補 正 前
(560)

424,051 157,092 48,999 630,142

補 正 後
(560)

427,573 156,928 49,103 633,604

92,275 722,417
0

比　　較
(0)

3,522 △ 164 104 3,462 0 3,462
0

時 間 外 児童手当
手　　当 手　　当 勤務手当

(千円) (千円) (千円)

扶養手当 通勤手当 特殊勤務 管 理 職 期末手当 勤勉手当 寒 冷 地 住居手当

職　員 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手　　当区　分

手当等

補正前 0 4,479 0 0 40,151 0

0 0 0 4,369 0補正後 0 4,471 0 0 40,263

の内訳

比　較 0 △ 8 0 0 112 0 0

0 0 4,369 0

※　（　）内は、会計年度任用職員のうち、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間

区分
増減額 増減事由別内訳

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　考
(千円) (千円)

0 0 0

報　酬 3,522
会 計 年 度 任 用
職員制度に伴う
増 減 分

3,522 補正後 412
補正前 411
比較 1

昇 給 に 伴 う
0

増　　加　　分

0
増　　減　　分

補正前 149
比較 △ 1

職　員

手当等
104

制度改正に伴う
増　　減　　分

0

その他の増減分 0

給　料 △ 164

給与改定に伴う

会 計 年 度 任 用
職員制度に伴う
増 減 分

△ 164 補正後 148

会 計 年 度 任 用
職員制度に伴う
増 減 分

104 通勤手当 △ 8 期末手当 112

その他の増減分 0
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（単位　千円）

5,385,508 35,625,014 26,400 35,651,414合　　　計 35,938,505 36,409,122 4,601,400 26,400 4,627,800 5,385,508 0

855 855 1,720 0 1,720(６)教　　　　　育 3,427 2,575 0

0 0 0 0(５)商　　　　　工 0 0 0

1,021 1,021 1,538 0 1,538(４)土　　　　　木 3,576 2,559 0

0

0 0 0 0

2,720 640 0 640

(３)農 林 水 産 業 0 0

0 0 0 0(２)衛　　　　　生

0 0 0

(１)公　共　施　設 6,080 3,360 0 2,720

4,596 0 4,596 3,898 0 3,898２．災 害 復 旧 債 13,083 8,494

236,744 236,744 2,794,057 0 2,794,057

00 0 0

(12)過　疎　対　策 2,336,031 2,485,801 545,000 545,000

0

※参考普通債のうち

(11)辺　地　対　策

89,310 916,451 0 916,451(10)公　営　企　業 923,712 930,561 75,200 75,200 89,310

6,447,924860,200 811,148 811,148 6,396,024 51,900(９)教　　　　　育 5,868,898 6,398,872 808,300 51,900

1,656,647 0 1,656,647(８)消　　　　　防 1,404,800 1,732,508 220,300 220,300 296,161 296,161

193,012 1,390,411 0 1,390,411(７)公　営　住　宅 1,322,082 1,315,523 267,900 267,900 193,012

4,527,241422,700 477,936 477,936 4,547,341 △ 20,100(６)土　　　　　木 4,487,083 4,582,477 442,800 △ 20,100

94,142 0 94,142(５)商　　　　　工 46,384 56,473 48,600 48,600 10,931 10,931

257,089 1,432,444 0 1,432,444(４)農 林 水 産 業 1,646,116 1,480,533 209,000 209,000 257,089

760,2020 74,007 74,007 760,202 0(３)衛　　　　　生 752,939 834,209 0

472,463 0 472,463

4,627,800 5,380,912 0 5,380,912 35,621,116 26,400

(２)民　　　　　生 362,689 448,408 61,200 61,200 37,145 37,145

(１)総　　　　　務 19,110,719 18,621,064 2,468,100 △ 5,400 2,462,700 3,134,173

35,647,516

3,134,173 17,954,991 △ 5,400 17,949,591

１．普　 通 　債 35,925,422 36,400,628 4,601,400 26,400

補　正　額 補正後の額
補正前の額 補　正　額 補正後の額 補正前の額 補　正　額 補正後の額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及
び当該年度末における現在高の見込みに関する調書　

区  　　　　分
前 々 年 度
末 現 在 高

前 年 度 末
現 在 高

当該年度中増減見込 当該年度末現在高見込額

当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額
補正前の額

－25－



議案第３７号

令　和　２　年　度

むつ市水道事業会計補正予算書



令和２年度 むつ市水道事業会計補正予算

　（総　　　則）

第１条 令和２年度むつ市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

　（収益的収入及び支出）

第２条 予算第３条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

第１款 千円 千円 千円

第１項 千円 千円 千円

令和 ２ 年 ６ 月 １０ 日 提 出

む　つ　市　長　　　　宮　　下　　宗　一　郎

1,365,394

（　計　）

1,773,833 1,673,833

（既決予定額） （補正予定額）

△ 100,000

△ 100,000

収 入

（科　目）

1,465,394

水道事業収益

営 業 収 益

1



１．令和２年度 むつ市水道事業会計　予算実施計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．令和２年度 むつ市水道事業　予定キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．令和２年度 むつ市水道事業　予定貸借対照表 ５ 頁

　４ 頁

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　３ 頁

地方公営企業法第２５条及び同法施行令第１７条の２の規定による予算に関する説明書

2



　収　　　　　入
（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

1 水道事業収益 1,773,833 △ 100,000 1,673,833

1 営 業 収 益 1,465,394 △ 100,000 1,365,394

1 給 水 収 益 1,457,823 △ 100,000 1,357,823 水道料金の減額

　支　　　　　出
（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

1 水道事業費用 1,646,464 0 1,646,464

款 項 目

令和２年度　むつ市水道事業会計予算実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出

款 項 目

3



（単位：千円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失 △ 34,024

減 価 償 却 費 749,561

固定資産除却費 10,000

引当金の増減額 2,832

貸倒引当金の増減額 △ 804

長期前受金戻入額 △ 255,198

控除対象外消費税額 8,066

受 取 利 息 △ 120

支 払 利 息 188,681

未収金の増減額 △ 9,845

貯蔵品の増減額 △ 6,222

未払金の増減額 419

未払消費税等の増減 △ 3,385

預り金の増減 1,146

小計 651,107

利息の受取額 120

利息の支払額 △ 188,681

業務活動によるキャッシュ・フロー 462,546

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 888,279

国庫補助金等による収入 6,218

一般会計からの繰入金による収入 165,625

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 716,436

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 842,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 746,805

財務活動によるキャッシュ・フロー 95,195

Ⅳ 資金増加額（又は減少額） △ 158,695

Ⅴ 資金期首残高 1,051,708

Ⅵ 資金期末残高 893,013

令和２年度　むつ市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

( 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで ）

4



（単位：千円）

１．

486,521

2,177,336

△ 1,177,950 999,386

27,125,520

△ 12,268,401 14,857,119

4,019,171

△ 2,532,424 1,486,747

257,072

△ 158,418 98,654

64,847

△ 57,264 7,583

0

0 0

563,531

18,499,541

1,699

1,699

18,501,240

２． 流 動 資 産

893,013

131,789

△ 1,638 130,151

39,698

1,062,862

19,564,102

イ 土 地

ロ 建 物

減価償却累計額

ハ 構 築 物

　令和２年度　むつ市水道事業予定貸借対照表

( 令和 ３ 年 ３ 月 ３１ 日 ）

資　　　産　　　の　　　部

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

減価償却累計額

ヘ 車 両 運 搬 具

減価償却累計額

ト リ ー ス 資 産

減価償却累計額

ニ 機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

ホ 工具･器具･備品

イ 電 話 加 入 権

無形固定資産合計

減価償却累計額

チ 建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

(2) 無形固定資産

貸 倒 引 当 金

(3) 貯 蔵 品

固 定 資 産 合 計

(1) 現 金 ・ 預 金

(2) 未 収 金

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

5



３．

11,847,548

0

11,847,548

４． 流 動 負 債

796,395

0

14,278

0

14,278

11,277

法定福利費引当金 2,283

13,560

12,612

836,845

５． 繰 延 収 益

7,972,399

△ 4,630,409

3,341,990

16,026,383

６． 資　本　金 2,818,759

７． 剰　余　金

受贈財産評価額 4,958

700

217,861

131,408

0

一般会計負担金 179,247

534,174

0

139,181

当年度未処分利益剰余金 45,605

184,786

718,960

3,537,719

19,564,102

(2) リ ー ス 債 務

固 定 負 債 合 計

(1) 企 業 債

(2) リ ー ス 債 務

負　　　債　　　の　　　部

固 定 負 債

(1) 企 業 債

未 払 金 合 計

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

ロ

(3) 未 払 金

イ 未 払 金

ロ 未 払 消 費 税 等

収益化累計額

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　　　本　　　の　　　部

(1) 資 本 剰 余 金

引 当 金 合 計

(5) 預 り 金

流 動 負 債 合 計

(1) 長 期 前 受 金

ニ 国 庫 補 助 金

ホ 県 補 助 金

ヘ

イ

ロ 寄 附 金

ハ 工 事 負 担 金

ハ

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

ロ 利 益 積 立 金
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むつ市議会第２４４回定例会

条例の一部改正議案参考資料新旧対照表（１）
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議案第３４号 むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １

議案第３５号 むつ市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３
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議案第３４号参考資料

むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等に

おける国民健康保険税の減免）

２１ 令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間に納期限（特別徴収

の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同

じ。）が定められている令和元年度分及び令和２年度分の国民健康保険税

（国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から１４日以内に国民健康保

険法第９条第１項の規定による届出が行われなかったため令和２年２月１日

以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が国民健

康保険の被保険者の資格を取得した日から１４日以内に行われていたならば

同年２月１日前に納期限が定められるべきものを除く。）の減免について

は、次の各号のいずれかに該当する者は、第２６条第１項に規定する国民健

康保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

⑴ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則

第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号において

「新型コロナウイルス感染症」という。）により、国民健康保険の被保険

者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を

負ったこと。

⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険の被保険者の属
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する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入

又は給与収入（以下この号において「事業収入等」という。）の減少が見

込まれ、次のアからウまでの全てに該当すること。

ア 国民健康保険の被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の

事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填される

べき金額があるときは、当該金額を控除した額）が前年の当該事業収入

等の額の１０分の３以上であること。

イ 国民健康保険の被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の

前年の法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

並びに国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２７条の

２第１項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額（法第

３１４条の２第１項各号及び第２項の規定の適用がある場合には、その

適用前の金額）の合計額が１，０００万円以下であること。

ウ 減少することが見込まれる国民健康保険の被保険者の属する世帯の生

計を主として維持する者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合

計額が４００万円以下であること。

２２ 前項の場合における第２６条第２項の規定の適用については、同項中

「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただ

し、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定

めることができる」とする。
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議案第３５号参考資料

むつ市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等に

おける保険料の減免）

第１５条 令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間に納期限（特別

徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項におい

て同じ。）が定められている令和元年度分及び令和２年度分の保険料（第１

号被保険者の資格を取得した日から１４日以内に法第１２条第１項の規定に

よる届出が行われなかったため令和２年２月１日以降に納期限が定められて

いる保険料であって、当該届出が第１号被保険者の資格を取得した日から

１４日以内に行われていたならば同年２月１日前に納期限が定められるべき

ものを除く。）の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第

９条第１項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定

を適用する。

⑴ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則

第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号において

「新型コロナウイルス感染症」という。）により、第１号被保険者の属す

る世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこ

と。

⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、第１号被保険者の属する世帯
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の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与

収入（以下この号において「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、

次のア及びイに該当すること。

ア 事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填され

るべき金額があるときは、当該金額を控除した額）が前年の当該事業収

入等の額の１０分の３以上であること。

イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の

合計額が４００万円以下であること。

２ 前項の場合における第９条第２項の規定の適用については、同項中「提出

しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市

長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めるこ

とができる」とする。



むつ市議会第２４４回定例会提案理由(２)



1

ただいま上程されました２９議案１２報告について、提案理由及び内

容の概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。

はじめに、議案第３８号 むつ市手数料条例の一部を改正する条例に

ついてでありますが、本案は、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部改正により、個人番号の通知カ

ードが廃止されたことに伴い、当該通知カードの再交付手数料を廃止す

るためのものであります。

次に、議案第３９号 むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を

改正する条例についてでありますが、本案は、ひとり親家庭等の児童に

係る医療費について、給付方法を償還払いから現物給付に改めるほか、

所要の条文整備をするためのものであります。

次に、議案第４０号 むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例の一部を

改正する条例についてでありますが、本案は、卸売市場法の一部改正に

伴い、大畑町魚市場において卸売業務を行うことの承認、売買取引の原

則及び条件の公表等について規定するほか、所要の条文整備をするため

のものであります。

次に、議案第４１号 むつ市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例に

ついてでありますが、本案は、本年８月３１日をもってむつ市勤労青少

年ホームを廃止するためのものであります。

次に、議案第４２号及び議案第４３号の工事請負契約についてであり

ますが、これら２議案は、むつ運動公園陸上競技場第二種公認更新工事

及び大畑庁舎移転事業旧大畑庁舎外解体工事について、工事請負契約を

締結するためのものであります。

次に、議案第４４号から議案第４６号までの財産の取得についてであ

りますが、これら３議案は、本庁舎に配備しております除雪ドーザの老

朽化に伴う更新、本庁舎及び大畑庁舎への小形ロータリ除雪車の新規配

備及びむつ市消防団の防火衣等装備一式の老朽化に伴う更新を行うため

のものであります。
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次に、議案第４７号 町の区域の変更についてでありますが、本案は、

県が実施する県道薬研佐井線道路改良工事事業に伴い、農林水産省が県

に譲与及び売払いをする国有林地をむつ市大畑町二階滝に編入するため

のものであります。

次に、議案第４８号から議案第６６号までのむつ市農業委員会の委員

に任命する者につき同意を求めることについてでありますが、これら

１９議案は、本年７月１４日をもって任期が満了となりますむつ市農業

委員会の委員に、柴田峯生氏、小林義顯氏、立 順一氏、四ツ谷末藏氏、

村口利光氏、杉山重一氏、柏谷均氏、林忠久氏、坂本正一氏、立花幸雄

氏、鴨田輝雄氏、水戸隆璽氏、嶋影秀子氏、中嶋寿樹氏、工 輝雄氏及

び蛯名修一氏を再任し、新たに、齊 榮佐男氏、畑中光政氏及び新堂真

氏を任命いたしたく、提案するものであります。

次に、報告第４号及び報告第７号についてでありますが、これらは、

令和元年度むつ市一般会計及び令和元年度むつ市水道事業会計において、

継続費を設定しております事業に係る逓次繰越しについて、報告するも

のであります。

次に、報告第５号についてでありますが、これは、令和元年度むつ市

一般会計において設定しておりました繰越明許費について、繰越計算書

を調製いたしましたので、報告するものであります。

次に、報告第６号についてでありますが、これは、令和元年度むつ市

一般会計において、やむを得ない事由により、年度内に完了しなかった

事業に係る事故繰越しについて、報告するものであります。

次に、報告第８号についてでありますが、これは、地方税法等の一部

改正に伴い、むつ市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したもの

で、個人市民税における非課税の範囲に係る改正等をしております。

次に、報告第９号についてでありますが、これは、地方税法施行令の

一部改正に伴い、むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専

決処分したもので、国民健康保険税に係る課税限度額の引上げ及び低所
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得者に対する軽減措置の拡充をしております。

次に、報告第１０号についてでありますが、これは、関係省令の一部

改正に伴い、むつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関

する条例の一部を改正する条例を専決処分したもので、固定資産税の課

税免除及び不均一課税に係る適用期限を延長しております。

次に、報告第１１号についてでありますが、これは、令和元年度むつ

市一般会計補正予算でありまして、事業費の確定及び決算見込みにより、

関係予算を専決処分したものであります。

次に、報告第１２号についてでありますが、これは、介護保険法施行

令の一部改正に伴い、むつ市介護保険条例の一部を改正する条例を専決

処分したもので、低所得の第１号被保険者の介護保険料について、軽減

措置の拡充をしたものであります。

次に、報告第１３号についてでありますが、これは、令和２年度むつ

市一般会計補正予算でありまして、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けた市内の中小企業者に対し、事業継続に必要な資金繰りを速やかに

支援するため、関係予算を専決処分したものであります。

次に、報告第１４号についてでありますが、これは、むつ市職員の特

殊勤務手当の特例に関する条例を専決処分したもので、新型コロナウイ

ルス感染症拡大の状況に鑑み、庁舎内で感染者が発生した場合における

庁舎内の消毒作業を実施する職員の特殊勤務手当の特例を定めたもので

あります。

次に、報告第１５号についてでありますが、これは、令和２年度むつ

市一般会計補正予算でありまして、国の新型コロナウイルス感染症緊急

経済対策であります特別定額給付金事業を速やかに実施するため、その

事務に要する経費について、関係予算を専決処分したものであります。

以上をもちまして、上程されました２９議案１２報告について、その

大要を申し上げましたが、細部につきましては、議事の進行に伴いまし

て御質問により詳細御説明申し上げます。



4

何とぞ慎重御審議の上、原案どおり御議決、御同意及び御承認賜りま

すようお願い申し上げる次第であります。



むつ市議会第２４４回定例会議案（２）
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議案第３８号

むつ市手数料条例の一部を改正する条例

むつ市手数料条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部

改正により、個人番号の通知カードが廃止されたことに伴い、当該通知カードの再

交付手数料を廃止するためのものである。
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むつ市手数料条例の一部を改正する条例

むつ市手数料条例（平成１２年むつ市条例第２号）の一部を次のように改正する。

別表第１中２７の項を削り、２８の項を２７の項とし、２９の項から３６の項ま

でを１項ずつ繰り上げる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第３９号

むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例

むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を次のように改正したいので、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

ひとり親家庭等の児童に係る医療費について、給付方法を償還払いから現物給付

に改めるほか、所要の条文整備をするためのものである。
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むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例

むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例（平成８年むつ市条例第２１号）の一部を

次のように改正する。

第２条に次の１項を加える。

７ この条例において「医療機関等」とは、健康保険法第６３条第３項第１号に規

定する保険医療機関及び保険薬局並びにその他の病院、診療所及び薬局をいう。

第５条第１項中「額とし、現に医療費を負担した父、母又は養育者に給付する」

を「額とする」に改め、同条第２項中「場合」を「とき」に改め、同項を同条第

５項とし、同条第１項の次に次の３項を加える。

２ 医療費は、前条の規定による資格証の交付を受けた父、母又は養育者（以下

「受給資格者」という。）に対して給付する。

３ 市長は、前項の規定にかかわらず、給付対象者である児童の医療費については、

当該児童が療養の給付を受けた医療機関等から請求があったときは、青森県国民

健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて当該医療機

関等に支払うものとする。

４ 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、医療費の給付

があったものとみなす。

第６条、第７条及び第１１条中「父、母又は養育者」を「受給資格者」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年８月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後のむつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、この

条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の療養の給付に係る医療費の給

付について適用し、施行日前の療養の給付に係る医療費の給付については、なお

従前の例による。
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議案第４０号

むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例の一部を改正する条例

むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例の一部を次のように改正したいので、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

卸売市場法の一部改正に伴い、大畑町魚市場において卸売業務を行うことの承認、

売買取引の原則及び条件の公表等について規定するほか、所要の条文整備をするた

めのものである。
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むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例の一部を改正する条例

むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例（平成１７年むつ市条例第４６号）の一部

を次のように改正する。

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「卸売市場法」を「この条例は、

卸売市場法」に、「設置する」を「設置し、その管理運営について必要な事項を定

めるものとする」に改め、同条の次に次の１条を加える。

（業務運営の基本原則）

第１条の２ 市長は、魚市場の業務運営に関し、出荷者、卸売業者、買受人その他

の魚市場において売買取引を行う者（以下「取引参加者」という。）に対して、

不当に差別的な取扱いをしてはならない。

第３条中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改め、同条第３号中「海そう類」を

「海藻類」に改める。

第４条中「法第５８条第１項の規定により青森県知事の許可を受けた者」を「別

の定めにより市長の承認を受けた者」に改める。

第６条第２号中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改める。

第７条第１項中「青森県知事から卸売業務の許可の交付」を「卸売業務を行うこ

とについて市長の承認」に改める。

第８条の見出しを「（卸売数量等の報告及び公表）」に改め、同条第１項中「毎

日取扱いした魚介そう類の数量及び卸売価格（消費税額及び地方消費税額を含

む。）等を速やかに」を「毎開場日、その日に取り扱う魚介藻類の主要な品目の卸

売予定数量を、販売開始時刻までに」に改め、同条第３項中「前２項の」を「第１

項から第３項までの規定による」に改め、同項を同条第７項とし、同条第２項中

「物品」を「魚介藻類」に改め、「（せり売り、入札又は相対取引に係る価格に、

当該価格に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する税率及び当

該税率に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する税率を

乗じて得た率を合計した率（以下「消費税相当率」という。）を乗じて得た額に相

当する金額を加えた金額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）をいう。以下同じ。）」を削り、同項を同条第３項とし、同項の次に次の３

項を加える。

４ 卸売業者は、第１項及び第２項の規定による報告を行ったときは、速やかにそ

の報告内容を公表しなければならない。
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５ 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等があ

る場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額（第２８条の４

の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。）

を公表するものとする。

６ 市長は、第１項及び第２項の規定による報告に基づき、魚市場における毎開場

日の卸売の予定数量並びに卸売の数量及び卸売金額を公表するものとする。

第８条第１項の次に次の１項を加える。

２ 卸売業者は、毎開場日、取扱いした魚介藻類の数量、卸売金額（せり売、入札

等に係る金額に当該金額の消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた金額

をいう。以下この条、第３３条及び別表において同じ。）等を速やかに市長に報

告しなければならない。

第９条の見出しを「（卸売業者の事業報告書の作成等）」に改め、同条第１項中

「決算期ごとに遅滞なく決算に関する書類を」を「卸売市場法施行規則（昭和４６

年農林省令第５２号）第２１条第１項に規定するところにより、事業年度ごとに事

業報告書を作成し、当該事業年度経過後９０日以内に」に改め、同条第２項中「前

項の提出書類」を「第１項の事業報告書」に改め、同項を同条第４項とし、同条第

１項の次に次の２項を加える。

２ 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書の

うち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、１年間主たる事務所に備えて置

かなければならない。

３ 卸売業者は、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる場

合を除きこれを拒んではならない。

⑴ 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと

認められる者から閲覧の申出がなされた場合

⑵ 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的

以外の目的による閲覧の申出がなされたと認められる場合

⑶ 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

第１５条中「受託魚介そう類を受領したときは、委託する者」を「魚介藻類の販

売を委託する者（以下「委託者」という。）から当該魚介藻類を受領したときは、

委託者」に、「魚介そう類の」を「魚介藻類の」に改める。

第１７条第１項中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改める。

第２３条第１号中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改め、同条第２号中「魚介そ



8

う類」を「魚介藻類」に、「卸売人」を「卸売業者」に改める。

第２８条の次に次の３条を加える。

（売買取引の原則）

第２８条の２ 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。

（卸売業者による差別的取扱いの禁止）

第２８条の３ 卸売業者は、卸売業務に関し、出荷者又は買受人に対して、不当に

差別的な取扱いをしてはならない。

（卸売業者による売買取引の条件の公表）

第２８条の４ 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その

他の適切な方法により公表しなければならない。

⑴ 営業日及び営業時間

⑵ 取扱品目

⑶ 魚介藻類の引渡しの方法

⑷ 委託手数料その他の魚介藻類の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用

の種類、内容及びその額

⑸ 魚介藻類の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

⑹ 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額（その交付の基準を含

む。）

第２９条第１項中「行う魚介そう類」を「行う魚介藻類」に、「１の卸売業者と

１の」を「一の卸売業者と一の」に改め、同項第４号中「せり売り」を「せり売」

に改め、同項第５号中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改める。

第３２条中「魚介そう類の販売の委託をした者（以下「委託者」という。）」を

「委託者」に改める。

第３３条から第３６条までを次のように改める。

（卸売物品の引取り）

第３３条 買受人は、売買が成立したときは、直ちにその買受品を引き取らなけれ

ばならない。

２ 卸売業者は、正当な理由がなく買受人が買受品の引取りを怠ったと認められる

ときは、当該買受人の費用でその買受品を保管し、又は催告しないで売買を解除

して他の者に再卸売をすることができる。

３ 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売した場合において、当該卸売金額

が前項の買受人に対する卸売金額より低いときは、その差額を当該買受人に請求
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することができる。

（売買仕切書の交付及び仕切金の支払）

第３４条 卸売業者は、委託を受けた魚介藻類を販売したときは、当該委託者に対

して、その販売をした日から当事者間で決定した期日までに、その売買仕切書を

交付し、及び仕切金（消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。）を支払

わなければならない。

２ 卸売業者は、前項の仕切金を、現金又は口座振替その他の送金の方法により支

払わなければならない。

（買受品代金の支払）

第３５条 売買取引により魚介藻類の買受けをした者は、買い受けた額に当該額の

消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額を当該魚介藻類の引渡しを受

けた日から当事者間で決定した支払期日までに卸売業者に対して支払わなければ

ならない。

２ 前項の規定による支払は、現金、送金その他の方法により行わなければならな

い。ただし、卸売業者が市長の承認を受けて特別に支払方法を定めたときは、こ

の限りでない。

（売買取引の差止め等）

第３６条 市長は、売買取引が次の各号のいずれかに該当するときは、当該売買に

対し、その差止め又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

⑴ せり又は入札の場合に談合その他不正の行為があると認めるとき。

⑵ 不当な価格を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

⑶ その他売買取引上、不適当と認めるとき。

第５１条中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改める。

第６３条中「第８条」を「第１条の２、第８条、第３６条」に改める。

第６５条第２項中「％」を「パーセント」に改め、同項各号中「魚介そう類」を

「魚介藻類」に改める。

別表卸売場の項中「海そう類」を「海藻類」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年６月２１日から施行する。

（経過措置）
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２ この条例の施行の際現に青森県地方卸売市場条例（昭和４７年青森県条例第

２６号）第４条第３項の規定により許可を受けて卸売業者となっている者は、こ

の条例による改正後のむつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例（以下「改正後の条

例」という。）第４条に規定する市長の承認を受けた卸売業者とみなす。

３ この条例の施行の際現に改正前のむつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例第１８

条の規定により市長の承認を受けて買受人になっている者は、改正後の条例第

１８条の規定により市長の承認を受けた買受人とみなす。

４ 第２項の規定により卸売業者とみなされる者が改正前のむつ市地方卸売市場大

畑町魚市場条例第７条第１項の規定により保証金を納付している場合は、当該納

付している保証金を改正後の条例第７条第１項の規定により納付する保証金に充

当することができる。
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議案第４１号

むつ市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例

むつ市勤労青少年ホーム条例を廃止したいので、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

本年８月３１日をもってむつ市勤労青少年ホームを廃止するためのものである。
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むつ市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例

むつ市勤労青少年ホーム条例（昭和４６年むつ市条例第２４号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年９月１日から施行する。

（むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正）

２ むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成６

年むつ市条例第１号）の一部を次のように改正する。

「
民生委員推薦会委員

別表中 を
勤労青少年ホーム運営委員会委員

」

「
民生委員推薦会委員 に改める。

」
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議案第４２号

工事請負契約について

むつ運動公園陸上競技場第二種公認更新工事について、次のとおり工事請負契約

を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求

める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

むつ運動公園陸上競技場第二種公認更新工事に係る工事請負契約を締結するため

のものである。
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１ 契約の目的 むつ運動公園陸上競技場第二種公認更新工事

２ 契約の方法 指名競争入札

３ 契約の金額 １９９,１００,０００円

４ 契約の相手方 むつ市大湊新町３７番１２号

山内土木株式会社

代表取締役 山 内 将 邦
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議案第４３号

工事請負契約について

大畑庁舎移転事業旧大畑庁舎外解体工事について、次のとおり工事請負契約を締

結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

大畑庁舎移転事業旧大畑庁舎外解体工事に係る工事請負契約を締結するためのも

のである。
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１ 契約の目的 大畑庁舎移転事業 旧大畑庁舎外解体工事

２ 契約の方法 指名競争入札

３ 契約の金額 ２４８,６００,０００円

４ 契約の相手方 むつ市栗山町１２番１０号

株式会社橋本建設工業

代表取締役 橋 本 大 輔
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議案第４４号

財産の取得について

次のとおり財産を取得したいので、地方自治法第９６条第１項第８号の規定によ

り、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

むつ市役所本庁舎配備の除雪ドーザを、老朽化に伴い更新するためのものである。
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１ 取得する財産

物品

品 名 数 量

除雪ドーザ（１４ｔ級） １台

２ 契約の相手方 むつ市大曲三丁目１０１番１号

日本キャタピラー合同会社むつ営業所

所長 廣 瀬 育 生

３ 取 得 価 格 １７，０３９，０００円

４ 取得の目的 むつ市役所本庁舎の車両を更新する。

５ 契約の方法 指名競争入札
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議案第４５号

財産の取得について

次のとおり財産を取得したいので、地方自治法第９６条第１項第８号の規定によ

り、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

小形ロータリ除雪車を、むつ市役所本庁舎及び大畑庁舎に配備するためのもので

ある。
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１ 取得する財産

物品 小形ロータリ除雪車

品 名 数 量

小形ロータリ除雪車（１．０ｍ級） ２台

小形ロータリ除雪車（１．３ｍ級） １台

２ 契約の相手方 むつ市中央二丁目３番７号

株式会社青工むつ支店

支店長 田 中 正 逸

３ 取 得 価 格 ４３，４５０，０００円

４ 取得の目的 むつ市役所本庁舎及び大畑庁舎に車両を配備する。

５ 契約の方法 指名競争入札
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議案第４６号

財産の取得について

次のとおり財産を取得したいので、地方自治法第９６条第１項第８号の規定によ

り、議会の議決を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

むつ市消防団の防火衣等装備一式を、老朽化に伴い更新するためのものである。
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１ 取得する財産

物品 消防団装備一式（保安帽・防火衣一式）

品 名 数 量

保安帽 ９８７個

防火衣一式 ２５５セット

２ 契約の相手方 青森市栄町一丁目１２番１号

有限会社丸栄消機

代表取締役 天 内 幹 夫

３ 取 得 価 格 ３７，７１７，３５０円

４ 取得の目的 むつ市消防団の防火衣等装備一式を更新する。

５ 契約の方法 指名競争入札
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議案第４７号

町の区域の変更について

地方自治法第２６０条第１項の規定により、町の区域を次のとおり変更する。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

農林水産省が県に譲与及び売払いをする国有林地をむつ市大畑町二階滝に編入す

るためのものである。
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むつ市大畑町二階滝国有林１１２５林班い２小班、１１２６林班い小班、ろ１小班、

ろ２小班、１１２７林班い１小班、ろ小班、は１小班、は２小班、は３小班、１１２８

林班い小班、１１２９林班い１小班、は小班、１１３１林班い３小班、る２小班、

１１３５林班い小班、わ小班、か小班、大畑町古佐井山国有林２２４５林班ぬ２小

班、ぬ３小班で、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１１条第１項第１号の規

定による国土交通省告示（平成１４年告示第９号）で定められた平面直角座標第

１０系を用いて得た次のＺ１０の点からＺ１２の点までの点を順次連結する線及び

Ｚ１０の点とＺ１２の点を結ぶ線で囲まれる区域、Ｚ１５８の点からＺ１５９の点

までの点を順次連結する線及びＺ１５８の点とＺ１５９の点を結ぶ線で囲まれる区

域、Ｚ１４９の点からＺ１６０の点までの点を順次連結する線及びＺ１４９の点と

Ｚ１６０の点を結ぶ線で囲まれる区域、Ｚ２０９の点からＺ２１０の点までの点を

順次連結する線及びＺ２０９の点とＺ２１０の点を結ぶ線で囲まれる区域、右

３４５の点から右３４６の点までの点を順次連結する線及び右３４５の点と右

３４６の点を結ぶ線で囲まれる区域、右３２４の点から右３２５の点までの点を順

次連結する線及び右３２４の点と右３２５の点を結ぶ線で囲まれる区域、左３９６

の点から右４１９の点までの点を順次連結する線及び左３９６の点と右４１９の点

を結ぶ線で囲まれる区域、右４４２の点から右４４３の点までの点を順次連結する

線及び右４４２の点と右４４３の点を結ぶ線で囲まれる区域、Ｓ１３の点からＮ

２４１の点までの点を順次連結する線及びＳ１３の点とＮ２４１の点を結ぶ線で囲

まれる区域、左４６４の点から右４８９の点までの点を順次連結する線及び左

４６４の点と右４８９の点を結ぶ線で囲まれる区域を大畑町二階滝に編入する。

（大畑町二階滝国有林）

Ｚ１０ 点 Ｘ座標 ＋１５５２８５．７１１メートル

Ｙ座標 ＋ １１９３２．２６４メートル

左２８１ 点 Ｘ座標 ＋１５５２９０．９９４メートル

Ｙ座標 ＋ １１９１９．５２０メートル

左２８２ 点 Ｘ座標 ＋１５５２８７．１０５メートル

Ｙ座標 ＋ １１９０８．１９６メートル

左２８３ 点 Ｘ座標 ＋１５５２８６．６６４メートル

Ｙ座標 ＋ １１８８７．６８１メートル

左２８４ 点 Ｘ座標 ＋１５５２７５．３５３メートル

Ｙ座標 ＋ １１８５９．６３９メートル
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左２８５ 点 Ｘ座標 ＋１５５２６８．６２９メートル

Ｙ座標 ＋ １１８３９．６５３メートル

左２８６ 点 Ｘ座標 ＋１５５２５３．３５６メートル

Ｙ座標 ＋ １１８００．６６２メートル

左２８７ 点 Ｘ座標 ＋１５５２３７．９１４メートル

Ｙ座標 ＋ １１７６６．４９４メートル

左２８８ 点 Ｘ座標 ＋１５５２２０．８７３メートル

Ｙ座標 ＋ １１７３３．１０６メートル

左２８９ 点 Ｘ座標 ＋１５５２００．８４３メートル

Ｙ座標 ＋ １１７２３．８１４メートル

左２９０ 点 Ｘ座標 ＋１５５１８８．８６３メートル

Ｙ座標 ＋ １１７０９．１１３メートル

左２９１ 点 Ｘ座標 ＋１５５１５９．３０２メートル

Ｙ座標 ＋ １１６８２．１３６メートル

左２９２ 点 Ｘ座標 ＋１５５１３２．４１８メートル

Ｙ座標 ＋ １１６５８．０２４メートル

左２９３ 点 Ｘ座標 ＋１５５１１６．８６３メートル

Ｙ座標 ＋ １１６４２．２７１メートル

左２９４ 点 Ｘ座標 ＋１５５０９０．６７８メートル

Ｙ座標 ＋ １１６０６．７５３メートル

左２９５ 点 Ｘ座標 ＋１５５０６７．１２６メートル

Ｙ座標 ＋ １１５７５．６６２メートル

左２９６ 点 Ｘ座標 ＋１５５０４５．３５３メートル

Ｙ座標 ＋ １１５５８．３９８メートル

左２９７ 点 Ｘ座標 ＋１５５０３０．１２５メートル

Ｙ座標 ＋ １１５２８．５２６メートル

左２９８ 点 Ｘ座標 ＋１５５０１５．３４４メートル

Ｙ座標 ＋ １１５１３．１３１メートル

左２９９ 点 Ｘ座標 ＋１５４９９３．５４４メートル

Ｙ座標 ＋ １１４８１．１３３メートル

左３００ 点 Ｘ座標 ＋１５４９７９．９８４メートル

Ｙ座標 ＋ １１４６６．１３２メートル
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左３０１ 点 Ｘ座標 ＋１５４９５６．５２０メートル

Ｙ座標 ＋ １１４３４．４４２メートル

左３０２ 点 Ｘ座標 ＋１５４９４１．６９３メートル

Ｙ座標 ＋ １１４１９．９００メートル

左３０３ 点 Ｘ座標 ＋１５４９１６．５１９メートル

Ｙ座標 ＋ １１３８７．３８２メートル

左３０４ 点 Ｘ座標 ＋１５４８９１．５０６メートル

Ｙ座標 ＋ １１３５６．２７８メートル

左３０５ 点 Ｘ座標 ＋１５４８６８．０７４メートル

Ｙ座標 ＋ １１３２５．２３１メートル

左３０６ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４５．２７９メートル

Ｙ座標 ＋ １１２９１．４２９メートル

左３０７ 点 Ｘ座標 ＋１５４８３４．８３８メートル

Ｙ座標 ＋ １１２７２．９５２メートル

左３０８ 点 Ｘ座標 ＋１５４８２８．１６９メートル

Ｙ座標 ＋ １１２５１．９９６メートル

左３０９ 点 Ｘ座標 ＋１５４８２７．０９６メートル

Ｙ座標 ＋ １１２３１．１５３メートル

左３１０ 点 Ｘ座標 ＋１５４８３２．０２２メートル

Ｙ座標 ＋ １１１９３．８８０メートル

左３１１ 点 Ｘ座標 ＋１５４８２２．８４５メートル

Ｙ座標 ＋ １１１７２．６７７メートル

左３１２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７８３．６９１メートル

Ｙ座標 ＋ １１１４５．９２０メートル

左３１３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７７３．６０１メートル

Ｙ座標 ＋ １１１３８．８７７メートル

左３１４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５７．２２９メートル

Ｙ座標 ＋ １１１１９．０２２メートル

Ｚ１５８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５６．１５８メートル

Ｙ座標 ＋ １１１１７．０４０メートル

Ｚ１５９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５３．３４７メートル

Ｙ座標 ＋ １１１０６．３５８メートル
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Ｚ１４８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５３．９２０メートル

Ｙ座標 ＋ １１１００．６７９メートル

Ｚ１６２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４４．４３４メートル

Ｙ座標 ＋ １１０９０．８９６メートル

Ｚ１６３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２６．１３０メートル

Ｙ座標 ＋ １１０７７．４５１メートル

Ｚ１６４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１２．９１１メートル

Ｙ座標 ＋ １１０５９．８０２メートル

Ｚ１６５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１１．３０２メートル

Ｙ座標 ＋ １１０４１．１６３メートル

Ｚ１６６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１４．４２６メートル

Ｙ座標 ＋ １１０２８．５６５メートル

Ｚ１６７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１９．９３１メートル

Ｙ座標 ＋ １１０１６．８７１メートル

Ｚ１７９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３０．２８１メートル

Ｙ座標 ＋ １１００３．１３１メートル

Ｚ１８０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３７．１４６メートル

Ｙ座標 ＋ １０９８５．２８９メートル

Ｚ１８１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３５．６４６メートル

Ｙ座標 ＋ １０９６１．３５４メートル

Ｚ１８７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３５．４１１メートル

Ｙ座標 ＋ １０９５２．７９７メートル

Ｚ１８８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３５．２７１メートル

Ｙ座標 ＋ １０９３２．４２７メートル

Ｚ１８９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３４．６５１メートル

Ｙ座標 ＋ １０９２１．７８７メートル

Ｚ１９０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３３．６７１メートル

Ｙ座標 ＋ １０９１０．８７７メートル

Ｚ１９１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２９．８００メートル

Ｙ座標 ＋ １０８８４．１２４メートル

Ｚ１９２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２２．１２９メートル

Ｙ座標 ＋ １０８４９．４７７メートル
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Ｚ１９３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１５．９１８メートル

Ｙ座標 ＋ １０８１４．６０３メートル

Ｚ１９４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１２．５７２メートル

Ｙ座標 ＋ １０７８５．２２６メートル

Ｚ１９５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７０６．８６７メートル

Ｙ座標 ＋ １０７６７．３１８メートル

左３２８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７０６．３５８メートル

Ｙ座標 ＋ １０７５３．１５３メートル

左３２９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１７．８３９メートル

Ｙ座標 ＋ １０７１２．３７５メートル

左３３０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１０．２２６メートル

Ｙ座標 ＋ １０６８４．７４５メートル

左３３１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１６．９０４メートル

Ｙ座標 ＋ １０６７６．１３４メートル

左３３２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１４．１２０メートル

Ｙ座標 ＋ １０６５５．８６３メートル

左３３３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１２．０８８メートル

Ｙ座標 ＋ １０６３０．３６９メートル

左３３４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１６．９０７メートル

Ｙ座標 ＋ １０５９２．７８２メートル

Ｚ２０９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１９．８３８メートル

Ｙ座標 ＋ １０５８０．６４５メートル

Ｚ２１０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２５．４０９メートル

Ｙ座標 ＋ １０５８１．６５５メートル

Ｚ２１１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２８．８３１メートル

Ｙ座標 ＋ １０５７２．１１２メートル

Ｚ２１２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３１．１２０メートル

Ｙ座標 ＋ １０５５７．０５５メートル

Ｚ２１３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３９．２８０メートル

Ｙ座標 ＋ １０５１５．２２１メートル

Ｚ２１４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４２．２３６メートル

Ｙ座標 ＋ １０５０２．９４９メートル
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Ｚ２１５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５９．８８４メートル

Ｙ座標 ＋ １０４７１．９１０メートル

Ｚ２１６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７７１．３０１メートル

Ｙ座標 ＋ １０４５４．０４４メートル

Ｚ２１７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７９０．０６３メートル

Ｙ座標 ＋ １０４２８．８３８メートル

Ｚ２１８ 点 Ｘ座標 ＋１５４８２８．４２０メートル

Ｙ座標 ＋ １０３９８．３１０メートル

Ｚ２１９ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４２．３７４メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８８．８２５メートル

Ｚ２２０ 点 Ｘ座標 ＋１５４８８９．０６１メートル

Ｙ座標 ＋ １０３７３．０３０メートル

Ｚ２２１ 点 Ｘ座標 ＋１５４９１６．４１４メートル

Ｙ座標 ＋ １０３６５．７０８メートル

Ｚ２２２ 点 Ｘ座標 ＋１５４９５３．８２１メートル

Ｙ座標 ＋ １０３５３．２００メートル

Ｚ２２３ 点 Ｘ座標 ＋１５４９６８．２２１メートル

Ｙ座標 ＋ １０３４７．６８３メートル

Ｚ２２４ 点 Ｘ座標 ＋１５５００９．８２２メートル

Ｙ座標 ＋ １０３２０．６０５メートル

Ｚ２２５ 点 Ｘ座標 ＋１５５０２９．２３０メートル

Ｙ座標 ＋ １０３１０．３５９メートル

Ｚ２２６ 点 Ｘ座標 ＋１５５０５４．８６２メートル

Ｙ座標 ＋ １０３００．８９３メートル

Ｚ２２７ 点 Ｘ座標 ＋１５５０７３．８８９メートル

Ｙ座標 ＋ １０２９１．１１６メートル

Ｚ２２８ 点 Ｘ座標 ＋１５５０９７．１５４メートル

Ｙ座標 ＋ １０２６４．２８１メートル

Ｚ２２９ 点 Ｘ座標 ＋１５５１０９．２１６メートル

Ｙ座標 ＋ １０２４５．４６０メートル

Ｚ２３０ 点 Ｘ座標 ＋１５５１２７．９１５メートル

Ｙ座標 ＋ １０２２７．３２６メートル
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Ｚ２３１ 点 Ｘ座標 ＋１５５１５８．５９０メートル

Ｙ座標 ＋ １０２０６．７６３メートル

Ｚ２８２ 点 Ｘ座標 ＋１５５１８０．９２１メートル

Ｙ座標 ＋ １０１９０．３２１メートル

Ｚ２８３ 点 Ｘ座標 ＋１５５２０７．９１７メートル

Ｙ座標 ＋ １０１６９．２１９メートル

Ｚ２８４ 点 Ｘ座標 ＋１５５２２４．３８９メートル

Ｙ座標 ＋ １０１５８．２０８メートル

Ｚ２８５ 点 Ｘ座標 ＋１５５２５３．６１０メートル

Ｙ座標 ＋ １０１２４．６０７メートル

Ｚ２８６ 点 Ｘ座標 ＋１５５２５８．８６６メートル

Ｙ座標 ＋ １０１１１．２６０メートル

Ｚ２８７ 点 Ｘ座標 ＋１５５２７８．４８５メートル

Ｙ座標 ＋ １００８５．８９３メートル

Ｚ２８８ 点 Ｘ座標 ＋１５５３０６．９８７メートル

Ｙ座標 ＋ １００５５．７５４メートル

Ｚ２８９ 点 Ｘ座標 ＋１５５３１５．６９５メートル

Ｙ座標 ＋ １００４７．８６５メートル

Ｚ３０６ 点 Ｘ座標 ＋１５５３２７．８１１メートル

Ｙ座標 ＋ １００３３．８９１メートル

Ｚ３０７ 点 Ｘ座標 ＋１５５３６４．３５２メートル

Ｙ座標 ＋ １０００７．２８７メートル

Ｚ３０８ 点 Ｘ座標 ＋１５５３８８．１６０メートル

Ｙ座標 ＋ ９９８５．７２９メートル

Ｚ３０９ 点 Ｘ座標 ＋１５５４２２．３１１メートル

Ｙ座標 ＋ ９９４９．６９４メートル

Ｚ３１０ 点 Ｘ座標 ＋１５５４５２．９２５メートル

Ｙ座標 ＋ ９９１５．８２３メートル

左３６９ 点 Ｘ座標 ＋１５５４５８．４５０メートル

Ｙ座標 ＋ ９９１１．１１４メートル

左３７０ 点 Ｘ座標 ＋１５５４９６．９８９メートル

Ｙ座標 ＋ ９８９９．４５１メートル



31

左３７１ 点 Ｘ座標 ＋１５５５２８．８９７メートル

Ｙ座標 ＋ ９８７７．７９０メートル

左３７２ 点 Ｘ座標 ＋１５５５６４．３００メートル

Ｙ座標 ＋ ９８５１．２５１メートル

左３７３ 点 Ｘ座標 ＋１５５５８４．００３メートル

Ｙ座標 ＋ ９８２４．３２４メートル

左３７４ 点 Ｘ座標 ＋１５５５９８．２２３メートル

Ｙ座標 ＋ ９８０１．６２１メートル

左３７５ 点 Ｘ座標 ＋１５５６０４．１５１メートル

Ｙ座標 ＋ ９７８６．２４５メートル

左３７６ 点 Ｘ座標 ＋１５５６０８．５１４メートル

Ｙ座標 ＋ ９７６０．９０４メートル

左３７７ 点 Ｘ座標 ＋１５５６１１．７８４メートル

Ｙ座標 ＋ ９７３６．１５５メートル

左３７８ 点 Ｘ座標 ＋１５５６０２．３２３メートル

Ｙ座標 ＋ ９６９２．１８４メートル

左３７９ 点 Ｘ座標 ＋１５５６０３．１８６メートル

Ｙ座標 ＋ ９６７８．４６１メートル

左３８０ 点 Ｘ座標 ＋１５５６０８．９５７メートル

Ｙ座標 ＋ ９６６６．７１５メートル

左３８１ 点 Ｘ座標 ＋１５５６１９．４４６メートル

Ｙ座標 ＋ ９６４８．９６７メートル

左３８２ 点 Ｘ座標 ＋１５５６２４．５４６メートル

Ｙ座標 ＋ ９６２２．３０５メートル

左３８３ 点 Ｘ座標 ＋１５５６２８．０８０メートル

Ｙ座標 ＋ ９６０２．４８８メートル

左３８４ 点 Ｘ座標 ＋１５５６２９．５４２メートル

Ｙ座標 ＋ ９５７８．５０７メートル

左３８５ 点 Ｘ座標 ＋１５５６３０．９９４メートル

Ｙ座標 ＋ ９５５７．７９０メートル

左３８６ 点 Ｘ座標 ＋１５５６２０．０４４メートル

Ｙ座標 ＋ ９５２８．２５７メートル
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左３８７ 点 Ｘ座標 ＋１５５６１９．３５２メートル

Ｙ座標 ＋ ９４８５．２５７メートル

左３８８ 点 Ｘ座標 ＋１５５６０９．９９４メートル

Ｙ座標 ＋ ９４４８．３００メートル

左３８９ 点 Ｘ座標 ＋１５５５９６．８１４メートル

Ｙ座標 ＋ ９４１２．５６９メートル

左３９０ 点 Ｘ座標 ＋１５５５８２．５２４メートル

Ｙ座標 ＋ ９３７３．７００メートル

左３９１ 点 Ｘ座標 ＋１５５５６６．９０５メートル

Ｙ座標 ＋ ９３３６．６７８メートル

左３９２ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４９．６８０メートル

Ｙ座標 ＋ ９３０７．４５１メートル

左３９３ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３１．８２４メートル

Ｙ座標 ＋ ９２９２．３６３メートル

左３９４ 点 Ｘ座標 ＋１５５５０８．２４１メートル

Ｙ座標 ＋ ９２６０．７７４メートル

左３９６ 点 Ｘ座標 ＋１５５５０２．０７５メートル

Ｙ座標 ＋ ９２４１．２１３メートル

右４１９ 点 Ｘ座標 ＋１５５５１８．４２９メートル

Ｙ座標 ＋ ９２２７．５６１メートル

右４１８ 点 Ｘ座標 ＋１５５５２４．３９０メートル

Ｙ座標 ＋ ９２５０．４８４メートル

右４１７ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３１．３１８メートル

Ｙ座標 ＋ ９２６６．９１６メートル

右４１６ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４２．９７３メートル

Ｙ座標 ＋ ９２８１．４９７メートル

右４１５ 点 Ｘ座標 ＋１５５５６０．１９６メートル

Ｙ座標 ＋ ９２９３．０９２メートル

右４１４ 点 Ｘ座標 ＋１５５５８１．２６５メートル

Ｙ座標 ＋ ９３３０．７００メートル

右４１３ 点 Ｘ座標 ＋１５５５９２．９４０メートル

Ｙ座標 ＋ ９３４５．１００メートル



33

右４１２ 点 Ｘ座標 ＋１５５６０９．３１６メートル

Ｙ座標 ＋ ９３７８．０１６メートル

右４１１ 点 Ｘ座標 ＋１５５６２６．１１５メートル

Ｙ座標 ＋ ９４２０．５８０メートル

右４１０ 点 Ｘ座標 ＋１５５６２６．３６０メートル

Ｙ座標 ＋ ９４４２．５３３メートル

右４０９ 点 Ｘ座標 ＋１５５６３２．５７１メートル

Ｙ座標 ＋ ９４７７．８２５メートル

右４０８ 点 Ｘ座標 ＋１５５６３７．３９５メートル

Ｙ座標 ＋ ９４９６．９１８メートル

右４０７ 点 Ｘ座標 ＋１５５６３７．８９６メートル

Ｙ座標 ＋ ９５２２．９５８メートル

右４０６ 点 Ｘ座標 ＋１５５６４９．２６７メートル

Ｙ座標 ＋ ９５６２．０２５メートル

右４０５ 点 Ｘ座標 ＋１５５６４３．２６９メートル

Ｙ座標 ＋ ９６０４．５２９メートル

右４０４ 点 Ｘ座標 ＋１５５６３８．３０６メートル

Ｙ座標 ＋ ９６３２．６２２メートル

右４０３ 点 Ｘ座標 ＋１５５６４１．１１１メートル

Ｙ座標 ＋ ９６４８．３６６メートル

右４０２ 点 Ｘ座標 ＋１５５６３４．２２０メートル

Ｙ座標 ＋ ９６７１．９７３メートル

右４０１ 点 Ｘ座標 ＋１５５６１９．９０３メートル

Ｙ座標 ＋ ９６７６．０１２メートル

右４００ 点 Ｘ座標 ＋１５５６２０．７３５メートル

Ｙ座標 ＋ ９６９０．６６５メートル

右３９９ 点 Ｘ座標 ＋１５５６３０．６２０メートル

Ｙ座標 ＋ ９７３４．８０１メートル

右３９８ 点 Ｘ座標 ＋１５５６２７．３９２メートル

Ｙ座標 ＋ ９７５９．９３５メートル

右３９７ 点 Ｘ座標 ＋１５５６１６．２０９メートル

Ｙ座標 ＋ ９７９５．４７２メートル
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右３９６ 点 Ｘ座標 ＋１５５６１１．８４９メートル

Ｙ座標 ＋ ９８１７．３１２メートル

右３９５ 点 Ｘ座標 ＋１５５５９４．６２６メートル

Ｙ座標 ＋ ９８３１．４４８メートル

右３９４ 点 Ｘ座標 ＋１５５５７２．４８１メートル

Ｙ座標 ＋ ９８６７．２２９メートル

右３９３ 点 Ｘ座標 ＋１５５５５２．１８５メートル

Ｙ座標 ＋ ９８７６．１２４メートル

右３９２ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３６．５６３メートル

Ｙ座標 ＋ ９８８８．５３１メートル

右３９１ 点 Ｘ座標 ＋１５５５０１．７８６メートル

Ｙ座標 ＋ ９９１０．７２５メートル

右３９０ 点 Ｘ座標 ＋１５５４６８．８６３メートル

Ｙ座標 ＋ ９９２２．２８２メートル

右３８９ 点 Ｘ座標 ＋１５５４４９．７２７メートル

Ｙ座標 ＋ ９９３３．７２７メートル

右３８８ 点 Ｘ座標 ＋１５５４２２．６２６メートル

Ｙ座標 ＋ ９９６２．５４９メートル

右３８７ 点 Ｘ座標 ＋１５５３９６．４６６メートル

Ｙ座標 ＋ ９９９３．４００メートル

右３８６ 点 Ｘ座標 ＋１５５３６３．８５７メートル

Ｙ座標 ＋ １００１８．２２６メートル

右３８５ 点 Ｘ座標 ＋１５５３３１．９２４メートル

Ｙ座標 ＋ １００４５．１３２メートル

右３８４ 点 Ｘ座標 ＋１５５３０５．８６７メートル

Ｙ座標 ＋ １００７１．３３６メートル

右３８３ 点 Ｘ座標 ＋１５５２８２．５０１メートル

Ｙ座標 ＋ １０１００．６８１メートル

右３８２ 点 Ｘ座標 ＋１５５２５８．１８７メートル

Ｙ座標 ＋ １０１３４．４８２メートル

右３８１ 点 Ｘ座標 ＋１５５２３０．５９１メートル

Ｙ座標 ＋ １０１６５．１２９メートル
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右３８０ 点 Ｘ座標 ＋１５５１９９．４０９メートル

Ｙ座標 ＋ １０１９１．６７２メートル

右３７９ 点 Ｘ座標 ＋１５５１６６．６７９メートル

Ｙ座標 ＋ １０２１４．７４２メートル

右３７８ 点 Ｘ座標 ＋１５５１３５．０１４メートル

Ｙ座標 ＋ １０２３７．９３９メートル

右３７７ 点 Ｘ座標 ＋１５５１２１．９９５メートル

Ｙ座標 ＋ １０２５１．８６８メートル

右３７６ 点 Ｘ座標 ＋１５５１０８．２４０メートル

Ｙ座標 ＋ １０２６４．７３９メートル

右３７５ 点 Ｘ座標 ＋１５５０９６．０１２メートル

Ｙ座標 ＋ １０２８１．２１５メートル

右３７４ 点 Ｘ座標 ＋１５５０９２．７３６メートル

Ｙ座標 ＋ １０２９１．６２２メートル

右３７３ 点 Ｘ座標 ＋１５５０８３．３７２メートル

Ｙ座標 ＋ １０３０１．７７９メートル

右３７２ 点 Ｘ座標 ＋１５５０６３．１２０メートル

Ｙ座標 ＋ １０３０７．７３０メートル

右３７１ 点 Ｘ座標 ＋１５５０４６．１３６メートル

Ｙ座標 ＋ １０３２１．４４７メートル

右３７０ 点 Ｘ座標 ＋１５５０２０．６４０メートル

Ｙ座標 ＋ １０３３３．４９８メートル

右３６９ 点 Ｘ座標 ＋１５４９９５．６６７メートル

Ｙ座標 ＋ １０３３９．６６０メートル

Ｚ２４２ 点 Ｘ座標 ＋１５４９７５．５２８メートル

Ｙ座標 ＋ １０３５６．２８６メートル

Ｚ２４３ 点 Ｘ座標 ＋１５４９６３．４６９メートル

Ｙ座標 ＋ １０３６１．０６７メートル

Ｚ２４４ 点 Ｘ座標 ＋１５４９５０．８４３メートル

Ｙ座標 ＋ １０３６２．９５５メートル

Ｚ２４５ 点 Ｘ座標 ＋１５４９３６．１９０メートル

Ｙ座標 ＋ １０３６８．７５２メートル
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Ｚ２４６ 点 Ｘ座標 ＋１５４９１５．７０７メートル

Ｙ座標 ＋ １０３７２．７８４メートル

Ｚ２４７ 点 Ｘ座標 ＋１５４８９８．７６０メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８２．４０３メートル

Ｚ２４８ 点 Ｘ座標 ＋１５４８７４．２５６メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８７．９２１メートル

Ｚ２４９ 点 Ｘ座標 ＋１５４８６３．４６６メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８７．０５６メートル

Ｚ２５０ 点 Ｘ座標 ＋１５４８５５．６２９メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８９．６２８メートル

Ｚ２５１ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４０．８７２メートル

Ｙ座標 ＋ １０３９８．７９７メートル

Ｚ２５２ 点 Ｘ座標 ＋１５４８３１．４６１メートル

Ｙ座標 ＋ １０４０６．８１１メートル

Ｚ２５３ 点 Ｘ座標 ＋１５４８１１．６１７メートル

Ｙ座標 ＋ １０４２６．４９０メートル

Ｚ２５４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７９８．２９８メートル

Ｙ座標 ＋ １０４３６．３８６メートル

Ｚ２５５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７７６．０６６メートル

Ｙ座標 ＋ １０４６１．７５６メートル

Ｚ２５６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７６６．８９９メートル

Ｙ座標 ＋ １０４７６．２２２メートル

Ｚ２５７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５９．９２２メートル

Ｙ座標 ＋ １０４８３．４３５メートル

Ｚ２５８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４９．０６０メートル

Ｙ座標 ＋ １０５０１．８３９メートル

Ｚ２５９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４６．１０５メートル

Ｙ座標 ＋ １０５１１．２９２メートル

Ｚ２６０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４２．４２１メートル

Ｙ座標 ＋ １０５５３．９９２メートル

Ｚ２６１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３８．０６１メートル

Ｙ座標 ＋ １０５６７．１１９メートル
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Ｚ２６２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３６．６４７メートル

Ｙ座標 ＋ １０５９３．３８４メートル

Ｚ２６３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３１．１７９メートル

Ｙ座標 ＋ １０６０９．３１３メートル

Ｚ２６４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２８．６９１メートル

Ｙ座標 ＋ １０６３４．０４４メートル

Ｚ２６５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３３．９９１メートル

Ｙ座標 ＋ １０６５２．２６６メートル

Ｚ２６６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３１．１２０メートル

Ｙ座標 ＋ １０６８７．１４１メートル

Ｚ２６７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２９．９６１メートル

Ｙ座標 ＋ １０７０９．５３４メートル

Ｚ２６８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２２．８６３メートル

Ｙ座標 ＋ １０７２９．４９１メートル

Ｚ２６９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１９．１４７メートル

Ｙ座標 ＋ １０７４５．７５１メートル

右３４５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２０．５３５メートル

Ｙ座標 ＋ １０７４６．６９５メートル

Ｚ２７０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２０．８６０メートル

Ｙ座標 ＋ １０７６７．５６２メートル

Ｚ２７１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１４．８７２メートル

Ｙ座標 ＋ １０７６０．３４８メートル

Ｚ２７２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１６．７９３メートル

Ｙ座標 ＋ １０７６８．８２４メートル

Ｚ２７３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２１．２５５メートル

Ｙ座標 ＋ １０７９９．８６３メートル

Ｚ２７４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２３．１７７メートル

Ｙ座標 ＋ １０８０３．８４８メートル

Ｚ２７５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２５．４４０メートル

Ｙ座標 ＋ １０８１９．９００メートル

Ｚ２７６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２９．５９９メートル

Ｙ座標 ＋ １０８４６．９５３メートル
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Ｚ２７７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３６．１７０メートル

Ｙ座標 ＋ １０８７９．１０２メートル

Ｚ１８３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４４．１９２メートル

Ｙ座標 ＋ １０９１８．９３０メートル

Ｚ１８４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４７．１０３メートル

Ｙ座標 ＋ １０９４４．３６７メートル

Ｚ１８５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５０．３３３メートル

Ｙ座標 ＋ １０９７２．８２７メートル

Ｚ１８６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４５．４１１メートル

Ｙ座標 ＋ １０９９３．７４１メートル

Ｚ１６８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２７．２８７メートル

Ｙ座標 ＋ １１０２５．０７８メートル

Ｚ１６９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２２．１７６メートル

Ｙ座標 ＋ １１０３１．７６７メートル

Ｚ１７０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１８．９４４メートル

Ｙ座標 ＋ １１０３０．３８８メートル

Ｚ１７１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１６．１８８メートル

Ｙ座標 ＋ １１０４１．７００メートル

Ｚ１７２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１８．３２０メートル

Ｙ座標 ＋ １１０５０．８８９メートル

Ｚ１７３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２２．０１２メートル

Ｙ座標 ＋ １１０５９．８３５メートル

Ｚ１７４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３３．３８９メートル

Ｙ座標 ＋ １１０７１．０３４メートル

Ｚ１７５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５１．０５２メートル

Ｙ座標 ＋ １１０８５．３５０メートル

Ｚ１４９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５５．０１７メートル

Ｙ座標 ＋ １１０９０．５８７メートル

Ｚ１６０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５５．３６２メートル

Ｙ座標 ＋ １１０８７．３３２メートル

右３３２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５７．３８４メートル

Ｙ座標 ＋ １１０８９．１０５メートル



39

右３３１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７６７．５０９メートル

Ｙ座標 ＋ １１０９９．３０４メートル

右３３０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７７５．９６０メートル

Ｙ座標 ＋ １１１０６．７０３メートル

右３２９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７９８．６０４メートル

Ｙ座標 ＋ １１１３９．７７５メートル

旧３２８ 点 Ｘ座標 ＋１５４８３３．９０２メートル

Ｙ座標 ＋ １１１５６．７５７メートル

旧３２７ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４５．６８２メートル

Ｙ座標 ＋ １１１７０．４７１メートル

旧３２６ 点 Ｘ座標 ＋１５４８５８．３２３メートル

Ｙ座標 ＋ １１１９７．２４８メートル

旧３２５ 点 Ｘ座標 ＋１５４８５１．７３３メートル

Ｙ座標 ＋ １１２１３．７４８メートル

右３２４ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４６．８１４メートル

Ｙ座標 ＋ １１２３２．６４５メートル

右３２３ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４４．３６８メートル

Ｙ座標 ＋ １１２４９．８２８メートル

右３２２ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４９．１８１メートル

Ｙ座標 ＋ １１２６７．６８３メートル

右３２１ 点 Ｘ座標 ＋１５４８５５．４３３メートル

Ｙ座標 ＋ １１２８４．９９１メートル

右３２０ 点 Ｘ座標 ＋１５４８６８．３１０メートル

Ｙ座標 ＋ １１２９９．６１２メートル

右３１９ 点 Ｘ座標 ＋１５４８８３．７７１メートル

Ｙ座標 ＋ １１３１７．９４６メートル

右３１８ 点 Ｘ座標 ＋１５４９０４．５１８メートル

Ｙ座標 ＋ １１３４７．９９３メートル

右３１７ 点 Ｘ座標 ＋１５４９２４．８４７メートル

Ｙ座標 ＋ １１３７４．１０６メートル

右３１６ 点 Ｘ座標 ＋１５４９５４．１２１メートル

Ｙ座標 ＋ １１４１０．１９２メートル
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右３１５ 点 Ｘ座標 ＋１５４９６５．４９８メートル

Ｙ座標 ＋ １１４２６．６６１メートル

右３１４ 点 Ｘ座標 ＋１５４９９４．７８３メートル

Ｙ座標 ＋ １１４５８．３５３メートル

右３１３ 点 Ｘ座標 ＋１５５０１５．３５８メートル

Ｙ座標 ＋ １１４８９．１２５メートル

右３１２ 点 Ｘ座標 ＋１５５０２９．０４１メートル

Ｙ座標 ＋ １１５０４．００６メートル

右３１１ 点 Ｘ座標 ＋１５５０４９．７５５メートル

Ｙ座標 ＋ １１５３４．４９８メートル

右３１０ 点 Ｘ座標 ＋１５５０６３．１７６メートル

Ｙ座標 ＋ １１５４９．４５２メートル

右３０９ 点 Ｘ座標 ＋１５５０７６．４３３メートル

Ｙ座標 ＋ １１５６８．３５４メートル

右３０８ 点 Ｘ座標 ＋１５５１００．０７１メートル

Ｙ座標 ＋ １１６００．１０８メートル

右３０７ 点 Ｘ座標 ＋１５５１１４．２４７メートル

Ｙ座標 ＋ １１６１５．０７４メートル

右３０６ 点 Ｘ座標 ＋１５５１３８．７４５メートル

Ｙ座標 ＋ １１６４５．２４２メートル

右３０５ 点 Ｘ座標 ＋１５５１６８．２１９メートル

Ｙ座標 ＋ １１６７１．４３９メートル

右３０４ 点 Ｘ座標 ＋１５５１９８．８３８メートル

Ｙ座標 ＋ １１６９７．３９６メートル

右３０３ 点 Ｘ座標 ＋１５５２１８．５０６メートル

Ｙ座標 ＋ １１７０９．６６６メートル

右３０２ 点 Ｘ座標 ＋１５５２４２．２５２メートル

Ｙ座標 ＋ １１７４１．９１５メートル

右３０１ 点 Ｘ座標 ＋１５５２５８．５４４メートル

Ｙ座標 ＋ １１７７８．６００メートル

右３００ 点 Ｘ座標 ＋１５５２７４．４４６メートル

Ｙ座標 ＋ １１８１８．３５２メートル



41

右２９９ 点 Ｘ座標 ＋１５５２９３．２５６メートル

Ｙ座標 ＋ １１８５３．２２９メートル

右２９８ 点 Ｘ座標 ＋１５５３０５．４０３メートル

Ｙ座標 ＋ １１８８０．６５７メートル

右２９７ 点 Ｘ座標 ＋１５５３１１．２２３メートル

Ｙ座標 ＋ １１９０２．８９８メートル

右２９６ 点 Ｘ座標 ＋１５５３１０．３７７メートル

Ｙ座標 ＋ １１９１４．０５９メートル

右２９５ 点 Ｘ座標 ＋１５５３０４．８４４メートル

Ｙ座標 ＋ １１９２０．９１６メートル

Ｚ１３ 点 Ｘ座標 ＋１５５２９７．５９５メートル

Ｙ座標 ＋ １１９３７．３３８メートル

Ｚ１２ 点 Ｘ座標 ＋１５５２９３．８６１メートル

Ｙ座標 ＋ １１９３５．３６７メートル

Ｚ１５８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５６．１５８メートル

Ｙ座標 ＋ １１１１７．０４０メートル

左３１５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４６．２２０メートル

Ｙ座標 ＋ １１０９８．６５０メートル

左３１６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２８．３４４メートル

Ｙ座標 ＋ １１０８１．８４８メートル

左３１７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１１．１６１メートル

Ｙ座標 ＋ １１０６６．４４５メートル

左３１８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７０６．９１２メートル

Ｙ座標 ＋ １１０４２．８３４メートル

左３１９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１４．４８１メートル

Ｙ座標 ＋ １１０２０．８１１メートル

左３２０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２９．９６６メートル

Ｙ座標 ＋ １０９８８．７４８メートル

左３２１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３０．６６７メートル

Ｙ座標 ＋ １０９４９．７７０メートル

左３２２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３０．２４３メートル
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Ｙ座標 ＋ １０９１０．８２７メートル

左３２３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２４．５５１メートル

Ｙ座標 ＋ １０８７１．４９４メートル

左３２４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１７．４１７メートル

Ｙ座標 ＋ １０８５２．４２２メートル

左３２５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７０９．９５２メートル

Ｙ座標 ＋ １０８１２．５３０メートル

左３２６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７０７．００２メートル

Ｙ座標 ＋ １０７９３．２８６メートル

左３２７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７０７．１１２メートル

Ｙ座標 ＋ １０７７４．１４３メートル

Ｚ１９５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７０６．８６７メートル

Ｙ座標 ＋ １０７６７．３１８メートル

Ｚ１９４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１２．５７２メートル

Ｙ座標 ＋ １０７８５．２２６メートル

Ｚ１９３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１５．９１８メートル

Ｙ座標 ＋ １０８１４．６０３メートル

Ｚ１９２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２２．１２９メートル

Ｙ座標 ＋ １０８４９．４７７メートル

Ｚ１９１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２９．８００メートル

Ｙ座標 ＋ １０８８４．１２４メートル

Ｚ１９０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３３．６７１メートル

Ｙ座標 ＋ １０９１０．８７７メートル

Ｚ１８９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３４．６５１メートル

Ｙ座標 ＋ １０９２１．７８７メートル

Ｚ１８８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３５．２７１メートル

Ｙ座標 ＋ １０９３２．４２７メートル

Ｚ１８７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３５．４１１メートル

Ｙ座標 ＋ １０９５２．７９７メートル

Ｚ１８１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３５．６４６メートル

Ｙ座標 ＋ １０９６１．３５４メートル

Ｚ１８０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３７．１４６メートル
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Ｙ座標 ＋ １０９８５．２８９メートル

Ｚ１７９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３０．２８１メートル

Ｙ座標 ＋ １１００３．１３１メートル

Ｚ１６７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１９．９３１メートル

Ｙ座標 ＋ １１０１６．８７１メートル

Ｚ１６６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１４．４２６メートル

Ｙ座標 ＋ １１０２８．５６５メートル

Ｚ１６５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１１．３０２メートル

Ｙ座標 ＋ １１０４１．１６３メートル

Ｚ１６４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１２．９１１メートル

Ｙ座標 ＋ １１０５９．８０２メートル

Ｚ１６３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２６．１３０メートル

Ｙ座標 ＋ １１０７７．４５１メートル

Ｚ１６２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４４．４３４メートル

Ｙ座標 ＋ １１０９０．８９６メートル

Ｚ１４８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５３．９２０メートル

Ｙ座標 ＋ １１１００．６７９メートル

Ｚ１５９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５３．３４７メートル

Ｙ座標 ＋ １１１０６．３５８メートル

Ｚ１４９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５５．０１７メートル

Ｙ座標 ＋ １１０９０．５８７メートル

Ｚ１７５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５１．０５２メートル

Ｙ座標 ＋ １１０８５．３５０メートル

Ｚ１７４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３３．３８９メートル

Ｙ座標 ＋ １１０７１．０３４メートル

Ｚ１７３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２２．０１２メートル

Ｙ座標 ＋ １１０５９．８３５メートル

Ｚ１７２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１８．３２０メートル

Ｙ座標 ＋ １１０５０．８８９メートル

Ｚ１７１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１６．１８８メートル

Ｙ座標 ＋ １１０４１．７００メートル
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Ｚ１７０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１８．９４４メートル

Ｙ座標 ＋ １１０３０．３８８メートル

Ｚ１６９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２２．１７６メートル

Ｙ座標 ＋ １１０３１．７６７メートル

Ｚ１６８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２７．２８７メートル

Ｙ座標 ＋ １１０２５．０７８メートル

Ｚ１８６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４５．４１１メートル

Ｙ座標 ＋ １０９９３．７４１メートル

Ｚ１８５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５０．３３３メートル

Ｙ座標 ＋ １０９７２．８２７メートル

Ｚ１８４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４７．１０３メートル

Ｙ座標 ＋ １０９４４．３６７メートル

Ｚ１８３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４４．１９２メートル

Ｙ座標 ＋ １０９１８．９３０メートル

Ｚ２７７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３６．１７０メートル

Ｙ座標 ＋ １０８７９．１０２メートル

Ｚ２７６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２９．５９９メートル

Ｙ座標 ＋ １０８４６．９５３メートル

Ｚ２７５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２５．４４０メートル

Ｙ座標 ＋ １０８１９．９００メートル

Ｚ２７４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２３．１７７メートル

Ｙ座標 ＋ １０８０３．８４８メートル

Ｚ２７３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２１．２５５メートル

Ｙ座標 ＋ １０７９９．８６３メートル

Ｚ２７２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１６．７９３メートル

Ｙ座標 ＋ １０７６８．８２４メートル

Ｚ２７１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１４．８７２メートル

Ｙ座標 ＋ １０７６０．３４８メートル

Ｚ２７０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２０．８６０メートル

Ｙ座標 ＋ １０７６７．５６２メートル

右３４４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２１．２１６メートル

Ｙ座標 ＋ １０７９０．４５８メートル
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右３４３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３０．２４９メートル

Ｙ座標 ＋ １０８３１．８３０メートル

右３４２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３６．３８４メートル

Ｙ座標 ＋ １０８６９．７２６メートル

右３４１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４５．４２７メートル

Ｙ座標 ＋ １０９０７．８６３メートル

右３４０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４９．５２０メートル

Ｙ座標 ＋ １０９４４．４４９メートル

右３３９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５４．０４８メートル

Ｙ座標 ＋ １０９７５．９７６メートル

右３３８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４６．７０５メートル

Ｙ座標 ＋ １０９９４．７７０メートル

右３３７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３７．６２４メートル

Ｙ座標 ＋ １１０１１．４５３メートル

右３３６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２６．６６３メートル

Ｙ座標 ＋ １１０２８．８９７メートル

右３３５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１８．８０３メートル

Ｙ座標 ＋ １１０４３．０９７メートル

右３３４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２４．０３８メートル

Ｙ座標 ＋ １１０５８．６２９メートル

右３３３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３６．７２１メートル

Ｙ座標 ＋ １１０７０．９９０メートル

Ｚ１６０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５５．３６２メートル

Ｙ座標 ＋ １１０８７．３３２メートル

Ｚ２０９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１９．８３８メートル

Ｙ座標 ＋ １０５８０．６４５メートル

左３３５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２６．２９０メートル

Ｙ座標 ＋ １０５５３．９２６メートル

左３３６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３５．５４０メートル

Ｙ座標 ＋ １０５１２．１２１メートル

左３３７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４６．７９１メートル
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Ｙ座標 ＋ １０４９２．２２０メートル

左３３８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７６４．９５２メートル

Ｙ座標 ＋ １０４５７．６５３メートル

左３３９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７７５．９３８メートル

Ｙ座標 ＋ １０４４３．２２０メートル

左３４０ 点 Ｘ座標 ＋１５４８０１．５７１メートル

Ｙ座標 ＋ １０４１３．９３６メートル

左３４１ 点 Ｘ座標 ＋１５４８３５．８４３メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８７．０４４メートル

左３４２ 点 Ｘ座標 ＋１５４８７４．５６４メートル

Ｙ座標 ＋ １０３７０．９８０メートル

左３４３ 点 Ｘ座標 ＋１５４８９４．００６メートル

Ｙ座標 ＋ １０３６６．３８３メートル

左３４４ 点 Ｘ座標 ＋１５４９３３．３６０メートル

Ｙ座標 ＋ １０３５８．０４１メートル

左３４５ 点 Ｘ座標 ＋１５４９６８．１６３メートル

Ｙ座標 ＋ １０３４４．０９８メートル

左３４６ 点 Ｘ座標 ＋１５４９８５．８６６メートル

Ｙ座標 ＋ １０３３３．０６４メートル

左３４７ 点 Ｘ座標 ＋１５４９８４．０１４メートル

Ｙ座標 ＋ １０３２５．８９８メートル

左３４８ 点 Ｘ座標 ＋１５５００９．６６６メートル

Ｙ座標 ＋ １０３１５．６３１メートル

左３４９ 点 Ｘ座標 ＋１５５０３８．４１１メートル

Ｙ座標 ＋ １０３０２．０７３メートル

左３４９の１ 点 Ｘ座標 ＋１５５０５５．７５７メートル

Ｙ座標 ＋ １０２９５．７６６メートル

左３５０ 点 Ｘ座標 ＋１５５０７１．２７９メートル

Ｙ座標 ＋ １０２８６．０４０メートル

左３５１ 点 Ｘ座標 ＋１５５０８５．１４１メートル

Ｙ座標 ＋ １０２７２．５９２メートル

左３５２ 点 Ｘ座標 ＋１５５０８４．６１２メートル
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Ｙ座標 ＋ １０２６４．８６０メートル

左３５３ 点 Ｘ座標 ＋１５５０９６．９５８メートル

Ｙ座標 ＋ １０２５６．０４２メートル

左３５４ 点 Ｘ座標 ＋１５５１２４．２８０メートル

Ｙ座標 ＋ １０２２４．５８６メートル

左３５５ 点 Ｘ座標 ＋１５５１５１．９０８メートル

Ｙ座標 ＋ １０２０１．８７７メートル

左３５６ 点 Ｘ座標 ＋１５５１５９．１２９メートル

Ｙ座標 ＋ １０２０３．５７１メートル

左３５７ 点 Ｘ座標 ＋１５５１７５．５１１メートル

Ｙ座標 ＋ １０１９２．１９８メートル

左３５８ 点 Ｘ座標 ＋１５５２００．７１５メートル

Ｙ座標 ＋ １０１７１．４１０メートル

左３５９ 点 Ｘ座標 ＋１５５２２２．６４４メートル

Ｙ座標 ＋ １０１５６．９７９メートル

左３６０ 点 Ｘ座標 ＋１５５２４８．８１６メートル

Ｙ座標 ＋ １０１２７．８１９メートル

左３６１ 点 Ｘ座標 ＋１５５２６３．７１２メートル

Ｙ座標 ＋ １００９９．７１９メートル

左３６２ 点 Ｘ座標 ＋１５５２７７．９３４メートル

Ｙ座標 ＋ １００８２．４１０メートル

左３６３ 点 Ｘ座標 ＋１５５２９７．００２メートル

Ｙ座標 ＋ １００６３．３５６メートル

左３６４ 点 Ｘ座標 ＋１５５３２３．９１７メートル

Ｙ座標 ＋ １００３６．４２６メートル

左３６５ 点 Ｘ座標 ＋１５５３５６．３２３メートル

Ｙ座標 ＋ １０００６．８７５メートル

左３６５の１ 点 Ｘ座標 ＋１５５３６８．８８８メートル

Ｙ座標 ＋ １００００．３０７メートル

左３６６ 点 Ｘ座標 ＋１５５３８６．２８７メートル

Ｙ座標 ＋ ９９８３．８６９メートル

左３６７ 点 Ｘ座標 ＋１５５４１４．５３８メートル
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Ｙ座標 ＋ ９９５４．８８０メートル

左３６８ 点 Ｘ座標 ＋１５５４４１．４８５メートル

Ｙ座標 ＋ ９９２５．５７４メートル

Ｚ３１０ 点 Ｘ座標 ＋１５５４５２．９２５メートル

Ｙ座標 ＋ ９９１５．８２３メートル

Ｚ３０９ 点 Ｘ座標 ＋１５５４２２．３１１メートル

Ｙ座標 ＋ ９９４９．６９４メートル

Ｚ３０８ 点 Ｘ座標 ＋１５５３８８．１６０メートル

Ｙ座標 ＋ ９９８５．７２９メートル

Ｚ３０７ 点 Ｘ座標 ＋１５５３６４．３５２メートル

Ｙ座標 ＋ １０００７．２８７メートル

Ｚ３０６ 点 Ｘ座標 ＋１５５３２７．８１１メートル

Ｙ座標 ＋ １００３３．８９１メートル

Ｚ２８９ 点 Ｘ座標 ＋１５５３１５．６９５メートル

Ｙ座標 ＋ １００４７．８６５メートル

Ｚ２８８ 点 Ｘ座標 ＋１５５３０６．９８７メートル

Ｙ座標 ＋ １００５５．７５４メートル

Ｚ２８７ 点 Ｘ座標 ＋１５５２７８．４８５メートル

Ｙ座標 ＋ １００８５．８９３メートル

Ｚ２８６ 点 Ｘ座標 ＋１５５２５８．８６６メートル

Ｙ座標 ＋ １０１１１．２６０メートル

Ｚ２８５ 点 Ｘ座標 ＋１５５２５３．６１０メートル

Ｙ座標 ＋ １０１２４．６０７メートル

Ｚ２８４ 点 Ｘ座標 ＋１５５２２４．３８９メートル

Ｙ座標 ＋ １０１５８．２０８メートル

Ｚ２８３ 点 Ｘ座標 ＋１５５２０７．９１７メートル

Ｙ座標 ＋ １０１６９．２１９メートル

Ｚ２８２ 点 Ｘ座標 ＋１５５１８０．９２１メートル

Ｙ座標 ＋ １０１９０．３２１メートル

Ｚ２３１ 点 Ｘ座標 ＋１５５１５８．５９０メートル

Ｙ座標 ＋ １０２０６．７６３メートル

Ｚ２３０ 点 Ｘ座標 ＋１５５１２７．９１５メートル
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Ｙ座標 ＋ １０２２７．３２６メートル

Ｚ２２９ 点 Ｘ座標 ＋１５５１０９．２１６メートル

Ｙ座標 ＋ １０２４５．４６０メートル

Ｚ２２８ 点 Ｘ座標 ＋１５５０９７．１５４メートル

Ｙ座標 ＋ １０２６４．２８１メートル

Ｚ２２７ 点 Ｘ座標 ＋１５５０７３．８８９メートル

Ｙ座標 ＋ １０２９１．１１６メートル

Ｚ２２６ 点 Ｘ座標 ＋１５５０５４．８６２メートル

Ｙ座標 ＋ １０３００．８９３メートル

Ｚ２２５ 点 Ｘ座標 ＋１５５０２９．２３０メートル

Ｙ座標 ＋ １０３１０．３５９メートル

Ｚ２２４ 点 Ｘ座標 ＋１５５００９．８２２メートル

Ｙ座標 ＋ １０３２０．６０５メートル

Ｚ２２３ 点 Ｘ座標 ＋１５４９６８．２２１メートル

Ｙ座標 ＋ １０３４７．６８３メートル

Ｚ２２２ 点 Ｘ座標 ＋１５４９５３．８２１メートル

Ｙ座標 ＋ １０３５３．２００メートル

Ｚ２２１ 点 Ｘ座標 ＋１５４９１６．４１４メートル

Ｙ座標 ＋ １０３６５．７０８メートル

Ｚ２２０ 点 Ｘ座標 ＋１５４８８９．０６１メートル

Ｙ座標 ＋ １０３７３．０３０メートル

Ｚ２１９ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４２．３７４メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８８．８２５メートル

Ｚ２１８ 点 Ｘ座標 ＋１５４８２８．４２０メートル

Ｙ座標 ＋ １０３９８．３１０メートル

Ｚ２１７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７９０．０６３メートル

Ｙ座標 ＋ １０４２８．８３８メートル

Ｚ２１６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７７１．３０１メートル

Ｙ座標 ＋ １０４５４．０４４メートル

Ｚ２１５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５９．８８４メートル

Ｙ座標 ＋ １０４７１．９１０メートル

Ｚ２１４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４２．２３６メートル
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Ｙ座標 ＋ １０５０２．９４９メートル

Ｚ２１３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３９．２８０メートル

Ｙ座標 ＋ １０５１５．２２１メートル

Ｚ２１２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３１．１２０メートル

Ｙ座標 ＋ １０５５７．０５５メートル

Ｚ２１１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２８．８３１メートル

Ｙ座標 ＋ １０５７２．１１２メートル

Ｚ２１０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２５．４０９メートル

Ｙ座標 ＋ １０５８１．６５５メートル

右３４５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２０．５３５メートル

Ｙ座標 ＋ １０７４６．６９５メートル

Ｚ２６９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７１９．１４７メートル

Ｙ座標 ＋ １０７４５．７５１メートル

Ｚ２６８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２２．８６３メートル

Ｙ座標 ＋ １０７２９．４９１メートル

Ｚ２６７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２９．９６１メートル

Ｙ座標 ＋ １０７０９．５３４メートル

Ｚ２６６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３１．１２０メートル

Ｙ座標 ＋ １０６８７．１４１メートル

Ｚ２６５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３３．９９１メートル

Ｙ座標 ＋ １０６５２．２６６メートル

Ｚ２６４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７２８．６９１メートル

Ｙ座標 ＋ １０６３４．０４４メートル

Ｚ２６３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３１．１７９メートル

Ｙ座標 ＋ １０６０９．３１３メートル

Ｚ２６２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３６．６４７メートル

Ｙ座標 ＋ １０５９３．３８４メートル

Ｚ２６１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３８．０６１メートル

Ｙ座標 ＋ １０５６７．１１９メートル

Ｚ２６０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４２．４２１メートル

Ｙ座標 ＋ １０５５３．９９２メートル
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Ｚ２５９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４６．１０５メートル

Ｙ座標 ＋ １０５１１．２９２メートル

Ｚ２５８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４９．０６０メートル

Ｙ座標 ＋ １０５０１．８３９メートル

Ｚ２５７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７５９．９２２メートル

Ｙ座標 ＋ １０４８３．４３５メートル

Ｚ２５６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７６６．８９９メートル

Ｙ座標 ＋ １０４７６．２２２メートル

Ｚ２５５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７７６．０６６メートル

Ｙ座標 ＋ １０４６１．７５６メートル

Ｚ２５４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７９８．２９８メートル

Ｙ座標 ＋ １０４３６．３８６メートル

Ｚ２５３ 点 Ｘ座標 ＋１５４８１１．６１７メートル

Ｙ座標 ＋ １０４２６．４９０メートル

Ｚ２５２ 点 Ｘ座標 ＋１５４８３１．４６１メートル

Ｙ座標 ＋ １０４０６．８１１メートル

Ｚ２５１ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４０．８７２メートル

Ｙ座標 ＋ １０３９８．７９７メートル

Ｚ２５０ 点 Ｘ座標 ＋１５４８５５．６２９メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８９．６２８メートル

Ｚ２４９ 点 Ｘ座標 ＋１５４８６３．４６６メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８７．０５６メートル

Ｚ２４８ 点 Ｘ座標 ＋１５４８７４．２５６メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８７．９２１メートル

Ｚ２４７ 点 Ｘ座標 ＋１５４８９８．７６０メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８２．４０３メートル

Ｚ２４６ 点 Ｘ座標 ＋１５４９１５．７０７メートル

Ｙ座標 ＋ １０３７２．７８４メートル

Ｚ２４５ 点 Ｘ座標 ＋１５４９３６．１９０メートル

Ｙ座標 ＋ １０３６８．７５２メートル

Ｚ２４４ 点 Ｘ座標 ＋１５４９５０．８４３メートル

Ｙ座標 ＋ １０３６２．９５５メートル



52

Ｚ２４３ 点 Ｘ座標 ＋１５４９６３．４６９メートル

Ｙ座標 ＋ １０３６１．０６７メートル

Ｚ２４２ 点 Ｘ座標 ＋１５４９７５．５２８メートル

Ｙ座標 ＋ １０３５６．２８６メートル

右３６９ 点 Ｘ座標 ＋１５４９９５．６６７メートル

Ｙ座標 ＋ １０３３９．６６０メートル

右３６８ 点 Ｘ座標 ＋１５４９７６．２３６メートル

Ｙ座標 ＋ １０３５７．３３５メートル

右３６７ 点 Ｘ座標 ＋１５４９６５．３２４メートル

Ｙ座標 ＋ １０３６４．０５３メートル

右３６６ 点 Ｘ座標 ＋１５４９３８．３１４メートル

Ｙ座標 ＋ １０３７２．９０１メートル

右３６５ 点 Ｘ座標 ＋１５４９１７．４９５メートル

Ｙ座標 ＋ １０３７４．１３０メートル

右３６４ 点 Ｘ座標 ＋１５４８９７．３７８メートル

Ｙ座標 ＋ １０３８６．９１０メートル

右３６３ 点 Ｘ座標 ＋１５４８８０．２０６メートル

Ｙ座標 ＋ １０３９０．６１１メートル

右３６２ 点 Ｘ座標 ＋１５４８５９．２７１メートル

Ｙ座標 ＋ １０３９０．２０６メートル

右３６１ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４７．９０８メートル

Ｙ座標 ＋ １０４０２．６９３メートル

右３６０ 点 Ｘ座標 ＋１５４８２９．６３３メートル

Ｙ座標 ＋ １０４１２．１４７メートル

右３５９ 点 Ｘ座標 ＋１５４８１２．４３０メートル

Ｙ座標 ＋ １０４２７．０６７メートル

右３５８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７９９．９１７メートル

Ｙ座標 ＋ １０４３８．５６４メートル

右３５７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７８０．６３４メートル

Ｙ座標 ＋ １０４６６．９８７メートル

右３５６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７６５．７７７メートル

Ｙ座標 ＋ １０４８３．７３３メートル
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右３５５ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４７．６７１メートル

Ｙ座標 ＋ １０５１４．５２４メートル

右３５４ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４３．８４７メートル

Ｙ座標 ＋ １０５５４．１５１メートル

右３５３ 点 Ｘ座標 ＋１５４７４０．３２７メートル

Ｙ座標 ＋ １０５７７．１５１メートル

右３５２ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３９．９５４メートル

Ｙ座標 ＋ １０５８９．４６１メートル

右３５１ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３３．０５５メートル

Ｙ座標 ＋ １０６１４．１１８メートル

右３５０ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３１．６６７メートル

Ｙ座標 ＋ １０６３０．３３０メートル

右３４９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３５．９４０メートル

Ｙ座標 ＋ １０６４９．１８４メートル

右３４８ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３７．７７６メートル

Ｙ座標 ＋ １０６６３．２６３メートル

右３４７ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３５．５１１メートル

Ｙ座標 ＋ １０６８５．５０１メートル

右３４６ 点 Ｘ座標 ＋１５４７３０．９２０メートル

Ｙ座標 ＋ １０７１５．７３７メートル

右３２４ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４６．８１４メートル

Ｙ座標 ＋ １１２３２．６４５メートル

旧３２５ 点 Ｘ座標 ＋１５４８５１．７３３メートル

Ｙ座標 ＋ １１２１３．７４８メートル

旧３２６ 点 Ｘ座標 ＋１５４８５８．３２３メートル

Ｙ座標 ＋ １１１９７．２４８メートル

旧３２７ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４５．６８２メートル

Ｙ座標 ＋ １１１７０．４７１メートル

旧３２８ 点 Ｘ座標 ＋１５４８３３．９０２メートル

Ｙ座標 ＋ １１１５６．７５７メートル

右３２９ 点 Ｘ座標 ＋１５４７９８．６０４メートル
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Ｙ座標 ＋ １１１３９．７７５メートル

右３２８の１ 点 Ｘ座標 ＋１５４８２８．０５９メートル

Ｙ座標 ＋ １１１４８．０２４メートル

右３２８ 点 Ｘ座標 ＋１５４８４９．２６４メートル

Ｙ座標 ＋ １１１５７．９２８メートル

右３２７ 点 Ｘ座標 ＋１５４８５５．７５６メートル

Ｙ座標 ＋ １１１６４．７４９メートル

右３２６ 点 Ｘ座標 ＋１５４８５８．６３２メートル

Ｙ座標 ＋ １１１８７．８６５メートル

右３２５ 点 Ｘ座標 ＋１５４８６１．０４５メートル

Ｙ座標 ＋ １１２１２．４４６メートル

左３９６ 点 Ｘ座標 ＋１５５５０２．０７５メートル

Ｙ座標 ＋ ９２４１．２１３メートル

左３９７ 点 Ｘ座標 ＋１５５４９７．３５７メートル

Ｙ座標 ＋ ９２１２．５９７メートル

左３９８ 点 Ｘ座標 ＋１５５５１５．９５８メートル

Ｙ座標 ＋ ９２０１．７３４メートル

左３９９ 点 Ｘ座標 ＋１５５５２６．４２６メートル

Ｙ座標 ＋ ９１８１．０６５メートル

左４００ 点 Ｘ座標 ＋１５５５１８．８７３メートル

Ｙ座標 ＋ ９１５２．６２０メートル

左４０１ 点 Ｘ座標 ＋１５５５２２．０５８メートル

Ｙ座標 ＋ ９１２５．９８８メートル

左４０２ 点 Ｘ座標 ＋１５５５１１．７６２メートル

Ｙ座標 ＋ ９１０４．７９４メートル

左４０３ 点 Ｘ座標 ＋１５５５０８．４４０メートル

Ｙ座標 ＋ ９０９１．６３７メートル

左４０４ 点 Ｘ座標 ＋１５５５０８．４１６メートル

Ｙ座標 ＋ ９０８０．２２０メートル

左４０５ 点 Ｘ座標 ＋１５５５１４．５３１メートル

Ｙ座標 ＋ ９０６１．７１０メートル
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左４０６ 点 Ｘ座標 ＋１５５５２５．０８６メートル

Ｙ座標 ＋ ９０３１．４７７メートル

左４０７ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３１．０７６メートル

Ｙ座標 ＋ ９００６．８２６メートル

左４０８ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４６．０７２メートル

Ｙ座標 ＋ ８９８４．９１６メートル

左４０９ 点 Ｘ座標 ＋１５５５５３．４８２メートル

Ｙ座標 ＋ ８９６０．４３１メートル

左４１０ 点 Ｘ座標 ＋１５５５８１．２５５メートル

Ｙ座標 ＋ ８９４５．５０４メートル

左４１１ 点 Ｘ座標 ＋１５５５７１．５３３メートル

Ｙ座標 ＋ ８９４４．６８９メートル

左４１２ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４７．９７８メートル

Ｙ座標 ＋ ８９４９．８７１メートル

左４１３ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３６．１４４メートル

Ｙ座標 ＋ ８９４５．１３０メートル

左４１４ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３１．５５９メートル

Ｙ座標 ＋ ８９４０．９７０メートル

左４１５ 点 Ｘ座標 ＋１５５５２６．９２４メートル

Ｙ座標 ＋ ８９３４．４０４メートル

左４１６ 点 Ｘ座標 ＋１５５５２５．２５８メートル

Ｙ座標 ＋ ８９２６．７６６メートル

左４１７ 点 Ｘ座標 ＋１５５５１６．８７０メートル

Ｙ座標 ＋ ８９２４．１８７メートル

左４１８ 点 Ｘ座標 ＋１５５５１９．４２１メートル

Ｙ座標 ＋ ８９０２．００１メートル

左４１９ 点 Ｘ座標 ＋１５５５２７．０７２メートル

Ｙ座標 ＋ ８９０２．３２１メートル

左４２０ 点 Ｘ座標 ＋１５５５２８．９４５メートル

Ｙ座標 ＋ ８８７０．３１０メートル

左４２１ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３７．２８９メートル

Ｙ座標 ＋ ８８３０．０１１メートル
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左４２２ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４３．１９８メートル

Ｙ座標 ＋ ８８０７．５１４メートル

左４２３ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３８．９２５メートル

Ｙ座標 ＋ ８７９１．５３６メートル

左４２４ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４８．５９０メートル

Ｙ座標 ＋ ８７７６．０００メートル

左４２５ 点 Ｘ座標 ＋１５５５６７．６１０メートル

Ｙ座標 ＋ ８７３７．９９６メートル

左４２６ 点 Ｘ座標 ＋１５５５７７．５２５メートル

Ｙ座標 ＋ ８７１４．３８９メートル

左４２７ 点 Ｘ座標 ＋１５５５９４．５０８メートル

Ｙ座標 ＋ ８７００．８８４メートル

左４２８ 点 Ｘ座標 ＋１５５６１５．８４９メートル

Ｙ座標 ＋ ８６９６．３４０メートル

左４２９ 点 Ｘ座標 ＋１５５６３２．２６９メートル

Ｙ座標 ＋ ８６９７．９６１メートル

左４３０ 点 Ｘ座標 ＋１５５６４４．００５メートル

Ｙ座標 ＋ ８６９９．５７７メートル

左４３１ 点 Ｘ座標 ＋１５５６５９．８５８メートル

Ｙ座標 ＋ ８７１０．８４２メートル

左４３２ 点 Ｘ座標 ＋１５５６６９．３５４メートル

Ｙ座標 ＋ ８７２６．６３９メートル

左４３３ 点 Ｘ座標 ＋１５５６８１．９２３メートル

Ｙ座標 ＋ ８７２６．３３３メートル

左４３４ 点 Ｘ座標 ＋１５５６９０．７０８メートル

Ｙ座標 ＋ ８７０９．９７４メートル

左４３５ 点 Ｘ座標 ＋１５５７１９．９６３メートル

Ｙ座標 ＋ ８６９２．４８５メートル

左４３６ 点 Ｘ座標 ＋１５５７４９．４５１メートル

Ｙ座標 ＋ ８６９１．７７５メートル

左４３７ 点 Ｘ座標 ＋１５５７８０．７３７メートル

Ｙ座標 ＋ ８６９８．３９１メートル
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左４３８ 点 Ｘ座標 ＋１５５８０８．９２１メートル

Ｙ座標 ＋ ８７０７．９３４メートル

左４３９ 点 Ｘ座標 ＋１５５８２７．５８８メートル

Ｙ座標 ＋ ８７１５．３２８メートル

左４４０ 点 Ｘ座標 ＋１５５８６４．８４２メートル

Ｙ座標 ＋ ８７３４．０４４メートル

左４４１ 点 Ｘ座標 ＋１５５８８８．５６１メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４８．７３２メートル

左４４２ 点 Ｘ座標 ＋１５５９０６．８２６メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４３．９０６メートル

左４４３ 点 Ｘ座標 ＋１５５９１２．９２５メートル

Ｙ座標 ＋ ８７２６．６２７メートル

左４４４ 点 Ｘ座標 ＋１５５９０４．７２０メートル

Ｙ座標 ＋ ８６８７．４７７メートル

左４４５ 点 Ｘ座標 ＋１５５９１７．５７１メートル

Ｙ座標 ＋ ８６５１．６１６メートル

左４４６ 点 Ｘ座標 ＋１５５９２６．６５５メートル

Ｙ座標 ＋ ８６２１．９３０メートル

左４４７ 点 Ｘ座標 ＋１５５９２１．８００メートル

Ｙ座標 ＋ ８６０８．１９１メートル

左４４８ 点 Ｘ座標 ＋１５５９３２．３４５メートル

Ｙ座標 ＋ ８５９６．１７４メートル

左４４９ 点 Ｘ座標 ＋１５５９３５．２２５メートル

Ｙ座標 ＋ ８５８０．５９１メートル

左４５０ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４０．５５１メートル

Ｙ座標 ＋ ８５６０．４６３メートル

Ｓ１４ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４３．５２６メートル

Ｙ座標 ＋ ８５５０．９００メートル

Ｓ１３ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４５．７９９メートル

Ｙ座標 ＋ ８５５６．０５１メートル

Ｎ２４１ 点 Ｘ座標 ＋１５５９５０．２０８メートル

Ｙ座標 ＋ ８５４４．０２９メートル
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Ｎ２４０ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４９．６２０メートル

Ｙ座標 ＋ ８５３２．２４８メートル

Ｎ２３９ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４４．１９１メートル

Ｙ座標 ＋ ８４９９．４５１メートル

Ｎ２３８ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４１．５３３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４９０．５６６メートル

Ｎ２３７ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４０．０６３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４８５．３７６メートル

Ｎ２３６ 点 Ｘ座標 ＋１５５９３６．６３３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４７７．７０６メートル

Ｎ２３５ 点 Ｘ座標 ＋１５５９３３．０７３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４７５．７７６メートル

Ｎ２３４ 点 Ｘ座標 ＋１５５９２６．２６３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４７４．８９６メートル

左４５４ 点 Ｘ座標 ＋１５５９１７．９５５メートル

Ｙ座標 ＋ ８４７８．５７０メートル

左４５５ 点 Ｘ座標 ＋１５５８９７．６４８メートル

Ｙ座標 ＋ ８４８８．８１３メートル

左４５６ 点 Ｘ座標 ＋１５５８５４．４１８メートル

Ｙ座標 ＋ ８４９８．６９８メートル

左４５７ 点 Ｘ座標 ＋１５５８２８．３４２メートル

Ｙ座標 ＋ ８４９９．７７５メートル

左４５８ 点 Ｘ座標 ＋１５５８１１．８２８メートル

Ｙ座標 ＋ ８４９０．９３８メートル

左４５９ 点 Ｘ座標 ＋１５５７８９．９８３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４６２．２０６メートル

左４６０ 点 Ｘ座標 ＋１５５７９４．５８０メートル

Ｙ座標 ＋ ８４３６．９５２メートル

左４６１ 点 Ｘ座標 ＋１５５８０４．６２９メートル

Ｙ座標 ＋ ８４１２．３０９メートル

左４６２ 点 Ｘ座標 ＋１５５８０４．０５５メートル

Ｙ座標 ＋ ８３９６．９５０メートル
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左４６３ 点 Ｘ座標 ＋１５５８１９．１４９メートル

Ｙ座標 ＋ ８３８１．８４２メートル

左４６４ 点 Ｘ座標 ＋１５５８２５．６６５メートル

Ｙ座標 ＋ ８３６５．２６７メートル

右４８９ 点 Ｘ座標 ＋１５５８４０．３６１メートル

Ｙ座標 ＋ ８３７３．４４６メートル

右４８８ 点 Ｘ座標 ＋１５５８３３．２５１メートル

Ｙ座標 ＋ ８３９０．４９０メートル

右４８７ 点 Ｘ座標 ＋１５５８２１．４４７メートル

Ｙ座標 ＋ ８４０７．０７３メートル

右４８６ 点 Ｘ座標 ＋１５５８１１．４８０メートル

Ｙ座標 ＋ ８４２７．２００メートル

右４８５ 点 Ｘ座標 ＋１５５８０４．２８４メートル

Ｙ座標 ＋ ８４４６．３７５メートル

右４８４ 点 Ｘ座標 ＋１５５８０８．０９３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４６６．２９５メートル

右４８３ 点 Ｘ座標 ＋１５５８２１．３２８メートル

Ｙ座標 ＋ ８４８０．１２６メートル

右４８２ 点 Ｘ座標 ＋１５５８３４．６８２メートル

Ｙ座標 ＋ ８４８７．９５７メートル

右４８１ 点 Ｘ座標 ＋１５５８６６．９４４メートル

Ｙ座標 ＋ ８４８２．７０５メートル

右４８０ 点 Ｘ座標 ＋１５５８９２．８００メートル

Ｙ座標 ＋ ８４７６．７９２メートル

右４７９ 点 Ｘ座標 ＋１５５９１３．１３０メートル

Ｙ座標 ＋ ８４６１．８７３メートル

右４７８ 点 Ｘ座標 ＋１５５９２７．６８０メートル

Ｙ座標 ＋ ８４５８．０９６メートル

右４７７ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４５．９５７メートル

Ｙ座標 ＋ ８４６６．５６２メートル

右４７６ 点 Ｘ座標 ＋１５５９５２．７５９メートル

Ｙ座標 ＋ ８４８０．７９８メートル
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右４７５ 点 Ｘ座標 ＋１５５９６０．３５１メートル

Ｙ座標 ＋ ８５０９．９７０メートル

右４７４ 点 Ｘ座標 ＋１５５９６５．９７８メートル

Ｙ座標 ＋ ８５３６．０８１メートル

右４７３ 点 Ｘ座標 ＋１５５９５５．８４９メートル

Ｙ座標 ＋ ８５６５．９５２メートル

右４７２ 点 Ｘ座標 ＋１５５９５１．０６２メートル

Ｙ座標 ＋ ８５９４．６５３メートル

右４７１ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４３．５９９メートル

Ｙ座標 ＋ ８６２７．５５３メートル

右４７０ 点 Ｘ座標 ＋１５５９２８．９７０メートル

Ｙ座標 ＋ ８６６２．７６３メートル

右４６９ 点 Ｘ座標 ＋１５５９２０．７６２メートル

Ｙ座標 ＋ ８６８４．４５８メートル

右４６８ 点 Ｘ座標 ＋１５５９２１．９７７メートル

Ｙ座標 ＋ ８７０４．２７７メートル

右４６７ 点 Ｘ座標 ＋１５５９２６．８５９メートル

Ｙ座標 ＋ ８７２６．４０１メートル

右４６６ 点 Ｘ座標 ＋１５５９１８．７７７メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４８．２３８メートル

右４６５ 点 Ｘ座標 ＋１５５９０３．５０３メートル

Ｙ座標 ＋ ８７６３．６７６メートル

右４６４ 点 Ｘ座標 ＋１５５８８５．１１７メートル

Ｙ座標 ＋ ８７６２．５２５メートル

右４６３ 点 Ｘ座標 ＋１５５８６４．７９１メートル

Ｙ座標 ＋ ８７５３．３１７メートル

右４６２ 点 Ｘ座標 ＋１５５８５０．５８８メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４２．７６９メートル

右４６１ 点 Ｘ座標 ＋１５５８１７．２０７メートル

Ｙ座標 ＋ ８７２８．６９４メートル

右４６０ 点 Ｘ座標 ＋１５５７８２．８７４メートル

Ｙ座標 ＋ ８７１３．３８５メートル
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右４５９ 点 Ｘ座標 ＋１５５７４７．５２１メートル

Ｙ座標 ＋ ８７０５．０６４メートル

右４５８ 点 Ｘ座標 ＋１５５７３２．８４６メートル

Ｙ座標 ＋ ８７０６．４３９メートル

右４５７ 点 Ｘ座標 ＋１５５７１８．１３０メートル

Ｙ座標 ＋ ８７１３．２２１メートル

右４５６ 点 Ｘ座標 ＋１５５７０８．２０４メートル

Ｙ座標 ＋ ８７２０．０２６メートル

右４５５ 点 Ｘ座標 ＋１５５７０３．５８８メートル

Ｙ座標 ＋ ８７３２．９６５メートル

右４５４ 点 Ｘ座標 ＋１５５６９６．６０５メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４６．５７９メートル

右４５３ 点 Ｘ座標 ＋１５５６８５．３７４メートル

Ｙ座標 ＋ ８７５２．３７７メートル

Ｎ３７ 点 Ｘ座標 ＋１５５６７７．５８８メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４６．０６４メートル

Ｎ３６ 点 Ｘ座標 ＋１５５６６５．８４２メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４５．９０６メートル

Ｎ３５ 点 Ｘ座標 ＋１５５６６０．６０２メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４１．１４６メートル

Ｎ３４ 点 Ｘ座標 ＋１５５６５５．９５２メートル

Ｙ座標 ＋ ８７３４．０１６メートル

Ｎ３３ 点 Ｘ座標 ＋１５５６５４．１８６メートル

Ｙ座標 ＋ ８７２４．０２３メートル

Ｎ３２ 点 Ｘ座標 ＋１５５６４５．９４７メートル

Ｙ座標 ＋ ８７１４．７２３メートル

Ｎ３１ 点 Ｘ座標 ＋１５５６２４．９９４メートル

Ｙ座標 ＋ ８７０５．９２２メートル

Ｎ３０ 点 Ｘ座標 ＋１５５６０２．８２９メートル

Ｙ座標 ＋ ８７０７．３８８メートル

Ｎ２９ 点 Ｘ座標 ＋１５５５９０．５９９メートル

Ｙ座標 ＋ ８７１５．３４７メートル
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Ｎ２８ 点 Ｘ座標 ＋１５５５８０．３７４メートル

Ｙ座標 ＋ ８７２８．２４５メートル

Ｎ２７ 点 Ｘ座標 ＋１５５５７１．５６２メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４９．０２６メートル

Ｎ２６ 点 Ｘ座標 ＋１５５５６１．４１０メートル

Ｙ座標 ＋ ８７６９．４１６メートル

Ｎ２５ 点 Ｘ座標 ＋１５５５５６．９３８メートル

Ｙ座標 ＋ ８７８４．３４４メートル

Ｎ２４ 点 Ｘ座標 ＋１５５５５７．９０１メートル

Ｙ座標 ＋ ８７９２．５４１メートル

Ｎ２３ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４５．０３１メートル

Ｙ座標 ＋ ８８４２．１７４メートル

右４４２ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４６．４７３メートル

Ｙ座標 ＋ ８８５７．０２０メートル

右４４１ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４４．９０５メートル

Ｙ座標 ＋ ８８７６．９７２メートル

右４４０ 点 Ｘ座標 ＋１５５５５１．２８０メートル

Ｙ座標 ＋ ８８９４．４４０メートル

右４３９ 点 Ｘ座標 ＋１５５５５０．６４６メートル

Ｙ座標 ＋ ８９０９．２０３メートル

右４３８ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４６．３２３メートル

Ｙ座標 ＋ ８９２７．４０７メートル

右４３７ 点 Ｘ座標 ＋１５５５６６．９７９メートル

Ｙ座標 ＋ ８９２２．７４９メートル

右４３６ 点 Ｘ座標 ＋１５５５８２．２７９メートル

Ｙ座標 ＋ ８９２１．７３８メートル

右４３５ 点 Ｘ座標 ＋１５５５９５．８３１メートル

Ｙ座標 ＋ ８９２３．９５４メートル

右４３４ 点 Ｘ座標 ＋１５５６０６．４９６メートル

Ｙ座標 ＋ ８９４６．５５１メートル

右４３３ 点 Ｘ座標 ＋１５５６００．７００メートル

Ｙ座標 ＋ ８９７１．２８６メートル
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右４３２ 点 Ｘ座標 ＋１５５５８０．７１０メートル

Ｙ座標 ＋ ８９７８．５９１メートル

右４３１ 点 Ｘ座標 ＋１５５５６５．２５５メートル

Ｙ座標 ＋ ８９８９．９０３メートル

右４３０ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４９．５２７メートル

Ｙ座標 ＋ ９０１０．７１９メートル

右４２９ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３７．４８９メートル

Ｙ座標 ＋ ９０５２．０２３メートル

右４２８ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３０．１３９メートル

Ｙ座標 ＋ ９０８６．７２９メートル

右４２７ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４４．５５９メートル

Ｙ座標 ＋ ９０９９．４７０メートル

右４２６ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４４．０１８メートル

Ｙ座標 ＋ ９１２７．５００メートル

右４２５ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３４．２９９メートル

Ｙ座標 ＋ ９１４９．２７０メートル

右４２４ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４１．１１４メートル

Ｙ座標 ＋ ９１７４．８６７メートル

右４２３ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４３．９２５メートル

Ｙ座標 ＋ ９１９２．６１２メートル

右４２２ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４８．９４７メートル

Ｙ座標 ＋ ９２０６．３４１メートル

右４２１ 点 Ｘ座標 ＋１５５５３９．８１０メートル

Ｙ座標 ＋ ９２１５．３９８メートル

右４２０ 点 Ｘ座標 ＋１５５５２３．６２７メートル

Ｙ座標 ＋ ９２１８．９８９メートル

右４１９ 点 Ｘ座標 ＋１５５５１８．４２９メートル

Ｙ座標 ＋ ９２２７．５６１メートル

右４４２ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４６．４７３メートル

Ｙ座標 ＋ ８８５７．０２０メートル

Ｎ２３ 点 Ｘ座標 ＋１５５５４５．０３１メートル
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Ｙ座標 ＋ ８８４２．１７４メートル

Ｎ２４ 点 Ｘ座標 ＋１５５５５７．９０１メートル

Ｙ座標 ＋ ８７９２．５４１メートル

Ｎ２５ 点 Ｘ座標 ＋１５５５５６．９３８メートル

Ｙ座標 ＋ ８７８４．３４４メートル

Ｎ２６ 点 Ｘ座標 ＋１５５５６１．４１０メートル

Ｙ座標 ＋ ８７６９．４１６メートル

Ｎ２７ 点 Ｘ座標 ＋１５５５７１．５６２メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４９．０２６メートル

Ｎ２８ 点 Ｘ座標 ＋１５５５８０．３７４メートル

Ｙ座標 ＋ ８７２８．２４５メートル

Ｎ２９ 点 Ｘ座標 ＋１５５５９０．５９９メートル

Ｙ座標 ＋ ８７１５．３４７メートル

Ｎ３０ 点 Ｘ座標 ＋１５５６０２．８２９メートル

Ｙ座標 ＋ ８７０７．３８８メートル

Ｎ３１ 点 Ｘ座標 ＋１５５６２４．９９４メートル

Ｙ座標 ＋ ８７０５．９２２メートル

Ｎ３２ 点 Ｘ座標 ＋１５５６４５．９４７メートル

Ｙ座標 ＋ ８７１４．７２３メートル

Ｎ３３ 点 Ｘ座標 ＋１５５６５４．１８６メートル

Ｙ座標 ＋ ８７２４．０２３メートル

Ｎ３４ 点 Ｘ座標 ＋１５５６５５．９５２メートル

Ｙ座標 ＋ ８７３４．０１６メートル

Ｎ３５ 点 Ｘ座標 ＋１５５６６０．６０２メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４１．１４６メートル

Ｎ３６ 点 Ｘ座標 ＋１５５６６５．８４２メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４５．９０６メートル

Ｎ３７ 点 Ｘ座標 ＋１５５６７７．５８８メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４６．０６４メートル

右４５３ 点 Ｘ座標 ＋１５５６８５．３７４メートル

Ｙ座標 ＋ ８７５２．３７７メートル

右４５２ 点 Ｘ座標 ＋１５５６６５．８８５メートル
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Ｙ座標 ＋ ８７４７．１９９メートル

右４５１ 点 Ｘ座標 ＋１５５６５４．０９１メートル

Ｙ座標 ＋ ８７４４．６１６メートル

右４５０ 点 Ｘ座標 ＋１５５６４３．１４５メートル

Ｙ座標 ＋ ８７２９．５４４メートル

右４４９ 点 Ｘ座標 ＋１５５６２８．４２１メートル

Ｙ座標 ＋ ８７１２．７０９メートル

右４４８ 点 Ｘ座標 ＋１５５６０８．９０８メートル

Ｙ座標 ＋ ８７１５．２４８メートル

右４４７ 点 Ｘ座標 ＋１５５５９５．９７３メートル

Ｙ座標 ＋ ８７３９．０３９メートル

右４４６ 点 Ｘ座標 ＋１５５５８５．８４７メートル

Ｙ座標 ＋ ８７６１．６０６メートル

右４４５ 点 Ｘ座標 ＋１５５５７４．４３４メートル

Ｙ座標 ＋ ８７７７．７９９メートル

右４４４ 点 Ｘ座標 ＋１５５５６７．５３１メートル

Ｙ座標 ＋ ８８１１．５０３メートル

右４４３ 点 Ｘ座標 ＋１５５５５７．２９３メートル

Ｙ座標 ＋ ８８４０．７５４メートル

Ｓ１３ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４５．７９９メートル

Ｙ座標 ＋ ８５５６．０５１メートル

Ｓ１４ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４３．５２６メートル

Ｙ座標 ＋ ８５５０．９００メートル

左４５１ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４７．２３８メートル

Ｙ座標 ＋ ８５３８．９６８メートル

左４５２ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４４．１８０メートル

Ｙ座標 ＋ ８５２４．８４９メートル

左４５３ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４１．０４５メートル

Ｙ座標 ＋ ８５０４．８９０メートル

左４５４ 点 Ｘ座標 ＋１５５９１７．９５５メートル

Ｙ座標 ＋ ８４７８．５７０メートル
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Ｎ２３４ 点 Ｘ座標 ＋１５５９２６．２６３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４７４．８９６メートル

Ｎ２３５ 点 Ｘ座標 ＋１５５９３３．０７３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４７５．７７６メートル

Ｎ２３６ 点 Ｘ座標 ＋１５５９３６．６３３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４７７．７０６メートル

Ｎ２３７ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４０．０６３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４８５．３７６メートル

Ｎ２３８ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４１．５３３メートル

Ｙ座標 ＋ ８４９０．５６６メートル

Ｎ２３９ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４４．１９１メートル

Ｙ座標 ＋ ８４９９．４５１メートル

Ｎ２４０ 点 Ｘ座標 ＋１５５９４９．６２０メートル

Ｙ座標 ＋ ８５３２．２４８メートル

Ｎ２４１ 点 Ｘ座標 ＋１５５９５０．２０８メートル

Ｙ座標 ＋ ８５４４．０２９メートル

（大畑町古佐井山国有林）

左４６４ 点 Ｘ座標 ＋１５５８２５．６６５メートル

Ｙ座標 ＋ ８３６５．２６７メートル

左４６５ 点 Ｘ座標 ＋１５５８３３．３８５メートル

Ｙ座標 ＋ ８３５９．０２９メートル

左４６６ 点 Ｘ座標 ＋１５５８４７．５０４メートル

Ｙ座標 ＋ ８３３４．７９０メートル

左４６７ 点 Ｘ座標 ＋１５５８３６．８１４メートル

Ｙ座標 ＋ ８３１５．７８６メートル

左４６８ 点 Ｘ座標 ＋１５５７９８．７３６メートル

Ｙ座標 ＋ ８３０８．３３７メートル

左４６９ 点 Ｘ座標 ＋１５５７６６．８７１メートル

Ｙ座標 ＋ ８２９６．１１１メートル

左４７０ 点 Ｘ座標 ＋１５５７６１．５６３メートル

Ｙ座標 ＋ ８２８３．６０７メートル
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左４７１ 点 Ｘ座標 ＋１５５７６０．３２４メートル

Ｙ座標 ＋ ８２７８．６８９メートル

Ｋ１ 点 Ｘ座標 ＋１５５７６９．７３６メートル

Ｙ座標 ＋ ８２８０．０３１メートル

右４９５ 点 Ｘ座標 ＋１５５７７０．９８９メートル

Ｙ座標 ＋ ８２８０．２１０メートル

右４９４ 点 Ｘ座標 ＋１５５７７９．２０９メートル

Ｙ座標 ＋ ８２８７．４６８メートル

右４９３ 点 Ｘ座標 ＋１５５８１６．７１０メートル

Ｙ座標 ＋ ８２９８．６００メートル

右４９２ 点 Ｘ座標 ＋１５５８４７．９６０メートル

Ｙ座標 ＋ ８３０６．１１３メートル

右４９１ 点 Ｘ座標 ＋１５５８６４．４３５メートル

Ｙ座標 ＋ ８３２９．３５５メートル

右４９０ 点 Ｘ座標 ＋１５５８５４．４１３メートル

Ｙ座標 ＋ ８３４８．９０２メートル

右４８９ 点 Ｘ座標 ＋１５５８４０．３６１メートル

Ｙ座標 ＋ ８３７３．４４６メートル
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議案第４８号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

柴 田 峯 生
しば た みね お

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第４９号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

小 林 義 顯
こ ばやし よし つぐ

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第５０号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

立 順 一
たち ばな じゅん いち

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第５１号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

四ツ谷 末 藏
よ つ や すえ ぞう

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第５２号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

村 口 利 光
むら ぐち とし みつ

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第５３号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

杉 山 重 一
すぎ やま じゅう いち

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。



81

議案第５４号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

柏 谷 均
かしわ や ひとし

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第５５号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

林 忠 久
はやし ただ ひさ

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第５６号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

齊 榮佐男
さい とう え さ お

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第５７号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

坂 本 正 一
さか もと しょう いち

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第５８号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

畑 中 光 政
はた なか みつ まさ

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第５９号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

立 花 幸 雄
たち ばな ゆき お

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第６０号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

鴨 田 輝 雄
かも だ てる お

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第６１号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

水 戸 隆 璽
み と りゅう じ

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第６２号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

嶋 影 秀 子
しま かげ ひで こ

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第６３号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

中 嶋 寿 樹
なか じま ひさ き

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第６４号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

工 輝 雄
く どう てる お

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第６５号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

蛯 名 修 一
えび な しゅう いち

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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議案第６６号

むつ市農業委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市農業委員会の委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

新 堂 真
しん どう まこと

提案理由

むつ市農業委員会の委員の任期が本年７月１４日をもって満了することに伴い、

提案するものである。
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報告第４号

令和元年度むつ市一般会計継続費繰越計算書

地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、令和元年度むつ市一般会計継

続費繰越計算書を次のとおり報告する。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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令 和 元 年 度 む つ 市 一 般

令 和 元 年 度 継 続 費 予 算 現 額
継 続 費

款 項 事 業 名 前 年 度
予 算

の 総 額 逓 次 計
計 上 額

繰 越 額

８ ６ 円 円 円 円

土木費 住 宅 費 （仮称）田名部ま 27,692,000 17,345,000 17,345,000

ちなか団地整備事

業

１０ ５

教育費 保健体育費 むつ市総合アリー 4,880,649,000 876,930,000 3,375,363,000 4,252,293,000

ナ整備事業

計 4,908,341,000 894,275,000 3,375,363,000 4,269,638,000

令和２年６月１０日提出
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会 計 継 続 費 繰 越 計 算 書

左 の 財 源 内 訳
支 出 済 額 特 定 財 源

翌年度逓次
及 び 支 出 残 額

繰 越 金 国 ・ 県
繰 越 額 地 方 債 そ の 他

見 込 額 支 出 金

円 円 円 円 円 円 円

14,264,250 3,080,750 3,080,750 80,750 3,000,000

3,184,411,000 1,067,882,000 1,067,882,000 52,082,000 26,800,000 989,000,000

3,198,675,250 1,070,962,750 1,070,962,750 52,162,750 26,800,000 992,000,000

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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報告第５号

令和元年度むつ市一般会計繰越明許費繰越計算書

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和元年度むつ市一般会計繰

越明許費繰越計算書を次のとおり報告する。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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令和元年度むつ市一般会計

翌 年 度
款 項 事 業 名 金 額

繰 越 額

円 円
３ ２
民 生 費 老人福祉費 地域密着型サービス等 39,200,000 39,200,000

提供施設整備費補助金

３
児童福祉費 むつ市民間保育所施設 110,117,000 110,116,800

整備費補助金

６ ３
農林水産業費 林 業 費 林業・木材産業成長産 12,379,000 12,339,000

業化促進対策交付金

林道橋長寿命化対策事 13,800,000 13,800,000
業

４
水 産 業 費 むつ地区水産物供給基 28,680,000 28,680,000

盤機能保全事業

むつ地区海岸堤防等老 4,368,000 4,368,000
朽化対策事業

８ ５
土 木 費 都市計画費 大湊地区居住誘導区域 80,000,000 80,000,000

整備事業

計 288,544,000 288,503,800

令和２年６月１０日提出
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繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書

左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源
既収入特定財源 一 般 財 源

国・県支出金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円

39,200,000

76,827,150 26,600,000 6,689,650

12,339,000

12,000,000 1,800,000

21,510,000 6,800,000 370,000

2,184,000 2,184,000

40,000,000 38,000,000 2,000,000

204,060,150 71,400,000 13,043,650

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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報告第６号

令和元年度むつ市一般会計事故繰越し繰越計算書

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、令和元年度むつ市一般会計事

故繰越し繰越計算書を次のとおり報告する。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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令和元年度むつ市一般会計

左 の 内 訳
支出負担 支 出 負 担

款 項 事 業 名
行 為 額 行為予定額

支出済額 支出未済額

円 円 円 円
８ ５
土 木 費 都市計画費 横迎町中央２号線 182,364,613 127,630,000 54,734,613

整備事業

１０ ４
教 育 費 社会教育費 重要文化財旧大湊 102,201,200 45,662,400 56,538,800

水源地水道施設修
理事業

計 284,565,813 173,292,400 111,273,413

令和２年６月１０日提出
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事 故 繰 越 し 繰 越 計 算 書

左 の 財 源 内 訳
翌 年 度

未 収 入 特 定 財 源 説 明既 収 入
繰 越 額 一般財源

特定財源 国･県支出金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 本事業により移転

することとなった

54,734,613 51,900,000 2,834,613 地権者が、施工業
者と構外再築・移

転に係る調整に不

測の日数を要し、

工事着工が遅れた

ことにより、年度

内移転が困難とな

ったため

明治期建設当初の

図面を基に修理実

56,538,800 27,977,000 25,200,000 3,361,800 施設計を行ってい
たが、工事中に図

面と異なる状況が

判明したことによ

り、計画の見直し

が生じ、事業完了

が困難となったた

め

111,273,413 27,977,000 77,100,000 6,196,413

むつ市長 宮 下 宗 一 郎



119

報告第７号

令和元年度むつ市水道事業会計継続費繰越計算書

地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定により、令和元年度むつ市水道

事業会計継続費繰越計算書を次のとおり報告する。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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令 和 元 年 度 む つ 市 水 道 事 業

令 和 元 年 度 継 続 費 予 算 現 額
事 支 払 義 務

款 項 業 継続費の総額 発 生 残 額
前年度逓次

予算計上額 計
名 繰 越 額 ( 見 込 ) 額

１ １ 水 円 円 円 円 円 円
道

資 建 管
路

本 設 緊 1,417,251,000 102,052,000 9,114,158 111,166,158 101,345,676 9,820,482
急

的 改 改
善

支 良 事
業

出 費
水
道
施
設
整 1,630,284,000 363,950,000 8,897,320 372,847,320 363,453,004 9,394,316
備
事
業

計 3,047,535,000 466,002,000 18,011,478 484,013,478 464,798,680 19,214,798
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会 計 継 続 費 繰 越 計 算 書

翌 年 度 逓 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 内 訳
翌年度逓次繰越額に

翌年度逓次
係る繰越を要するた

当 年 度
一 般 会 計 な卸資産の購入限度

繰 越 額 企 業 債 国庫補助金 損 益 勘 定
負 担 金 額

留 保 資 金

円 円 円 円 円 円

9,820,482 9,820,482 0

9,394,316 9,394,316 0

19,214,798 19,214,798 0
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報告第８号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税における非課税の範囲に係る改正等を

したものである。
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むつ市専決第４号

専決処分書

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和２年３月３１日

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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むつ市税条例等の一部を改正する条例

令和２年３月３１日公布

むつ市条例第１１号

（むつ市税条例の一部改正）

第１条 むつ市税条例（昭和３５年むつ市条例第３号）の一部を次のように改正す

る。

第１２条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。

第１８条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を

「寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。

第２０条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２

第４項」に改める。

第２０条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。

第２０条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第３号を削

り、同項第４号を同項第３号とする。

第３２条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第５

項及び第１１項」に改める。

第３６条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第

４項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これ

を」を削り、「課する」を「課することができる」に改め、同項に後段として次

のように加える。

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、そ

の旨を当該使用者に通知しなければならない。

第３６条第７項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改め、

同項を同条第８項とし、同条第６項中「によって」を「により」に、「第４９条

の２」を「第４９条の３」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同

項を同条第７項とし、同条第５項中「によって」を「により」に、「において

は」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に、「みなす」

を「みなすことができる」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次
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の１項を加える。

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在

が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者

とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することが

できる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじ

め、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

第４３条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９条の

３第１１項」に改める。

第４３条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第

３４９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を

「第３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」

を「第３４９条の３第２９項」に改める。

第５４条の３の次に次の１条を加える。

（現所有者の申告）

第５４条の４ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下こ

の条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から

３月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。

⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との

関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっ

ては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係）

⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補

充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当

該個人の住所及び氏名

⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

第５５条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又は

現所有者が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。

第７１条第２項に次のただし書を加える。

ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定に

ついては、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算するも

のとする。

第７１条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定
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する葉巻たばこを除く。）」を加える。

第７３条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第

４６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の

３」を「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を

「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、

卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し

又は消費等について、第７５条第１項又は第２項の規定による申告書に前項

（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けよ

うとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１６条の２

の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

第７５条第１項中「第７３条第２項」を「第７３条第３項」に改める。

第１００条第６項中「第３６条第６項」を「第３６条第７項」に改める。

第１２４条第２項中「第３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２２項か

ら第２４項まで、第２６項、第２８項から第３１項まで、第３３項又は第３４

項」を「第３４９条の３第９項から第１１項まで、第２１項から第２３項まで、

第２５項、第２７項から第３０項まで、第３２項又は第３３項」に改める。

附則第２条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基

準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する

平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を

「この項において同じ」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用

年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例

基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基準割合

適用年中」を「各年の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合

が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基

準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」

に改める。

附則第３条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。

附則第５条中「平成３４年度」を「令和４年度」に改める。

附則第６条の３の２第１項中「平成４５年度」を「令和１５年度」に、「平成

３３年」を「令和３年」に改める。
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附則第７条第１項中「平成３３年度」を「令和６年度」に改める。

附則第９条中「又は法附則第１５条」を「又は附則第１５条」に改める。

附則第９条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」を

「附則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項を削

り、同条第５項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第６項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５

条第３９項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第７項中「附則第１５条第

４７項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第８

項を同条第６項とする。

附則第１０条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。

附則第１０条の２の見出し中「平成３１年度又は平成３２年度」を「令和元年

度又は令和２年度」に改め、同条第１項中「平成３１年度分又は平成３２年度

分」を「令和元年度分又は令和２年度分」に改め、同条第２項中「平成３１年度

適用土地又は平成３１年度類似適用土地」を「令和元年度適用土地又は令和元年

度類似適用土地」に、「平成３２年度分」を「令和２年度分」に改める。

附則第１１条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条中

「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第１２条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条中

「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第１４条第１項中「又は法」を「又は」に、「平成３２年度」を「令和２

年度」に改め、同条第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１

日」に改める。

附則第１４条の２中「平成３１年１０月１日から平成３２年９月３０日まで」

を「令和元年１０月１日から令和２年９月３０日まで」に改める。

附則第１５条第２項から第４項までの規定中「平成３２年３月３１日」を「令

和２年３月３１日」に、「平成３２年度分」を「令和２年度分」に、「平成３２

年４月１日から平成３３年３月３１日まで」を「令和２年４月１日から令和３年

３月３１日まで」に、「平成３３年度分」を「令和３年度分」に改める。

附則第１８条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１

項」を加える。

附則第１９条第１項及び第２項中「平成３２年度」を「令和５年度」に改め、

同条第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。



129

附則第２３条第２項中「平成３３年度」を「令和３年度」に改める。

附則第２４条中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。

附則第２５条を削る。

附則第２５条の２（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第

１５条第３８項」に改め、同条を附則第２５条とする。

附則第２５条の３（見出しを含む。）中「附則第１５条第４５項」を「附則第

１５条第３９項」に改め、同条を附則第２５条の２とする。

附則第２７条の前の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条

中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第１８項」に、「又

は法」を「又は」に改める。

附則第２８条中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第

１８項」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第２９条中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第

１８項」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第３０条中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第

１８項」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第３１条中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第

１８項」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第３２条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条中

「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第１８項」に、「又は

法」を「又は」に改める。

附則第３４条中「、第１９項、第２１項から第２５項まで、第２７項、第２８

項、第３２項、第３６項、第４０項、第４３項から第４５項まで若しくは第４８

項から第５０項まで」を「から第２２項まで、第２４項、第２５項、第２９項、

第３３項、第３７項から第３９項まで、第４２項から第４４項まで、第４７項若

しくは第４８項」に、「第３４項」を「第３３項」に、「又は法」を「又は」に

改める。

第２条 むつ市税条例の一部を次のように改正する。

第９条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２１条

の８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、

同条第４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第

１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１条の８第２２項及
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び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に改める。

第９条の２中「及び第４項」を削る。

第１１条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第１６条第

２項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第１６条第２項の

表の第１号」を「同号」に、「第３２条第１０項から第１２項まで」を「第３２

条第９項から第１６項まで」に改める。

第１６条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２

条第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始

の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又

は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。

第３２条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１項、

第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、

第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及

び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２

項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条

の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第

３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中

「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第

１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第２５

項」を「第３２１条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第

２６項」を「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８

第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３

項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を

「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第

３１項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第２３

項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第７項中「第３２１条の８第

２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は

第３１項」に改め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の

８第３５項」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第

４２項」を「第３２１条の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２

項」に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第

１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、
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同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０項」を「第９項」に、「第

７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に改め、同項を同条第１２項とし、

同条第１４項を同条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」

に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項

中「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１項」を「第

３２１条の８第６１項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第

１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第１５

項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の

２４の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若し

くは第６項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。

第３３条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第

２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改

め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同

条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、

当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第

１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若し

くは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、

又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号において同

じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に

改める。

第３５条第４項から第６項までを削る。

第７１条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」

を「１本」に改める。

附則第２条の２第２項中「及び第４項」を削る。

（むつ市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第３条 むつ市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年むつ市条例第４６号）

の一部を次のように改正する。

第３条のうち、むつ市税条例第１２条第１項第２号の改正規定を削り、同条例

附則第１５条に１項を加える改正規定中「平成３３年４月１日から平成３４年３

月３１日まで」を「令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで」に、「平成

３４年度分」を「令和４年度分」に、「平成３４年４月１日から平成３５年３月

３１日まで」を「令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで」に、「平成
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３５年度分」を「令和５年度分」に改める。

附則第１条第１号中「平成３１年６月１日」を「令和元年６月１日」に改め、

同条第２号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改め、同条

第３号中「平成３２年１月１日」を「令和２年１月１日」に改め、同条第４号を

次のように改める。

⑷ 削除

附則第１条第５号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削り、「平成

３３年４月１日」を「令和３年４月１日」に改める。

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中

「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度分」を「令和元年度分」

に改め、同条第３項中「平成３２年度分」を「令和２年度分」に改め、同項の表

中「平成３１年６月１日」を「令和元年６月１日」に改める。

附則第３条第１項中「３２年新条例」を「２年新条例」に、「平成３２年度」

を「令和２年度」に、「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第２

項及び第３項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改める。

附則第４条を次のように改める。

第４条 削除

附則第５条中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。

附則第６条中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改める。

附則第７条第１項中「３１年１０月新条例」を「元年１０月新条例」に改め、

同条第２項中「３１年１０月新条例」を「元年１０月新条例」に、「平成３２年

度」を「令和２年度」に改める。

附則第８条中「平成３３年度」を「令和３年度」に、「平成３２年度分」を

「令和２年度分」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

⑴ 第１条中むつ市税条例第７１条第２項にただし書を加える改正規定及び同条

第４項の改正規定並びに附則第６条の規定 令和２年１０月１日

⑵ 第１条中むつ市税条例第１２条第１項第２号、第１８条の２及び第２０条の
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２第１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第２条の２及び第３条第１項の

改正規定並びに次条並びに附則第３条第２項及び第３項の規定 令和３年１月

１日

⑶ 第２条中むつ市税条例第７１条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条の

規定 令和３年１０月１日

⑷ 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年

４月１日

⑸ 第１条中むつ市税条例附則第１８条第１項及び第１９条第３項の改正規

定 土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第１２号）附則第１項

第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日

（延滞金に関する経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後のむつ市税条例（以下「新条例」という。）附

則第２条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応す

る延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前

の例による。

（市民税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分

は、令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例による。

２ 新条例第１２条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第１８条の２及び第

２０条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適

用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

３ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第２０条の２第

１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、

「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和

２年法律第５号）第１条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第

２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に該

当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する寡夫である

第１１条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。

４ 新条例第２０条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同

項及び同条第２項に規定する申告書について適用する。
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５ 新条例第２０条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等

（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新

条例第２０条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例の規定中法人

の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において

「４号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正す

る法律（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる

改正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下こ

の条において「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に規定する連結

子法人（次項において「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧

法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項におい

て同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税につ

いて適用する。

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施

行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始

した連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度

をいう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号

施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、なお

従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。

２ 新条例第３６条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

３ 新条例第３６条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用する。

４ 新条例第５４条の４の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者である

ことを知った者について適用する。

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法等

の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方
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税法（昭和２５年法律第２２６号。次項及び第７項において「旧法」という。）

附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。

６ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法

附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。

７ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法

附則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税に

ついては、なお従前の例による。

（市たばこ税に関する経過措置）

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであ

った葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであ

った葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第８条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市

計画税については、なお従前の例による。

第９条 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改

正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第４０項に規定する

家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第１０条 施行日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律

第 号）の施行の日の前日までの間における新条例附則第３４条の規定の適用

については、同項中「、第４７項若しくは第４８項」とあるのは、「若しくは第

４７項」とする。

（むつ市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第１１条 むつ市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年むつ市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。

附則第５条第２項第３号中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０

日」に改め、同条第１３項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１

日」に改め、同条第１４項の表第５項の項中「平成３１年１０月３１日」を「令
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和元年１０月３１日」に改め、同表第６項の項中「平成３２年３月３１日」を

「令和２年３月３１日」に改める。

第１２条 むつ市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年むつ市条例第６号）

の一部を次のように改正する。

附則第１条第２号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改

める。

附則第２条中「３１年新条例」を「元年新条例」に改める。

附則第４条第１項中「３１年新条例」を「元年新条例」に改め、同条第２項中

「３１年新条例」を「元年新条例」に、「平成３２年度」を「令和２年度」に、

「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改める。

（むつ市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第１３条 むつ市税条例の一部を改正する条例（平成２９年むつ市条例第１１号）

の一部を次のように改正する。

附則第１条第３号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改

める。

附則第２条第２項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。

（むつ市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第１４条 むつ市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年むつ市条例第１９

号）の一部を次のように改正する。

附則第１条第４号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改

め、同条第５号中「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改め、同条

第６号中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改め、同条第７

号中「平成３３年１月１日」を「令和３年１月１日」に改め、同条第８号中「平

成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、同条第９号中「平成

３４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改める。

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中

「平成３３年度」を「令和３年度」に、「平成３２年度分」を「令和２年度分」

に改める。

附則第７条中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０日」に改める。

附則第９条第１項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改

め、同条第２項中「平成３２年１１月２日」を「令和２年１１月２日」に改め、

同条第３項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改め、同条
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第４項及び第５項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改める。

附則第１１条第１項中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に

改め、同条第２項中「平成３３年１１月１日」を「令和３年１１月１日」に改め、

同条第３項中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改め、同条

第４項及び第５項中「３３年新条例」を「３年新条例」に改める。
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報告第９号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税に係る課税限度額の引上げ及

び低所得者に対する軽減措置の拡充をしたものである。
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むつ市専決第５号

専決処分書

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和２年３月３１日

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

令和２年３月３１日公布

むつ市条例第１２号

むつ市国民健康保険税条例（平成１９年むつ市条例第４３号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条第２項ただし書中「６１万円」を「６３万円」に改め、同条第４項ただし

書中「１６万円」を「１７万円」に改める。

第２３条中「６１万円」を「６３万円」に、「１６万円」を「１７万円」に改め、

同条第２号中「２８万円」を「２８５，０００円」に改め、同条第３号中「５１万

円」を「５２万円」に改める。

附則第１０項及び第１１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第

１項」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第１０項及び第

１１項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第１２

号）附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日から

施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後のむつ市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。
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報告第１０号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、固定

資産税の課税免除及び不均一課税に係る適用期限を延長したものである。
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むつ市専決第６号

専決処分書

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和２年３月３１日

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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むつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を

改正する条例

令和２年３月３１日公布

むつ市条例第１３号

むつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例（平成２８年

むつ市条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第２条中「令和２年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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報告第１１号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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むつ市専決第７号

専決処分書

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和２年３月３１日

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

（予算書別紙）
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報告第１２号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得の第１号被保険者の介護保険料につ

いて、軽減措置の拡充をしたものである。
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むつ市専決第８号

専決処分書

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和２年４月２日

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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むつ市介護保険条例の一部を改正する条例

令和２年４月２日公布

むつ市条例第１４号

むつ市介護保険条例（平成１２年むつ市条例第５号）の一部を次のように改正す

る。

第２条第２項中「令和元年度及び令和２年度」を「令和２年度」に、「３０，

１５０円」を「２４，１２０円」に改め、同条第３項中「令和元年度及び令和２年

度」を「令和２年度」に、「３０，１５０円」を「２４，１２０円」に、「５０，

２５０円」を「４０，２００円」に改め、同条第４項中「令和元年度及び令和２年

度」を「令和２年度」に、「３０，１５０円」を「２４，１２０円」に、「５８，

２９０円」を「５６，２８０円」に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２条及び次項の規定は、令和２

年４月１日から適用する。

（経過措置）

２ 改正後の第２条の規定は、令和２年度以後の年度分の保険料から適用し、令和

元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
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報告第１３号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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むつ市専決第９号

専決処分書

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和２年４月２１日

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

（予算書別紙）
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報告第１４号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

提案理由

新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、庁舎内で感染者が発生した場合に

おける庁舎内の消毒作業を実施する職員の特殊勤務手当の特例を定めたものである。
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むつ市専決第１０号

専決処分書

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和２年５月７日

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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むつ市職員の特殊勤務手当の特例に関する条例

令和２年５月７日公布

むつ市条例第１６号

（趣旨）

第１条 この条例は、むつ市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成６年むつ市条

例第２号。以下「特殊勤務手当条例」という。）の適用を受ける職員の特殊勤務

手当の特例を定めるものとする。

（感染症等防疫作業手当の特例）

第２条 庁舎（市の事務又は事業の用に供する建物で、市長の管理に属するものを

いう。）内において、新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を

指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に規定するも

のをいう。）が発生した場合であって、職員が消毒作業に従事したときは、感染

症等防疫作業手当を支給する。この場合において、特殊勤務手当条例第７条の規

定は適用しない。

２ 前項の手当の額は、作業に従事した日１日につき３，０００円とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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報告第１５号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和２年６月１０日提出

むつ市長 宮 下 宗 一 郎
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むつ市専決第１１号

専決処分書

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和２年５月７日

むつ市長 宮 下 宗 一 郎

（予算書別紙）



　　報告第１１号

 

令和元年度

む つ 市 一 般 会 計

む　つ　市

補 正 予 算 書



令和元年度むつ市一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,002,093千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

　それぞれ37,075,339千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

　｢第１表　歳入歳出予算補正｣による。

（地方債の補正）

第２条　地方債の変更及び廃止は、「第２表　地方債補正」による。

令和元年度むつ市一般会計補正予算

－1－



第１表

１．歳　　入

２． 地 方 譲 与 税 238,585 △ 33,970 204,615

１． 地 方 揮 発 油 譲 与 税 59,000 △ 11,826 47,174

２． 自 動 車 重 量 譲 与 税 158,000 △ 22,144 135,856

３． 利 子 割 交 付 金 9,500 △ 4,217 5,283

１． 利 子 割 交 付 金 9,500 △ 4,217 5,283

４． 配 当 割 交 付 金 30,000 △ 17,590 12,410

１． 配 当 割 交 付 金 30,000 △ 17,590 12,410

５． 株式等譲渡所得割交付金 17,838 △ 10,977 6,861

１． 株式等譲渡所得割交付金 17,838 △ 10,977 6,861

６． 地 方 消 費 税 交 付 金 1,250,000 △ 215,504 1,034,496

１． 地 方 消 費 税 交 付 金 1,250,000 △ 215,504 1,034,496

７． 自 動 車 取 得 税 交 付 金 34,000 △ 6,060 27,940

１． 自 動 車 取 得 税 交 付 金 34,000 △ 6,060 27,940

９． 地 方 特 例 交 付 金 105,500 △ 34,147 71,353

１． 地 方 特 例 交 付 金 29,000 5,669 34,669

２．
子 ど も ・ 子 育 て 支 援
臨 時 交 付 金

76,500 △ 39,816 36,684

10． 地 方 交 付 税 10,724,970 △ 29,314 10,695,656

１． 地 方 交 付 税 10,724,970 △ 29,314 10,695,656

11． 交通安全対策特別交付金 4,480 △ 552 3,928

１． 交通安全対策特別交付金 4,480 △ 552 3,928

14． 国 庫 支 出 金 6,748,090 △ 147,520 6,600,570

１． 国 庫 負 担 金 4,183,959 6,666 4,190,625

２． 国 庫 補 助 金 2,552,117 △ 154,186 2,397,931

15． 県 支 出 金 2,912,333 △ 18,090 2,894,243

１． 県 負 担 金 1,346,412 13,572 1,359,984

２． 県 補 助 金 1,368,845 △ 31,662 1,337,183

17． 寄 附 金 192,000 △ 15,769 176,231

１． 寄 附 金 192,000 △ 15,769 176,231

18． 繰 入 金 1,220,810 △ 95,687 1,125,123

１． 基 金 繰 入 金 1,220,569 △ 95,687 1,124,882

19． 諸 収 入 2,464,639 8,613 2,473,252

３． 貸 付 金 元 利 収 入 2,292,228 △ 6,947 2,285,281

５． 雑 入 134,899 15,560 150,459

20． 市 債 5,266,435 △ 374,400 4,892,035

１． 市 債 5,266,435 △ 374,400 4,892,035

22． 環 境 性 能 割 交 付 金 12,804 △ 6,909 5,895

１． 環 境 性 能 割 交 付 金 12,804 △ 6,909 5,895

38,077,432 △ 1,002,093 37,075,339

項

歳　　　入　　　合　　　計

補正前の額

歳　入　歳　出　予　算　補　正
（単位　千円）

計補 正 額款

－2－



２．歳　　出

１． 議 会 費 265,146 △ 8,500 256,646

１． 議 会 費 265,146 △ 8,500 256,646

２． 総 務 費 5,566,090 △ 296,819 5,269,271

１． 総 務 管 理 費 4,761,466 △ 286,319 4,475,147

２． 徴 税 費 401,845 0 401,845

４． 選 挙 費 202,341 △ 10,500 191,841

３． 民 生 費 10,110,742 △ 212,909 9,897,833

１． 社 会 福 祉 費 2,568,561 △ 53,880 2,514,681

２． 老 人 福 祉 費 1,266,725 △ 11,000 1,255,725

３． 児 童 福 祉 費 3,611,461 △ 29,029 3,582,432

４． 生 活 保 護 費 2,663,995 △ 119,000 2,544,995

４． 衛 生 費 4,209,865 △ 263,211 3,946,654

１． 保 健 衛 生 費 2,164,427 △ 58,870 2,105,557

２． 清 掃 費 2,045,438 △ 204,341 1,841,097

５． 労 働 費 20,580 △ 3,264 17,316

１． 労 働 諸 費 20,580 △ 3,264 17,316

６． 農 林 水 産 業 費 724,641 △ 27,043 697,598

１． 農 業 費 232,420 △ 14,029 218,391

２． 畜 産 業 費 89,341 △ 12,212 77,129

３． 林 業 費 78,333 9,562 87,895

４． 水 産 業 費 324,547 △ 10,364 314,183

７． 商 工 費 659,673 △ 8,700 650,973

１． 商 工 費 659,673 △ 8,700 650,973

８． 土 木 費 2,352,335 △ 85,915 2,266,420

２． 道 路 橋 り ょ う 費 800,329 △ 37,500 762,829

３． 河 川 費 70,516 △ 5,500 65,016

５． 都 市 計 画 費 1,063,596 △ 21,140 1,042,456

６． 住 宅 費 145,664 △ 21,775 123,889

９． 消 防 費 2,272,303 △ 55,967 2,216,336

１． 消 防 費 2,272,303 △ 55,967 2,216,336

10． 教 育 費 3,179,265 △ 40,265 3,139,000

１． 教 育 総 務 費 549,766 △ 14,265 535,501

２． 小 学 校 費 306,678 △ 3,500 303,178

３． 中 学 校 費 348,766 △ 16,000 332,766

４． 社 会 教 育 費 457,234 △ 1,000 456,234

５． 保 健 体 育 費 1,516,821 △ 5,500 1,511,321

11． 公 債 費 4,979,172 △ 12,500 4,966,672

１． 公 債 費 4,979,172 △ 12,500 4,966,672

12． 諸 支 出 金 3,712,620 13,000 3,725,620

１． 公 営 企 業 費 3,712,620 13,000 3,725,620

38,077,432 △ 1,002,093 37,075,339歳　   　出　   　合　   　計

補正前の額項

（単位　千円）

補 正 額 計款
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第２表

（変　更）

千円 千円

（廃　止）

補　　　正　　　後

償還の方法
起 債 の 目 的

補　　　　正　　　　前

 観光施設整備 8,900 5,200

限 度 額 起債の方法起債の方法 利　　率 償還の方法

 河川整備

 公園施設整備

15,100

915,700

15,700

51,900

7,900

231,400

　入札不調に伴う事業計画の変更による

 道路橋りょう整備 261,000

 中学校整備

 街路整備

 コンパクトシティ推進

 公営住宅整備

63,000

 借　換 870,400

 医療体制整備 70,000

15,800

908,500

 社会教育施設整備

 体育施設整備

17,700

　財源更正による

千円

 清掃施設整備

起 債 の 目 的 限度額 備　　考

151,500

地　 　方 　　債 　　補 　　正

限 度 額

212,000

87,800 電気通信施設整備 90,200

利　　率

 医療施設整備

56,400

8,700

88,300

22,200

106,000

433,100 消防施設整備

62,800

81,900

3,200

68,300

423,000

55,900

 保育所整備

 水産振興

 漁港整備

 漁港管理

36,900

36,900

5,700

67,100

6,500

 林業施設整備 6,200

5.0％以内 借入先融資
条件による

普通貸借 補正前と同じ 補正前と同じ 補正前と同じ

844,600

 小学校整備 3,400 3,200

（ただし、利
率見直し方式
による借り入
れにおいては
当該見直し後
の利率）

33,300

25,000

5,400

59,400

5,400

 庁舎整備 238,400

 商工施設整備 10,100 8,600

 社会福祉施設整備
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報告第１１号参考資料

一般会計補正予算に関する説明書



総　　括

（歳　　　入）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

17．

18．

19．

20．

21．

22． 環 境 性 能 割 交 付 金 12,804 △ 6,909 5,895

4,892,035

繰 越 金 421,924 0 421,924

85,467

4,480

52,623

△ 29,314

8,613

189,280

2,464,639

192,000

37,075,339

0

0 244,874

52,623

1,125,123

2,473,252

△ 95,687

△ 15,769 176,231

5,266,435 △ 374,400

△ 1,002,093歳　　入　　合　　計 38,077,432

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

1,220,810

244,874

県 支 出 金

国 庫 支 出 金

10,724,970

2,912,333

諸 収 入

寄 附 金

市 債

繰 入 金

（単位　千円）

0

5,851,280

財 産 収 入

6,748,090 △ 147,520

使 用 料 及 び 手 数 料

市 税

地 方 消 費 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

款

国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

6,861

34,000

△ 34,147

27,940

補正前の予算額 補正予算額

238,585

9,500 5,283

12,410

計

△ 4,217

204,615

1,250,000

105,500

5,851,280

0

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

30,000

17,838

△ 17,590

△ 10,977

△ 215,504

△ 6,060

0

△ 33,970

2,894,243

85,467

71,353

1,034,496

10,695,656

3,928

6,600,570

189,280

△ 552

△ 18,090
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（歳　　　出） （単位　千円）

国県支出金 地方債 その他

１． 議 会 費 △ 8,500 256,646 △ 8,500

２． 総 務 費 △ 296,819 5,269,271 △ 112,207 △ 9,400 △ 79,305 △ 95,907

３． 民 生 費 △ 212,909 9,897,833 △ 61,767 △ 15,500 11,800 △ 147,442

４． 衛 生 費 △ 263,211 3,946,654 10,615 △ 151,500 △ 122,326

５． 労 働 費 △ 3,264 17,316 △ 2,448 △ 816

６． 農 林 水 産 業 費 △ 27,043 697,598 △ 18,116 △ 15,300 △ 18,426 24,799

７． 商 工 費 △ 8,700 650,973 △ 2,160 △ 5,200 △ 8,276 6,936

８． 土 木 費 △ 85,915 2,266,420 23,725 △ 117,400 △ 7,241 15,001

９． 消 防 費 △ 55,967 2,216,336 △ 881 △ 10,100 8,744 △ 53,730

10． 教 育 費 △ 40,265 3,139,000 △ 2,371 △ 16,400 12,685 △ 34,179

11． 公 債 費 △ 12,500 4,966,672 △ 25,800 7,176 6,124

12． 諸 支 出 金 13,000 3,725,620 △ 7,800 20,800

13． 予 備 費 0 25,000 0

△ 1,002,093 37,075,339 △ 165,610 △ 374,400 △ 72,843 △ 389,240

補正予算額の財源内訳

特　定　財　源
一般財源

10,110,742

265,146

計
補正前の

予 算 額
補正予算額

5,566,090

38,077,432

款

歳　　出　　合　　計

25,000

4,209,865

724,641

2,352,335

4,979,172

3,712,620

659,673

3,179,265

2,272,303

20,580
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歳入

　　第1項　地方揮発油譲与税 （単位　千円）

1 1
地方揮発油 59,000 △ 11,826 47,174 地方揮発油 △ 11,826 交付額決定により
譲与税 譲与税

計 59,000 △ 11,826 47,174

　　第2項　自動車重量譲与税 （単位　千円）

1 1
自動車重量 158,000 △ 22,144 135,856 自動車重量 △ 22,144 交付額決定により
譲与税 譲与税

計 158,000 △ 22,144 135,856

　　第1項　利子割交付金 （単位　千円）

1 1
利子割交付 9,500 △ 4,217 5,283 利子割交付 △ 4,217 交付額決定により
金 金

計 9,500 △ 4,217 5,283

　　第1項　配当割交付金 （単位　千円）

1 1
配当割交付 30,000 △ 17,590 12,410 配当割交付 △ 17,590 交付額決定により
金 金

計 30,000 △ 17,590 12,410

節
説　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　明

区　分 金　額

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

　第4款　配当割交付金

目
補正前
の　額

補正額 計

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

節
計

区　分 金　額

　第3款　利子割交付金

目
補正前
の　額

補正額 計
節

　第2款　地方譲与税

目
補正前
の　額

補正額 計
節

　第2款　地方譲与税

目
補正前
の　額

補正額
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　　第1項　株式等譲渡所得割交付金 （単位　千円）

1 1
株式等譲渡 17,838 △ 10,977 6,861 株式等譲渡 △ 10,977 交付額決定により
所得割交付 所得割交付
金 金

計 17,838 △ 10,977 6,861

　　第1項　地方消費税交付金 （単位　千円）

1 1
地方消費税 1,250,000 △ 215,504 1,034,496 地方消費税 △ 215,504 交付額決定により
交付金 交付金

計 1,250,000 △ 215,504 1,034,496

　　第1項　自動車取得税交付金 （単位　千円）

1 1
自動車取得 34,000 △ 6,060 27,940 自動車取得 △ 6,060 交付額決定により
税交付金 税交付金

計 34,000 △ 6,060 27,940

　　第1項　地方特例交付金 （単位　千円）

1 1
地方特例交 29,000 5,669 34,669 地方特例交 5,669 個人住民税減収補填特例交付金 1,140
付金 付金 自動車税減収補填特例交付金 3,010

軽自動車税減収補填特例交付金 1,519

計 29,000 5,669 34,669

　第9款　地方特例交付金

目
補正前
の　額

補正額 計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

　第7款　自動車取得税交付金

目
補正前
の　額

補正額 計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

　第6款　地方消費税交付金

目
補正前
の　額

補正額 計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

　第5款　株式等譲渡所得割交付金

目
補正前
の　額

補正額 計
節
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　　第2項　子ども・子育て支援臨時交付金 （単位　千円）

1 1
子ども・子 76,500 △ 39,816 36,684 子ども・子 △ 39,816 交付額決定により
育て支援臨 育て支援臨
時交付金 時交付金

計 76,500 △ 39,816 36,684

　　第1項　地方交付税 （単位　千円）

1 1
地方交付税 10,724,970 △ 29,314 10,695,656 地方交付税 △ 29,314 特別交付税 △ 29,314

計 10,724,970 △ 29,314 10,695,656

　　第1項　交通安全対策特別交付金 （単位　千円）

1 1
交通安全対 4,480 △ 552 3,928 交通安全対 △ 552 交付額決定により
策特別交付 策特別交付
金 金

計 4,480 △ 552 3,928

　　第1項　国庫負担金 （単位　千円）

2 1
衛生費国庫 69,685 6,666 76,351 保健衛生費 6,666 国民健康保険基盤安定負担金 2,693
負担金 負担金

計 4,183,959 6,666 4,190,625

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

　第14款　国庫支出金

目
補正前
の　額

補正額 計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

説　　　　　　　　　　明

区　分 金　額

　第10款　地方交付税

目
補正前
の　額

補正額 計
節

説　　　　　　　　　　明

　第9款　地方特例交付金

目
補正前
の　額

補正額 計
節

区　分 金　額

　第11款　交通安全対策特別交付金

目
補正前
の　額

補正額 計
節
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　　第2項　国庫補助金 （単位　千円）

1 1
総務費国庫 296,655 △ 99,434 197,221 総務管理費 △ 99,434 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金 △ 5,448
補助金 補助金 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金 △ 86,763

社会保障・税番号制度カード関連事務交付金 △ 7,223

2 1
民生費国庫 376,257 △ 61,767 314,490 社会福祉費 △ 48,966 プレミアム付商品券事務費補助金 △ 8,812
補助金 補助金 プレミアム付商品券事業費補助金 △ 40,154

2
児童福祉費 △ 12,801 保育所等整備交付金 254
補助金

3 1
衛生費国庫 11,569 △ 451 11,118 保健衛生費 △ 451 循環型社会形成推進交付金（浄化槽分） 12,968
補助金 補助金

5 1
商工費国庫 2,160 △ 2,160 0 商工費補助 △ 2,160 東北観光復興対策交付金 12,968
補助金 金

6 1
土木費国庫 150,893 23,725 174,618 道路橋りょ 769 社会資本整備総合交付金 △ 4,926
補助金 う費補助金

3
住宅費補助 22,956 社会資本整備総合交付金 32,806
金

7 1
消防費国庫 3,144 △ 881 2,263 消防費補助 △ 881 社会資本整備総合交付金 12,968
補助金 金

9 1
特定防衛施 97,000 △ 1,338 95,662 特定防衛施 △ 1,338 特定防衛施設周辺整備調整交付金 △ 2,840
設周辺整備 設周辺整備
調整交付金 調整交付金

10 1
電源立地地 1,500,000 △ 3,892 1,496,108 電源立地地 △ 3,892 電源立地地域対策交付金 △ 1,238
域対策交付 域対策交付
金 金

11 1
地方創生推 42,492 △ 7,988 34,504 地方創生推 △ 7,988 地方創生推進交付金 △ 1,238
進交付金 進交付金

計 2,552,117 △ 154,186 2,397,931

　　第1項　県負担金 （単位　千円）

2 1
衛生費県負 389,079 13,572 402,651 保健衛生費 13,572 国民健康保険基盤安定負担金 1,346
担金 負担金

計 1,346,412 13,572 1,359,984

説　　　　　　　　　　明

　第15款　県支出金

目
補正前
の　額

補正額 計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

　第14款　国庫支出金

目
補正前
の　額

補正額 計
節

区　分 金　額
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　　第2項　県補助金 （単位　千円）

3 1
衛生費県補 43,724 △ 551 43,173 保健衛生費 △ 551 青森県浄化槽整備費補助金 1,872
助金 補助金 1,872

4 1
農林水産業 237,612 △ 18,116 219,496 農業費補助 △ 14,366 農業振興費補助金 △ 11,429
費県補助金 金 　青森県産地パワーアップ事業費補助金

地籍調査事業費補助金 △ 2,937

3
水産業費補 △ 3,750 漁村再生交付金 △ 3,750
助金

9 1
電源立地地 207,699 △ 9,407 198,292 電源立地地 △ 5,960 電源立地地域対策交付金 △ 5,960
域対策等交 域対策交付
付金 金

2
広報・調査 △ 3,447 広報・調査等交付金 △ 3,447
等交付金

10 1
青森県核燃 319,650 △ 1,140 318,510 青森県核燃 △ 1,140 青森県核燃料物質等取扱税交付金 △ 1,140
料物質等取 料物質等取
扱税交付金 扱税交付金

11 1
労働費県補 2,448 △ 2,448 0 労働諸費補 △ 2,448 青森県移住支援事業費補助金 △ 2,448
助金 助金

計 1,368,845 △ 31,662 1,337,183

　　第1項　寄附金 （単位　千円）

1 1
総務費寄附 191,500 △ 39,423 152,077 ふるさと納 △ 38,923 決算見込み
金 税寄附金

2
まち・ひと △ 500 決算見込み
・しごと創
生寄附金

2 2
教育費寄附 500 23,654 24,154 教育総務費

寄附金
23,354 子ども夢育成事業費寄附金 2,212

金 寄附金 医学部就学資金寄附金 240
育英資金寄附金 902
教育総務費寄附金 20,000

3
保健体育費 300 学校保健費寄附金 300
寄附金

計 192,000 △ 15,769 176,231

目
補正前
の　額

補正額 計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

　第15款　県支出金

　第17款　寄附金

目
補正前
の　額

補正額 計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額
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　　第1項　基金繰入金 （単位　千円）

1 1
関根浜沿岸 1,139 △ 21 1,118 関根浜沿岸 △ 21 決算見込み △ 21
漁業振興基 漁業振興基
金繰入金 金繰入金

2 1
育英基金繰 45,720 △ 10,020 35,700 育英基金繰 △ 10,020 決算見込み △ 10,020
入金 入金

3 1
子ども夢育 5,024 △ 914 4,110 子ども夢育 △ 914 決算見込み △ 914
成基金繰入 成基金繰入
金 金

4 1
特定防衛施 82,614 1,503 84,117 特定防衛施 1,503 決算見込み 1,503
設周辺整備 設周辺整備
調整交付金 調整交付金
事業基金繰 事業基金繰
入金 入金

5 1
太陽の恵み 650 △ 200 450 太陽の恵み △ 200 決算見込み △ 200
基金繰入金 基金繰入金

7 1
ふるさと納 251,311 △ 55,376 195,935 ふるさと納 △ 55,376 決算見込み △ 55,376
税寄附金基 税寄附金基
金繰入金 金繰入金

8 1
大畑町沿岸 10,233 △ 4,343 5,890 大畑町沿岸 △ 4,343 決算見込み △ 4,343
漁業振興基 漁業振興基
金繰入金 金繰入金

9 1
財政調整基 296,621 △ 30,000 266,621 財政調整基 △ 30,000 決算見込み △ 30,000
金繰入金 金繰入金

10 1
公共施設整 0 3,684 3,684 公共施設整 3,684 決算見込み 3,684
備基金繰入 備基金繰入
金 金

計 1,220,569 △ 95,687 1,124,882

　　第3項　貸付金元利収入 （単位　千円）

2 1
農業貸付金 22,471 △ 12,212 10,259 農業貸付金 △ 12,212 水川目地区酪農振興資金貸付金元金収入 △ 12,212
元金収入 元金収入

4 1
教育貸付金 40,460 5,265 45,725 教育貸付金 5,265 奨学金貸付金元金収入 5,265
元金収入 元金収入

計 2,292,228 △ 6,947 2,285,281

区　分 金　額

　第18款　繰入金

目
補正前
の　額

補正額
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

説　　　　　　　　　　明

計

　第19款　諸収入

目
補正前
の　額

補正額 計
節
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　　第5項　雑入 （単位　千円）

3 1
返還金 8,065 15,560 23,625 返還金 15,560 生活保護費返還徴収金 15,560

計 134,899 15,560 150,459

　　第1項　市債 （単位　千円）

1 1
総務債 2,296,935 △ 9,400 2,287,535 総務管理債 △ 8,400 電気通信施設整備債 △ 1,400

庁舎整備債 △ 7,000

2
徴税債 △ 1,000 電気通信施設整備債 △ 1,000

2 1
民生債 126,600 △ 15,500 111,100 社会福祉債 △ 3,600 社会福祉施設整備債 △ 3,600

3
児童福祉債 △ 11,900 保育所整備債 △ 11,900

3 1
衛生債 151,500 △ 151,500 0 清掃債 △ 151,500 清掃施設整備債 △ 151,500

4 2
農林水産業 89,700 △ 15,300 74,400 林業債 △ 6,200 林業施設整備債 △ 6,200
債

3
水産業債 △ 9,100 水産振興債 △ 300

漁港整備債 △ 7,700
漁港管理債 △ 1,100

5 1
商工債 19,000 △ 5,200 13,800 商工債 △ 5,200 観光施設整備債 △ 3,700

商工施設整備債 △ 1,500

6 1
土木債 765,900 △ 133,200 632,700 道路橋りょ △ 51,800 道路橋りょう整備債 △ 49,000

う債 借換債 △ 2,800

2
河川債 △ 17,500 河川整備債 △ 4,500

借換債 △ 13,000

3
都市計画債 △ 26,200 公園施設整備債 △ 800

街路整備債 △ 6,400
コンパクトシティ推進債 △ 19,000

4
住宅債 △ 37,700 公営住宅整備債 △ 37,700

7 1
消防債 438,500 △ 15,500 423,000 消防債 △ 15,500 消防施設整備債 △ 10,100

借換債 △ 5,400

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

目
補正前
の　額

補正額
金　額

　第19款　諸収入

目
補正前
の　額

補正額 計
節

計 説　　　　　　　　　　明
区　分

節

　第20款　市債
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8 1
教育債 1,292,600 △ 21,000 1,271,600 小学校債 △ 200 小学校整備債 △ 200

2
中学校債 △ 11,700 中学校整備債 △ 7,100

借換債 △ 4,600

3
社会教育債 △ 1,900 社会教育施設整備債 △ 1,900

4
保健体育債 △ 7,200 体育施設整備債 △ 7,200

9 1
公営企業債 85,700 △ 7,800 77,900 公営企業債 △ 7,800 医療体制整備債 △ 7,200

医療施設整備債 △ 600

計 5,266,435 △ 374,400 4,892,035

　　第1項　環境性能割交付金 （単位　千円）

1 1
環境性能割 12,804 △ 6,909 5,895 環境性能割 △ 6,909 交付額決定により △ 6,909
交付金 交付金

計 12,804 △ 6,909 5,895

（単位　千円）

38,077,432 △ 1,002,093 37,075,339

　第22款　環境性能割交付金

目
補正前
の　額

補正額 計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

目
補正前
の　額

補正額 計
節

区　分 金　額

歳入合計

補正前
の　額

補正額 計

説　　　　　　　　　　明
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歳出

　第1款　議会費
　　第1項　議会費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 9
議会費 265,146 △ 8,500 256,646 △ 8,500 旅費 △ 6,000 決算見込み

12
役務費 △ 1,000

13
委託料 △ 1,500

計 265,146 △ 8,500 256,646 0 0 0 △ 8,500

　第2款　総務費
　　第1項　総務管理費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 7
企画費 273,981 △ 48,188 225,793 △ 7,988 △ 40,313 113 賃金 △ 1,500 決算見込み

8
報償費 △ 22,500

9
旅費 △ 500

11
需用費 △ 1,700

12
役務費 △ 3,000

13
委託料 △ 11,000

19
負担金補 △ 7,988
助及び交
付金

4 9
原子力広 13,379 △ 3,200 10,179 △ 3,447 247 旅費 △ 1,400 決算見込み
報調査費

13
委託料 △ 1,800

5 9
再生可能 237,451 △ 88,255 149,196 △ 92,211 3,484 472 旅費 △ 1,731 決算見込み
エネルギ
ー推進費 13

委託料 △ 21,107

15
工事請負 △ 65,217

費
19
負担金補 △ 200
助及び交
付金

7 9
人事管理 314,596 △ 2,000 312,596 △ 2,000 旅費 △ 1,000 決算見込み
費

13
委託料 △ 1,000

説　　　　　　　　　　明
金　額

地方債 その他

節
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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国　県
支出金

9 9
財産管理 12,881 △ 1,204 11,677 △ 1,204 旅費 △ 126 決算見込み
費

12
役務費 △ 157

13
委託料 △ 921

13 13
庁舎管理 178,756 △ 8,120 170,636 △ 5,100 △ 3,020 委託料 △ 8,120 決算見込み
費
14
川内庁舎 27,756 0 27,756 △ 100 100 財源更正
管理費
17 11
車両管理 60,771 △ 5,900 54,871 △ 521 △ 5,379 需用費 △ 3,900 決算見込み
費

12
役務費 △ 500

18
備品購入 △ 1,500
費

18 11
広報費 41,663 △ 1,500 40,163 △ 1,500 需用費 △ 1,500 決算見込み

20 19
経営改善 15,638 △ 6,693 8,945 △ 7,223 530 負担金補 △ 6,693 決算見込み
費 助及び交

付金
21
市民連携 4,822 0 4,822 △ 300 300 財源更正
推進費
22 18
情報管理 317,464 △ 1,000 316,464 △ 1,400 400 備品購入 △ 1,000 決算見込み
費 費
30 25
財政調整 488,138 20,000 508,138 20,000 積立金 20,000 財政調整基金積立て
基金費
32 25
減債基金 150,001 △ 100,000 50,001 △ 100,000 積立金 △ 100,000 決算見込み
費
35 25
特定防衛 67,015 △ 1,336 65,679 △ 1,338 2 積立金 △ 1,336 決算見込み
施設周辺
整備調整
交付金事
業基金費
36 25
ふるさと 190,007 △ 38,923 151,084 △ 38,923 0 積立金 △ 38,923 決算見込み
納税寄附
金基金費
39
地方創生 36,321 0 36,321 △ 2,732 2,732 財源更正
関連交付
金事業費
40
庁舎建設 246,411 0 246,411 △ 1,800 1,800 財源更正
費

計 4,761,466 △ 286,319 4,475,147 △ 112,207 △ 8,400 △ 79,305 △ 86,407

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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　第2款　総務費
　　第2項　徴税費 （単位　千円）

国　県
支出金

1
税務総務 300,815 0 300,815 △ 400 400 財源更正
費
2
市税等徴 101,030 0 101,030 △ 600 600 財源更正
収費

計 401,845 0 401,845 0 △ 1,000 0 1,000

　第2款　総務費
　　第4項　選挙費 （単位　千円）

国　県
支出金

6 11
むつ市議 67,986 △ 10,500 57,486 △ 10,500 需用費 △ 3,500 決算見込み
会議員一
般選挙費 12

役務費 △ 3,000

13
委託料 △ 3,000

14
使用料及 △ 1,000
び賃借料

計 202,341 △ 10,500 191,841 0 0 0 △ 10,500

　第3款　民生費
　　第1項　社会福祉費 （単位　千円）

国　県
支出金

1
社会福祉 299,905 0 299,905 △ 200 200 財源更正
総務費
2 19
障害福祉 2,056,079 △ 414 2,055,665 △ 414 負担金補 △ 414 決算見込み
費 助及び交

付金
4
民生社会 1,619 0 1,619 △ 5 5 財源更正
費
5
交通安全 11,622 0 11,622 △ 289 289 財源更正
対策費
6
交通広場 1,236 0 1,236 △ 44 44 財源更正
管理費
8 13
総合福祉 60,514 △ 4,500 56,014 △ 3,600 △ 900 委託料 △ 1,000 決算見込み
センター
管理費 15

工事請負 △ 3,500
費

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

節

特　定　財　源

地方債 その他

説　　　　　　　　　　明

金　額区　分

節
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

説　　　　　　　　　　明

節補　正　額　の　財　源　内　訳

補　正　額　の　財　源　内　訳

目

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

計補正額
補正前
の　額

一　般
財　源

目
補正前
の　額

補正額 計
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国　県
支出金

11 3
プレミア 104,877 △ 48,966 55,911 △ 48,966 0 職員手当 △ 546 決算見込み
ム付商品 等
券事業費 4

共済費 △ 31

7
賃金 △ 383

11
需用費 △ 532

12
役務費 △ 490

13
委託料 △ 6,830

19
負担金補 △ 40,154

助及び交
付金

計 2,568,561 △ 53,880 2,514,681 △ 48,966 △ 3,600 △ 538 △ 776

　第3款　民生費
　　第2項　老人福祉費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 13
老人福祉 1,252,805 △ 11,000 1,241,805 △ 3,322 △ 7,678 委託料 △ 5,500 決算見込み
総務費

20
扶助費 △ 5,500

計 1,266,725 △ 11,000 1,255,725 0 0 △ 3,322 △ 7,678

　第3款　民生費
　　第3項　児童福祉費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 13
児童福祉 289,742 △ 1,500 288,242 △ 1,500 委託料 △ 1,500 決算見込み
総務費
6 19
保育所費 2,193,818 △ 27,529 2,166,289 △ 12,801 △ 11,900 △ 2,828 負担金補 △ 27,529 決算見込み

助及び交
付金

8
キッズパ 8,201 0 8,201 100 △ 100 財源更正
ーク管理
費

計 3,611,461 △ 29,029 3,582,432 △ 12,801 △ 11,900 100 △ 4,428

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

節

計
特　定　財　源

一　般
財　源地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

目
補正前
の　額

補正額

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

補　正　額　の　財　源　内　訳
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　第3款　民生費
　　第4項　生活保護費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 20
扶助費 2,486,903 △ 119,000 2,367,903 15,560 △ 134,560 扶助費 △ 119,000 決算見込み

計 2,663,995 △ 119,000 2,544,995 0 0 15,560 △ 134,560

　第4款　衛生費
　　第1項　保健衛生費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 19
保健衛生 993,732 △ 2,170 991,562 20,238 △ 22,408 負担金補 △ 2,170 決算見込み
総務費 助及び交

付金
2 7
健康増進 101,958 △ 15,000 86,958 △ 15,000 賃金 △ 500 決算見込み
費

11
需用費 △ 500

13
委託料 △ 14,000

4 13
予防費 141,372 △ 12,400 128,972 △ 3,589 △ 8,811 委託料 △ 7,500 決算見込み

19
負担金補 △ 4,900
助及び交
付金

5 13
母子衛生 155,947 △ 26,000 129,947 △ 3,892 △ 22,108 委託料 △ 20,000 決算見込み
費

19
負担金補 △ 1,000
助及び交
付金
20
扶助費 △ 5,000

9 19
環境整備 6,403 △ 3,300 3,103 △ 1,002 △ 2,298 負担金補 △ 3,300 決算見込み
費 助及び交

付金

計 2,164,427 △ 58,870 2,105,557 11,755 0 0 △ 70,625

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補　正　額　の　財　源　内　訳

金　額
地方債 その他

補正額 計

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分
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　第4款　衛生費
　　第2項　清掃費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 11
じん芥処 1,998,034 △ 204,341 1,793,693 △ 1,140 △ 151,500 △ 51,701 需用費 △ 21,000 決算見込み
理費

13
委託料 △ 25,500

19
負担金補 △ 157,841

助及び交
付金

計 2,045,438 △ 204,341 1,841,097 △ 1,140 △ 151,500 0 △ 51,701

　第5款　労働費
　　第1項　労働諸費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 11
労働諸費 16,602 △ 3,264 13,338 △ 2,448 △ 816 需用費 △ 64 決算見込み

19
負担金補 △ 3,200
助及び交
付金

計 20,580 △ 3,264 17,316 △ 2,448 0 0 △ 816

　第6款　農林水産業費
　　第1項　農業費 （単位　千円）

国　県
支出金

3 19
農業振興 53,462 △ 11,429 42,033 △ 11,429 0 負担金補 △ 11,429 決算見込み
費 助及び交

付金
5 13
地積調査 11,840 △ 2,600 9,240 △ 2,937 337 委託料 △ 2,600 決算見込み
事業費

計 232,420 △ 14,029 218,391 △ 14,366 0 0 337

　第6款　農林水産業費
　　第2項　畜産業費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 25
畜産振興 31,461 △ 12,212 19,249 △ 12,212 0 積立金 △ 12,212 決算見込み
費

計 89,341 △ 12,212 77,129 0 0 △ 12,212 0

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

その他

その他

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

区　分 金　額
地方債

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

目
補正前
の　額

補正額 計

目
補正前
の　額

補正額 計 説　　　　　　　　　　明

－21－



　第6款　農林水産業費
　　第3項　林業費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 25
林業振興 17,209 11,062 28,271 11,062 積立金 11,062 森林環境譲与税基金積立
費 金

4 15
林道費 22,600 △ 1,500 21,100 △ 6,200 4,700 工事請負 △ 1,500 決算見込み

費

計 78,333 9,562 87,895 0 △ 6,200 0 15,762

　第6款　農林水産業費
　　第4項　水産業費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 19
水産振興 49,551 △ 4,364 45,187 △ 300 △ 6,214 2,150 負担金補 △ 4,364 決算見込み
費 助及び交

付金
3 13
漁港管理 17,308 △ 1,000 16,308 △ 1,100 100 委託料 △ 1,000 決算見込み
費
4
漁港施設 107,000 0 107,000 △ 6,100 6,100 財源更正
整備費
5 11
関根漁港 100,889 △ 5,000 95,889 △ 3,750 △ 1,600 350 需用費 △ 140 決算見込み
施設整備
費 13

委託料 △ 160

15
工事請負 △ 4,700
費

計 324,547 △ 10,364 314,183 △ 3,750 △ 9,100 △ 6,214 8,700

　第7款　商工費
　　第1項　商工費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 19
商工振興 255,700 △ 1,000 254,700 △ 2,292 1,292 負担金補 △ 1,000 決算見込み
費 助及び交

付金
3 13
観光費 134,045 △ 5,700 128,345 △ 2,160 △ 3,700 △ 1,885 2,045 委託料 △ 4,200 決算見込み

15
工事請負 △ 1,500
費

5 15
むつ来さ 76,224 △ 1,000 75,224 △ 1,500 500 工事請負 △ 1,000 決算見込み
まい館等 費
管理費
6
産業振興 24,397 0 24,397 △ 4,099 4,099 財源更正
費

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明一　般
財　源

区　分 金　額
地方債

説　　　　　　　　　　明

特　定　財　源
目

補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

その他

節

節

特　定　財　源
一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

補　正　額　の　財　源　内　訳

目
補正前
の　額

補正額 計 説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他
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国　県
支出金

7 13
北の防人 33,903 △ 1,000 32,903 △ 1,000 委託料 △ 1,000 決算見込み
管理費

計 659,673 △ 8,700 650,973 △ 2,160 △ 5,200 △ 8,276 6,936

　第8款　土木費
　　第2項　道路橋りょう費 （単位　千円）

国　県
支出金

1
道路橋り 49,086 0 49,086 △ 65 65 財源更正
ょう総務
費
2 13
土木維持 550,081 △ 20,000 530,081 △ 4,256 △ 24,900 9,156 委託料 △ 8,500 決算見込み
費

15
工事請負 △ 2,500
費
18
備品購入 △ 7,500
費
22
補償補て △ 1,500
ん及び賠
償金

4 15
道路新設 194,405 △ 17,500 176,905 5,025 △ 24,100 1,575 工事請負 △ 14,000 決算見込み
改良費 費

22
補償補て △ 3,500
ん及び賠
償金

計 800,329 △ 37,500 762,829 769 △ 49,000 △ 65 10,796

　第8款　土木費
　　第3項　河川費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 13
河川総務 26,916 △ 1,000 25,916 △ 1,000 委託料 △ 1,000 決算見込み
費
2 13
河川改修 43,600 △ 4,500 39,100 △ 4,500 0 委託料 △ 1,500 決算見込み
費

15
工事請負 △ 3,000
費

計 70,516 △ 5,500 65,016 0 △ 4,500 0 △ 1,000

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

補　正　額　の　財　源　内　訳

節

説　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　明
金　額

地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他
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　第8款　土木費
　　第5項　都市計画費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 15
都市計画 811,534 △ 1,000 810,534 △ 1,000 工事請負 △ 1,000 決算見込み
総務費 費
2 13
公園管理 37,287 △ 1,000 36,287 △ 800 △ 200 委託料 △ 1,000 決算見込み
費
3 13
駅前広場 4,824 △ 1,000 3,824 △ 1,000 委託料 △ 1,000 決算見込み
管理費
5 17
街路整備 93,010 △ 6,640 86,370 △ 6,400 △ 240 公有財産 △ 3,640 決算見込み
費 購入費

22
補償補て △ 3,000
ん及び賠
償金

7 15
コンパク 30,501 △ 11,500 19,001 △ 19,000 7,500 工事請負 △ 9,000 決算見込み
トシティ 費
推進費 17

公有財産 △ 1,000
購入費
19
負担金補 △ 1,500
助及び交
付金

計 1,063,596 △ 21,140 1,042,456 0 △ 26,200 0 5,060

　第8款　土木費
　　第6項　住宅費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 11
住宅管理 38,535 △ 10,278 28,257 △ 600 △ 2,500 △ 7,176 △ 2 需用費 △ 2,401 決算見込み
費

13
委託料 △ 3,078

15
工事請負 △ 3,889
費
18
備品購入 △ 910
費

2 13
市営住宅 107,129 △ 11,497 95,632 23,556 △ 35,200 147 委託料 △ 780 決算見込み
建設費

15
工事請負 △ 10,717

費

計 145,664 △ 21,775 123,889 22,956 △ 37,700 △ 7,176 145

目
補正前
の　額

補正額 説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

補　正　額　の　財　源　内　訳

計

目 説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

節

補正前
の　額

補正額
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　第9款　消防費
　　第1項　消防費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 19
常備消防 2,100,331 △ 48,244 2,052,087 △ 4,200 13,514 △ 57,558 負担金補 △ 48,244 決算見込み
費 助及び交

付金
2 13
非常備消 86,948 △ 1,723 85,225 △ 1,723 委託料 △ 1,723 決算見込み
防費
3
水防対策 128 0 128 △ 113 113 財源更正
費
4 13
防災対策 51,475 △ 1,500 49,975 △ 881 △ 4,660 4,041 委託料 △ 1,500 決算見込み
費
5 18
消防施設 33,421 △ 4,500 28,921 △ 5,900 3 1,397 備品購入 △ 4,500 決算見込み
整備費 費

計 2,272,303 △ 55,967 2,216,336 △ 881 △ 10,100 8,744 △ 53,730

　第10款　教育費
　　第1項　教育総務費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 13
事務局費 256,844 △ 500 256,344 9,036 △ 9,536 委託料 △ 500 決算見込み

3 11
義務教育 114,620 △ 912 113,708 8,082 △ 8,994 需用費 △ 10 決算見込み
振興費

19
負担金補 △ 902
助及び交
付金

5 20
学務管理 148,146 △ 12,853 135,293 △ 3,763 △ 9,090 扶助費 △ 9,000 奨学金貸付事業 6,167
費 　育英基金積立金

21
貸付金 △ 10,020 決算見込み

25
積立金 6,167

計 549,766 △ 14,265 535,501 0 0 13,355 △ 27,620

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

区　分 金　額
地方債 その他

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

目
補正前
の　額

補正額

－25－



　第10款　教育費
　　第2項　小学校費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 11
小学校管 298,724 △ 3,500 295,224 △ 1,480 △ 200 △ 1,820 需用費 △ 1,500 決算見込み
理費

13
委託料 △ 500

14
使用料及 △ 1,500
び賃借料

2
小学校教 7,954 0 7,954 △ 289 289 財源更正
育振興費

計 306,678 △ 3,500 303,178 △ 1,480 △ 200 △ 289 △ 1,531

　第10款　教育費
　　第3項　中学校費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 11
中学校管 281,654 △ 9,500 272,154 1,109 △ 300 △ 10,309 需用費 △ 2,000 決算見込み
理費

13
委託料 △ 1,000

14
使用料及 △ 6,500
び賃借料

2 18
中学校教 6,430 △ 500 5,930 △ 681 181 備品購入 △ 500 決算見込み
育振興費 費
3 15
関根中学 60,682 △ 6,000 54,682 △ 6,800 800 工事請負 △ 6,000
校建設費 費

計 348,766 △ 16,000 332,766 1,109 △ 7,100 △ 681 △ 9,328

　第10款　教育費
　　第4項　社会教育費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 15
公民館費 114,118 △ 1,000 113,118 △ 1,900 900 工事請負 △ 1,000 決算見込み

費

計 457,234 △ 1,000 456,234 0 △ 1,900 0 900

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額
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　第10款　教育費
　　第5項　保健体育費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 13
学校保健 30,409 △ 500 29,909 300 △ 800 委託料 △ 500 決算見込み
費
3 7
学校給食 151,123 △ 1,500 149,623 △ 2,000 500 賃金 △ 1,500 決算見込み
費
4
体育施設 145,397 0 145,397 △ 200 200 財源更正
管理費
6 18
ウェルネ 235,863 △ 1,500 234,363 △ 2,100 600 備品購入 △ 1,500 決算見込み
スパーク 費
管理費
8 12
体育館整 882,159 △ 2,000 880,159 △ 4,900 2,900 役務費 △ 2,000 決算見込み
備費

計 1,516,821 △ 5,500 1,511,321 △ 2,000 △ 7,200 300 3,400

　第11款　公債費
　　第1項　公債費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 23
元金 4,790,118 △ 2,500 4,787,618 △ 25,800 7,176 16,124 償還金利 △ 2,500 決算見込み

子及び割
引料

2 23
利子 189,054 △ 10,000 179,054 △ 10,000 償還金利 △ 10,000 決算見込み

子及び割
引料

計 4,979,172 △ 12,500 4,966,672 0 △ 25,800 7,176 6,124

　第12款　諸支出金
　　第1項　公営企業費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 19
公営企業 3,712,620 13,000 3,725,620 △ 7,800 20,800 負担金補 13,000 下北医療センター負担金 13,000
費 助及び交

付金 財源更正

計 3,712,620 13,000 3,725,620 0 △ 7,800 0 20,800

（単位　千円）

国　県
支出金

38,077,432 △ 1,002,093 37,075,339 △ 165,610 △ 374,400 △ 72,843 △ 389,240

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

地方債 その他
歳出合計

補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　定　財　源

一　般
財　源
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１．一　般　職
(1)総　　括

(2)給料及び職員手当等の増減額の明細

給　　与　　費　　明　　細　　書

区     分
職 員 数 給　　　　与　　　　費 共 済 費 合  　計

備　　考
(人) 報　酬(千円) 給 料(千円) 職員手当等(千円) 計（千円） (千円) (千円)

補 正 後
(9)

0 1,592,876 898,235 2,491,111 977,135 3,468,246
444

補 正 前
(9)

0 1,592,876 898,781 2,491,657 977,135 3,468,792
444

比　　較
(0)

0 0 △ 546 △ 546 0 △ 546
0

※　（　）内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

区　分
扶養手当 通勤手当 特殊勤務 管 理 職 期末手当 勤勉手当 寒 冷 地 住居手当 時 間 外 児童手当

手　　当 手　　当 手　　当 勤務手当
職　員 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 43,488 18,563 1,667 40,731 246,329 27,672 27,835 113,450 23,940

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

手当等

補正前 43,488 18,563 1,667 40,731 354,560

354,560

27,672 27,835 113,996 23,940
の内訳

△ 546 0

昇 給 に 伴 う

区分
増減額 増減事由別内訳

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　考
(千円) (千円)

0比　較 0 0 0 0 0 0

246,329

0

　時間外勤務手当

増　　加　　分

その他の増減分 0

職　員

手当等
△ 546

制度改正に伴う
増　　減　　分

0

その他の増減分 △ 546

給　料 0

0
給与改定に伴う
増　　減　　分

0
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（単位　千円）

4,787,618 36,414,822 △ 371,900 36,042,922合　　　計 35,942,114 35,938,505 5,266,435 △ 374,400 4,892,035 4,790,118 △ 2,500

852 852 2,575 0 2,575(６)教　　　　　育 4,275 3,427 0

0 0 0 0(５)商　　　　　工 0 0

1,017 1,017 2,559 0 2,559(４)土　　　　　木 4,588 3,576 0

0

0 0 0 0

2,720 3,360 0 3,360

(３)農 林 水 産 業 6,286 0 0

0 0 0 0 0(２)衛　　　　　生

0 0 0

(１)公　共　施　設 7,800 6,080 0 2,720

4,589 0 4,589 8,494 0 8,494２．災 害 復 旧 債 22,949 13,083

212,430 532 212,962 2,485,801 △ 47,732 2,438,069

00 0 0

(12)過　疎　対　策 2,183,918 2,336,031 362,200 △ 47,200 315,000

0

※参考普通債のうち

(11)辺　地　対　策

78,851 930,561 △ 7,800 922,761(10)公　営　企　業 1,168,261 923,712 85,700 △ 7,800 77,900 78,851

6,378,3311,271,600 762,626 △ 459 762,167 6,398,872 △ 20,541(９)教　　　　　育 5,711,592 5,868,898 1,292,600 △ 21,000

1,732,508 △ 15,330 1,717,178(８)消　　　　　防 1,379,799 1,404,800 438,500 △ 15,500 423,000 110,792 △ 170 110,622

152,259 1,315,523 △ 37,700 1,277,823(７)公　営　住　宅 1,361,057 1,322,082 145,700 △ 37,700 108,000 152,259

4,494,226524,700 519,106 △ 1,549 517,557 4,588,177 △ 93,951(６)土　　　　　木 4,394,734 4,487,083 620,200 △ 95,500

56,473 △ 5,200 51,273(５)商　　　　　工 55,188 46,384 19,000 △ 5,200 13,800 8,911 8,911

255,283 1,480,533 △ 15,300 1,465,233(４)農 林 水 産 業 1,791,541 1,646,116 89,700 △ 15,300 74,400 255,283

682,7090 70,230 70,230 834,209 △ 151,500(３)衛　　　　　生 802,353 752,939 151,500 △ 151,500

448,408 △ 15,440 432,968

4,892,035 4,785,529 △ 2,500 4,783,029 36,406,328 △ 371,900

(２)民　　　　　生 404,318 362,689 126,600 △ 15,500 111,100 40,881 △ 60 40,821

△ 262(１)総　　　　　務 18,850,322 19,110,719 2,296,935 △ 9,400 2,287,535 2,786,590

36,034,428

2,786,328 18,621,064 △ 9,138 18,611,926

１．普　 通 　債 35,919,165 35,925,422 5,266,435 △ 374,400

補　正　額 補正後の額
補正前の額 補　正　額 補正後の額 補正前の額 補　正　額 補正後の額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書　

区  　　　　分
前 々 年 度
末 現 在 高

前 年 度 末
現 在 高

当該年度中増減見込 当該年度末現在高見込額

当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額
補正前の額
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　　報告第１３号

 

令和２年度

む つ 市 一 般 会 計

む　つ　市

補 正 予 算 書



　令和２年度むつ市一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,391千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

　それぞれ36,361,391千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

　「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

令和２年度むつ市一般会計補正予算

－1－



第１表

１．歳　　入

19． 繰 入 金 1,282,730 11,391 1,294,121

１． 基 金 繰 入 金 1,282,489 11,391 1,293,880

36,350,000 11,391 36,361,391

２．歳　　出

７． 商 工 費 753,875 11,391 765,266

１． 商 工 費 753,875 11,391 765,266

36,350,000 11,391 36,361,391歳　   　出　   　合　   　計

歳　　　入　　　合　　　計

（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

歳　入　歳　出　予　算　補　正

（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計
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第２表

（追　加）

債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　度　額

中小企業経営安定化支援（特別枠）事業利子補給金
令和３年度から
令和12年度まで

１４，２０７千円

－3－



報告第１３号参考資料

一般会計補正予算に関する説明書



総　　括

（歳　　　入）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

17．

18．

19．

20．

21．

85,467

3,700

112,156

0

諸 収 入 2,422,296 0

129,134

193,300

36,361,391

0

0 263,669

112,156

1,294,12111,391

0 193,300

2,422,296

4,601,400 0 4,601,400

11,391歳　　入　　合　　計 36,350,000

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

1,282,730

263,669

県 支 出 金

国 庫 支 出 金

10,550,000

2,756,117

寄 附 金

繰 入 金

市 債

（単位　千円）

0

5,748,575

財 産 収 入

6,493,972 0

使 用 料 及 び 手 数 料

市 税

地 方 消 費 税 交 付 金

環 境 性 能 割 交 付 金

款

国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

9,455

35,600

0

35,600

補正前の予算額 補正予算額

260,000

9,100 9,100

30,000

計

0

260,000

1,300,000

34,529

5,748,575

0

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

30,000

9,455

0

0

0

0

0

2,756,117

85,467

34,529

1,300,000

10,550,000

3,700

6,493,972

129,134

0

0

法 人 事 業 税 交 付 金 28,800 0 28,800

0

－6－



（歳　　　出） （単位　千円）

国県支出金 地方債 その他

１． 議 会 費 250,128 0 250,128 0

２． 総 務 費 3,938,664 0 3,938,664

３． 民 生 費 9,861,421 0 9,861,421

４． 衛 生 費 4,042,394 0 4,042,394

５． 労 働 費 16,881 0 16,881 0

６． 農 林 水 産 業 費 795,453 0 795,453 0

７． 商 工 費 753,875 11,391 765,266 11,391

８． 土 木 費 1,584,325 0 1,584,325 0

９． 消 防 費 1,817,963 0 1,817,963 0

10． 教 育 費 3,200,558 0 3,200,558 0

11． 公 債 費 5,545,799 0 5,545,799 0

12． 諸 支 出 金 4,517,539 0 4,517,539 0

13． 予 備 費 25,000 0 25,000 0

36,350,000 11,391 36,361,391 0 0 0 11,391

款

歳　　出　　合　　計

補正予算額の財源内訳

特　定　財　源
一般財源

計
補正前の

予 算 額
補正予算額

－7－



歳入

　　第1項　基金繰入金 （単位　千円）

13 1
財政調整基 0 11,391 11,391 財政調整基 11,391 財政調整基金繰入金 11,391
金繰入金 金繰入金

計 1,282,489 11,391 1,293,880

（単位　千円）

36,350,000 11,391 36,361,391

計

歳入合計

補正前
の　額

補正額

　第19款　繰入金

目
補正前
の　額

補正額 計 説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

節

－8－



歳出

　第7款　商工費
　　第1項　商工費 （単位　千円）

国　県
支出金

8 18
新型コロ 0 11,391 11,391 11,391 負担金補 11,391 中小企業経営安定化支援
ナウイル 助及び交 （特別枠）事業
ス感染症 付金
対策費

計 753,875 11,391 765,266 0 0 0 11,391

（単位　千円）

国　県
支出金

36,350,000 11,391 36,361,391 0 0 0 11,391

歳出合計

補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　定　財　源

一　般
財　源地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

－9－



(単位　千円）

国　県
支出金

14,207 14,207

（産業雇用政策課）

中小企業経営安定化支援（特別
枠）事業利子補給金

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支
出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

事　　　　　　　項 限 度 額

前年度までの 当該年度以降 左の財源内訳
支出(見込)額 の支出予定額

一般財源
期　　間 金　額 期　　間 金　額 地方債

特 定 財 源

その他

令和３年度
から令和12
年度まで

限度額に
同じ

－10－



　　報告第１５号

 

令和２年度

む つ 市 一 般 会 計

む　つ　市

補 正 予 算 書



　令和２年度むつ市一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ53,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

　それぞれ42,044,891千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

　「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和２年度むつ市一般会計補正予算

－1－



第１表

１．歳　　入

15． 国 庫 支 出 金 12,123,972 53,500 12,177,472

２． 国 庫 補 助 金 7,827,489 53,500 7,880,989

41,991,391 53,500 42,044,891

２．歳　　出

３． 民 生 費 15,491,421 53,500 15,544,921

１． 社 会 福 祉 費 8,039,523 53,500 8,093,023

41,991,391 53,500 42,044,891

歳　入　歳　出　予　算　補　正

（単位　千円）

（単位　千円）

補 正 額

計

計

補 正 額款

款

歳　   　出　   　合　   　計

項

補正前の額項

歳　　　入　　　合　　　計

補正前の額

－2－



報告第１５号参考資料

一般会計補正予算に関する説明書



総　　括

（歳　　　入）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

17．

18．

19．

20．

21．

繰 入 金 1,294,121 0 1,294,121

0

01,300,000

28,800

85,467

28,800

34,529

10,550,000

263,669

3,700

1,300,000

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

30,000

9,455

0

0

30,000

補正前の予算額 補正予算額

260,000

9,100 9,100

計

0

260,000

5,748,5750

0

（単位　千円）

0

5,748,575

県 支 出 金

263,669 0

分 担 金 及 び 負 担 金

市 税

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

款

環 境 性 能 割 交 付 金

国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

9,455

53,500歳　　入　　合　　計 41,991,391

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

193,300

129,134

国 庫 支 出 金

使 用 料 及 び 手 数 料

34,529

12,123,972

諸 収 入

財 産 収 入

市 債

寄 附 金

3,700

2,422,296

112,156

42,044,891

0

0 129,134

2,756,117

193,300

2,422,296

0

0 112,156

4,601,400 0 4,601,400

35,600

10,550,000

2,756,117

0

0

12,177,472

35,600

85,467

0

53,500

0

0

－4－



（歳　　　出） （単位　千円）

国県支出金 地方債 その他

１． 議 会 費 0 250,128 0

２． 総 務 費 0 3,938,664 0

３． 民 生 費 53,500 15,544,921 53,500 0

４． 衛 生 費 0 4,042,394 0

５． 労 働 費 0 16,881 0

６． 農 林 水 産 業 費 0 795,453 0

７． 商 工 費 0 765,266 0

８． 土 木 費 0 1,584,325 0

９． 消 防 費 0 1,817,963 0

10． 教 育 費 0 3,200,558 0

11． 公 債 費 0 5,545,799 0

12． 諸 支 出 金 0 4,517,539 0

13． 予 備 費 0 25,000 0

53,500 42,044,891 53,500 0 0 041,991,391

款

歳　　出　　合　　計

25,000

4,042,394

795,453

1,584,325

5,545,799

4,517,539

765,266

3,200,558

1,817,963

16,881

補正予算額の財源内訳

特　定　財　源
一般財源

15,491,421

250,128

計
補正前の

予 算 額
補正予算額

3,938,664

－5－



歳入

　　第2項　国庫補助金 （単位　千円）

2 1
民生費国庫 5,782,752 53,500 5,836,252 社会福祉費 53,500 特別定額給付金給付事務費補助金 53,500
補助金 補助金

計 7,827,489 53,500 7,880,989

（単位　千円）

41,991,391 53,500 42,044,891

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

節
計

　第15款　国庫支出金

目
補正前
の　額

補正額

歳入合計

補正前
の　額

補正額 計

－6－



歳出

　第3款　民生費
　　第1項　社会福祉費 （単位　千円）

国　県
支出金

11 1
新型コロ 5,630,000 53,500 5,683,500 53,500 0 報酬 707 特別定額給付金給付事務
ナウイル 費 53,500
ス感染症 3
対策費 職員手当 25,119

等
4
共済費 106

8
旅費 6

10
需用費 7,109

11
役務費 11,369

12
委託料 6,810

13
使用料及 2,274
び賃借料

計 8,039,523 53,500 8,093,023 53,500 0 0 0

（単位　千円）

国　県
支出金

41,991,391 53,500 42,044,891 53,500 0 0 0

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

節

地方債 その他
歳出合計

補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　定　財　源

一　般
財　源

－7－



１．一　般　職
(1)総　　括

　職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

　ア　会計年度任用職員以外の職員

　イ　会計年度任用職員

　当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

※　（　）内は、会計年度任用職員のうち、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間

0 0 0

の内訳

比　較 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4,369 0

手当等

補正前 0 4,479 0 0 40,151 0

0 0 0 4,369 0補正後 0 4,479 0 0 40,151

職　員 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手　　当 勤務手当

(千円) (千円) (千円)
区　分

寒 冷 地 住居手当 時 間 外 児童手当
手　　当 手　　当

扶養手当 通勤手当 特殊勤務 管 理 職 期末手当 勤勉手当

92,187 721,617
0

補 正 前
(557)

422,632 157,092 48,999 628,723

補 正 後
(559)

423,339 157,092 48,999 629,430

92,081 720,804
0

比　　較
(2)

707

区     分
職 員 数 給　　　　与　　　　費 共 済 費 合  　計

0 0 707 106 813
0

備　　考
(人) 報　酬(千円) 給 料(千円) 職員手当等(千円) 計（千円） (千円) (千円)

31,000 94,408 23,430

0 25,119 0

※　（　）内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

比　較 0 0 0 0 0 0 0

28,216

手当等

補正前 45,720 20,096 1,746 38,175 368,965 257,779

257,779 28,216 31,000 119,527 23,430補正後 45,720 20,096 1,746 38,175 368,965

の内訳

職　員 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手　　当 勤務手当

(千円) (千円) (千円)

25,119
0

区　分
扶養手当 通勤手当 特殊勤務 管 理 職 期末手当 勤勉手当 寒 冷 地 住居手当 時 間 外 児童手当

手　　当 手　　当

452

比　　較
(0)

0 25,119 25,119

452

補 正 前
(14)

1,646,389 909,535 2,555,924 893,960 3,449,884

補 正 後
(14)

1,646,389 934,654 2,581,043 893,960 3,475,003

0

0 25,119 0

の内訳

比　較 0 0 0 0 0 0 0

28,216 31,000 98,777 23,430

※　（　）内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員のうち、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する

区     分
職 員 数 給　　　　与　　　　費 共 済 費 合  　計

備　　考
(人) 給 料(千円) 職員手当等(千円) 計（千円） (千円) (千円)

手当等

補正前 45,720 24,575 1,746 38,175 409,116 257,779

257,779 28,216 31,000 123,896 23,430補正後 45,720 24,575 1,746 38,175 409,116

職　員 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手　　当 勤務手当

(千円) (千円) (千円)
区　分

寒 冷 地 住居手当 時 間 外 児童手当
手　　当 手　　当

扶養手当 通勤手当 特殊勤務 管 理 職 期末手当 勤勉手当

986,147 4,196,620
452

補 正 前
(571)

422,632 1,803,481 958,534 3,184,647

補 正 後
(573)

423,339 1,803,481 983,653 3,210,473

986,041 4,170,688
452

比　　較
(2)

707

給　　与　　費　　明　　細　　書

0 25,119 25,826 106 25,932
0

区     分
職 員 数 給　　　　与　　　　費 共 済 費 合  　計

備　　考
(人) 報　酬(千円) 給 料(千円) 職員手当等(千円) 計（千円） (千円) (千円)

－8－



(2)報酬、給料及び職員手当等の増減額の明細

・職員の異動状況
会計年度任用職員

人
人
人

・会計年度任用職員以外の職員
25,119

会 計 年 度 任 用
職員制度に伴う
増 減 分

0

25,119
時間外勤務手当

その他の増減分

増　　減　　分

会 計 年 度 任 用
職員制度に伴う
増 減 分

0

職　員

手当等
25,119

制度改正に伴う
増　　減　　分

0

給　料 0

給与改定に伴う

その他の増減分

区分
増減額 増減事由別内訳

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　考
(千円) (千円)

0

昇 給 に 伴 う
0

増　　加　　分

0

報　酬 707
会 計 年 度 任 用
職員制度に伴う
増 減 分

707 補正後 410
補正前 408
比較 2

－9－



むつ市議会第２４４回定例会

条例の一部改正議案参考資料新旧対照表（２）
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1

議案第３８号参考資料

むつ市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

項 名称 金額 項 名称 金額

（略） （略）

２６ （略） ２６ （略）

２７ 通知カード再交付手数料 １枚につき ５００円

２７～３５ （略） ２８～３６ （略）
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議案第３９号参考資料

むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

７ この条例において「医療機関等」とは、健康保険法第６３条第３項第１号

に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにその他の病院、診療所及び薬局

をいう。

（医療費の給付） （医療費の給付）

第５条 医療費の給付額は、第２条第６項に規定する額とする。 第５条 医療費の給付額は、第２条第６項に規定する額とし、現に医療費を負

担した父、母又は養育者に給付する。

２ 医療費は、前条の規定による資格証の交付を受けた父、母又は養育者（以

下「受給資格者」という。）に対して給付する。

３ 市長は、前項の規定にかかわらず、給付対象者である児童の医療費につい

ては、当該児童が療養の給付を受けた医療機関等から請求があったときは、

青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通

じて当該医療機関等に支払うものとする。

４ 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、医療費の

給付があったものとみなす。

５ 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日の翌 ２ 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日の翌

日から医療費を給付しない。 日から医療費を給付しない。
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⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

（医療費の給付申請） （医療費の給付申請）

第６条 受給資格者は、医療費の給付を受けようとするときは、規則で定める 第６条 父、母又は養育者は、医療費の給付を受けようとするときは、規則で

ところにより、市長に申請しなければならない。 定めるところにより、市長に申請しなければならない。

（届出の義務） （届出の義務）

第７条 受給資格者は、給付対象者の住所、氏名その他市長が別に定める事項 第７条 父、母又は養育者は、給付対象者の住所、氏名その他市長が別に定め

について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由 る事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支

が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出な 給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届

ければならない。 け出なければならない。

（報告等） （報告等）

第１１条 市長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、受給資格 第１１条 市長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、父、母又

者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。 は養育者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。
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議案第４０号参考資料

むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（趣旨） （設置）

第１条 この条例は、卸売市場法（昭和４６年法律第３５号。以下「法」とい 第１条 卸売市場法（昭和４６年法律第３５号。以下「法」という。）の規定

う。）の規定に基づく地方卸売市場として魚市場を設置し、その管理運営に に基づく地方卸売市場として魚市場を設置する。

ついて必要な事項を定めるものとする。

（業務運営の基本原則）

第１条の２ 市長は、魚市場の業務運営に関し、出荷者、卸売業者、買受人そ

の他の魚市場において売買取引を行う者（以下「取引参加者」という。）に

対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

（取扱品目） （取扱品目）

第３条 魚市場において取り扱う品目（以下「魚介藻類」という。）は、次の 第３条 魚市場において取り扱う品目（以下「魚介そう類」という。）は、次

とおりとする。 のとおりとする。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 海藻類及び海獣肉 ⑶ 海そう類及び海獣肉

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略）

（卸売業者） （卸売業者）

第４条 この条例において「卸売業者」とは、卸売業務を行うことについて、 第４条 この条例において「卸売業者」とは、卸売業務を行うことについて、

別の定めにより市長の承認を受けた者をいう。 法第５８条第１項の規定により青森県知事の許可を受けた者をいう。

（卸売の相手方の制限） （卸売の相手方の制限）

第６条 卸売業者は、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただ 第６条 卸売業者は、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただ
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し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 魚市場に出荷された魚介藻類が魚市場の買受人にとって品目又は品質が ⑵ 魚市場に出荷された魚介そう類が魚市場の買受人にとって品目又は品質

特殊であるため残品を生ずるおそれがあるとき。 が特殊であるため残品を生ずるおそれがあるとき。

⑶ （略） ⑶ （略）

（保証金） （保証金）

第７条 卸売業者は、卸売業務を行うことについて市長の承認を受けた日から 第７条 卸売業者は、青森県知事から卸売業務の許可の交付を受けた日から

１５日以内に市長の定める様式による誓約書を添えて、保証金を市長に納付 １５日以内に市長の定める様式による誓約書を添えて、保証金を市長に納付

しなければならない。 しなければならない。

２～６ （略） ２～６ （略）

（卸売数量等の報告及び公表） （報告）

第８条 卸売業者は、毎開場日、その日に取り扱う魚介藻類の主要な品目の卸 第８条 卸売業者は、毎日取扱いした魚介そう類の数量及び卸売価格（消費税

売予定数量を、販売開始時刻までに市長に報告しなければならない。 額及び地方消費税額を含む。）等を速やかに市長に報告しなければならな

い。

２ 卸売業者は、毎開場日、取扱いした魚介藻類の数量、卸売金額（せり売、

入札等に係る金額に当該金額の消費税額及び地方消費税額に相当する額を加

えた金額をいう。以下この条、第３３条及び別表において同じ。）等を速や

かに市長に報告しなければならない。

３ 卸売業者は、毎月１０日までに前月分の卸売をした魚介藻類の数量及び卸 ２ 卸売業者は、毎月１０日までに前月分の卸売をした物品の数量及び卸売金

売金額を市長に報告しなければならない。 額（せり売り、入札又は相対取引に係る価格に、当該価格に消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）第２９条に規定する税率及び当該税率に地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する税率を乗じて得た

率を合計した率（以下「消費税相当率」という。）を乗じて得た額に相当す

る金額を加えた金額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨
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てる。）をいう。以下同じ。）を市長に報告しなければならない。

４ 卸売業者は、第１項及び第２項の規定による報告を行ったときは、速やか

にその報告内容を公表しなければならない。

５ 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等

がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額（第

２８条の４の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係る

ものに限る。）を公表するものとする。

６ 市長は、第１項及び第２項の規定による報告に基づき、魚市場における毎

開場日の卸売の予定数量並びに卸売の数量及び卸売金額を公表するものとす

る。

７ 市長は、第１項から第３項までの規定による報告のほか、卸売業務につい ３ 市長は、前２項の報告のほか、卸売業務について必要な報告を求めること

て必要な報告を求めることができる。 ができる。

（卸売業者の事業報告書の作成等） （決算書類の提出）

第９条 卸売業者は、卸売市場法施行規則（昭和４６年農林省令第５２号）第 第９条 卸売業者は、決算期ごとに遅滞なく決算に関する書類を市長に提出し

２１条第１項に規定するところにより、事業年度ごとに事業報告書を作成 なければならない。

し、当該事業年度経過後９０日以内に市長に提出しなければならない。

２ 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告

書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、１年間主たる事務所に

備えて置かなければならない。

３ 卸売業者は、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げ

る場合を除きこれを拒んではならない。

⑴ 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがな

いと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

⑵ 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する
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目的以外の目的による閲覧の申出がなされたと認められる場合

⑶ 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

４ 市長は、第１項の事業報告書のほか、卸売業務に関し必要な資料の提出を ２ 市長は、前項の提出書類のほか、卸売業務に関し必要な資料の提出を求め

求めることができる。 ることができる。

（委託者への通知） （委託者への通知）

第１５条 卸売業者は、魚介藻類の販売を委託する者（以下「委託者」とい 第１５条 卸売業者は、受託魚介そう類を受領したときは、委託する者に対し

う。）から当該魚介藻類を受領したときは、委託者に対し直ちにその魚介藻 直ちにその魚介そう類の種類、数量、品質及び受領日時を通知しなければな

類の種類、数量、品質及び受領日時を通知しなければならない。ただし、受 らない。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を交付する場合は、この限り

領の翌日までに売買仕切書を交付する場合は、この限りでない。 でない。

（買受人） （買受人）

第１７条 この条例において「買受人」とは、卸売業者から魚介藻類を買受け 第１７条 この条例において「買受人」とは、卸売業者から魚介そう類を買受

する者をいう。 けする者をいう。

２ （略） ２ （略）

（行為の禁止） （行為の禁止）

第２３条 買受人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認 第２３条 買受人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認

を受けた場合は、この限りでない。 を受けた場合は、この限りでない。

⑴ 魚介藻類の販売の委託を受けること。 ⑴ 魚介そう類の販売の委託を受けること。

⑵ 魚介藻類を卸売業者以外の者から買い受けること。 ⑵ 魚介そう類を卸売人以外の者から買い受けること。

（開場の時間） （開場の時間）

第２８条 （略） 第２８条 （略）

（売買取引の原則）

第２８条の２ 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければなら

ない。

（卸売業者による差別的取扱いの禁止）
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第２８条の３ 卸売業者は、卸売業務に関し、出荷者又は買受人に対して、不

当に差別的な取扱いをしてはならない。

（卸売業者による売買取引の条件の公表）

第２８条の４ 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用

その他の適切な方法により公表しなければならない。

⑴ 営業日及び営業時間

⑵ 取扱品目

⑶ 魚介藻類の引渡しの方法

⑷ 委託手数料その他の魚介藻類の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する

費用の種類、内容及びその額

⑸ 魚介藻類の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

⑹ 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額（その交付の基準

を含む。）

（売買取引の方法） （売買取引の方法）

第２９条 卸売業者は、魚市場において行う魚介藻類の卸売については、せり 第２９条 卸売業者は、魚市場において行う魚介そう類の卸売については、せ

売又は入札の方法によらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに り売又は入札の方法によらなければならない。ただし、次の各号のいずれか

該当するときは、相対による取引の方法（一の卸売業者と一の卸売の相手方 に該当するときは、相対による取引の方法（１の卸売業者と１の卸売の相手

が個別に売買取引を行う方法をいう。以下同じ。）によることができるもの 方が個別に売買取引を行う方法をいう。以下同じ。）によることができるも

とする。 のとする。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷ せり売又は入札の方法により卸売に付しても買受人がないとき、又は卸 ⑷ せり売り又は入札の方法により卸売に付しても買受人がないとき、又は

売により生じた残品の卸売をするとき。 卸売により生じた残品の卸売をするとき。

⑸ 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確 ⑸ 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確

保した魚介藻類の卸売をするとき。 保した魚介そう類の卸売をするとき。
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⑹・⑺ （略） ⑹・⑺ （略）

２ （略） ２ （略）

（委託手数料） （委託手数料）

第３２条 卸売業者が委託者から収受する委託手数料は、規則で定める。 第３２条 卸売業者が魚介そう類の販売の委託をした者（以下「委託者」とい

う。）から収受する委託手数料は、規則で定める。

（卸売物品の引取り）

第３３条 買受人は、売買が成立したときは、直ちにその買受品を引き取らな 第３３条 削除

ければならない。

２ 卸売業者は、正当な理由がなく買受人が買受品の引取りを怠ったと認めら

れるときは、当該買受人の費用でその買受品を保管し、又は催告しないで売

買を解除して他の者に再卸売をすることができる。

３ 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売した場合において、当該卸売

金額が前項の買受人に対する卸売金額より低いときは、その差額を当該買受

人に請求することができる。

（売買仕切書の交付及び仕切金の支払） （卸売物品の引取り）

第３４条 卸売業者は、委託を受けた魚介藻類を販売したときは、当該委託者 第３４条 買受人は、売買が成立したときは、直ちにその買受品を引き取らな

に対して、その販売をした日から当事者間で決定した期日までに、その売買 ければならない。

仕切書を交付し、及び仕切金（消費税額及び地方消費税額に相当する額を含 ２ 買受人が買受品の引取りを怠ったと認められるときは、卸売業者は買受人

む。）を支払わなければならない。 の費用でその買受品を保管し、又は催告しないで売買を解除して他の者に再

２ 卸売業者は、前項の仕切金を、現金又は口座振替その他の送金の方法によ 卸売をすることができる。

り支払わなければならない。 ３ 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売した場合において、その卸売

価格（せり売、入札又は相対取引に係る価格に、当該価格に消費税相当率を

乗じて得た額に相当する金額を加えた価格（その額に１円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てる。）をいう。以下同じ。）が当該物品の引取りを
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怠った買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を同項の当該引取

りを怠った買受人に請求することができる。

（買受品代金の支払） （売買の差止め）

第３５条 売買取引により魚介藻類の買受けをした者は、買い受けた額に当該 第３５条 市長は、売買取引が次の各号のいずれかに該当するときは、その売

額の消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額を当該魚介藻類の引 買に対し差止め又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

渡しを受けた日から当事者間で決定した支払期日までに卸売業者に対して支 ⑴ せり又は入札の場合に談合その他不正の行為があると認めるとき。

払わなければならない。 ⑵ 不当な値段を生じたとき、又は生じるおそれがあると認めるとき。

２ 前項の規定による支払は、現金、送金その他の方法により行わなければな ⑶ その他売買取引上、不適当と認めるとき。

らない。ただし、卸売業者が市長の承認を受けて特別に支払方法を定めたと

きは、この限りでない。

（売買取引の差止め等）

第３６条 市長は、売買取引が次の各号のいずれかに該当するときは、当該売 第３６条 削除

買に対し、その差止め又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

⑴ せり又は入札の場合に談合その他不正の行為があると認めるとき。

⑵ 不当な価格を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

⑶ その他売買取引上、不適当と認めるとき。

（搬入の禁止） （搬入の禁止）

第５１条 市長は、公益上又は衛生上必要があると認めるときは魚介藻類の搬 第５１条 市長は、公益上又は衛生上必要があると認めるときは魚介そう類の

入を禁じ、又は魚市場外に撤去を命ずることができる。 搬入を禁じ、又は魚市場外に撤去を命ずることができる。

（読替規定） （読替規定）

第６３条 指定管理者が魚市場の管理を行う場合における第１条の２、第８ 第６３条 指定管理者が魚市場の管理を行う場合における第８条、第３８条、

条、第３６条、第３８条、第４０条から第４２条まで、第４４条、第４５ 第４０条から第４２条まで、第４４条、第４５条、第４９条及び第５１条の

条、第４９条及び第５１条の規定の適用については、これらの規定中「市 規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」

長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とす と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
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る。

（過料） （過料）

第６５条 （略） 第６５条 （略）

２ 卸売業者以外の者が魚市場内で次の各号のいずれかに該当する行為をした ２ 卸売業者以外の者が魚市場内で次の各号のいずれかに該当する行為をした

ときは、販売金額（消費税額及び地方消費税額を含むこととする。）の８０ ときは、販売金額（消費税額及び地方消費税額を含むこととする。）の８０

パーセント以内の使用料を徴収する。ただし、卸売業者の申請により必要が ％以内の使用料を徴収する。ただし、卸売業者の申請により必要があると認

あると認める場合は、この限りでない。 める場合は、この限りでない。

⑴ 魚介藻類の販売をしたとき、又は委託を受けたとき。 ⑴ 魚介そう類の販売をしたとき、又は委託を受けたとき。

⑵ 魚介藻類を買い受け、又はその委託を受けたとき。 ⑵ 魚介そう類を買い受け、又はその委託を受けたとき。

⑶ 魚介藻類を場外へ搬出しようとするとき。 ⑶ 魚介そう類を場外へ搬出しようとするとき。

別表（第４６条関係） 別表（第４６条関係）

種類 区分 使用料 納期限 種類 区分 使用料 納期限

卸売場 （略） 卸売場 （略）

塩干冷凍魚介類、海藻類 （略） 塩干冷凍魚介類、海そう （略）

及び海獣肉、加工水産物 類及び海獣肉、加工水産

その他の水産物 物その他の水産物

（略） （略）
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議案第４１号参考資料

むつ市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例附則第２項による改正（むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正新旧対照表）

改 正 案 現 行

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

区 分 報 酬 の 額 費用弁償の額 区 分 報 酬 の 額 費用弁償の額

（略） （略）

民生委員推薦会委員 民生委員推薦会委員

勤労青少年ホーム運営委員会委員

（略） （略）
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報告第８号参考資料

むつ市税条例等の一部を改正する条例

第１条のむつ市税条例の一部改正新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲）

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税（第２号に該 第１２条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税（第２号に該

当する者にあっては、第３５条の２の規定により課する所得割（以下「分離 当する者にあっては、第３５条の２の規定により課する所得割（以下「分離

課税に係る所得割」という。）を除く。）を課さない。ただし、法の施行地 課税に係る所得割」という。）を除く。）を課さない。ただし、法の施行地

に住所を有しない者については、この限りでない。 に住所を有しない者については、この限りでない。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親（これらの者の前年の合計所得金 ⑵ 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が

額が１３５万円を超える場合を除く。） １３５万円を超える場合を除く。）

２ （略） ２ （略）

（所得控除） （所得控除）

第１８条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号のいずれか 第１８条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号のいずれか

に掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３項から第１１項までの に掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３項から第１２項までの

規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済 規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済

等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦 等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦

控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除 （寡夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶

額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が２，５００万円以下である所得 養控除額を、前年の合計所得金額が２，５００万円以下である所得割の納税

割の納税義務者については、同条第２項、第６項及び第１１項の規定により 義務者については、同条第２項、第７項及び第１２項の規定により基礎控除

基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退 額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金
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職所得金額又は山林所得金額から控除する。 額又は山林所得金額から控除する。

（市民税の申告） （市民税の申告）

第２０条の２ 第１１条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、施行 第２０条の２ 第１１条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、施行

規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなければならな 規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告 い。ただし、法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告

書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在にお 書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以 いて給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年 外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８ 金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８

条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命 条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命

保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所 保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所

得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るもの 得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るもの

を除く。）若しくは法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額の控除又 を除く。）若しくは法第３１４条の２第５項に規定する扶養控除額の控除又

はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第 はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第

８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは ８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは

雑損失の金額の控除若しくは第１８条の７の規定により控除すべき金額（以 雑損失の金額の控除若しくは第１８条の７の規定により控除すべき金額（以

下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようとする 下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようとする

ものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった ものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった

者」という。）及び第１２条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１ 者」という。）及び第１２条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１

項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）については、この限りでない。 項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）については、この限りでない。

２～９ （略） ２～９ （略）

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書）

第２０条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申 第２０条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」とい 告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」とい
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う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同 う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同

項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」とい 項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、市長に提出しなければならない。 由して、市長に提出しなければならない。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

⑶ （略） ⑷ （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書）

第２０条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定す 第２０条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定す る申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。 る公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、 以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者（以下この条において 扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者

「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書 である者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内に住

の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金 所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条

等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年 の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金

最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところ 等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日ま

により、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由 でに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書

して、市長に提出しなければならない。 を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

⑶ （略） ⑷ （略）
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２～５ （略） ２～５ （略）

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付）

第３２条 （略） 第３２条 （略）

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下こ ２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下こ

の条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７第５ の条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７第４

項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を受け 項及び第１０項又は第６８条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を受け

る場合には、法第３２１条の８第２４項及び令第４８条の１２の２に規定す る場合には、法第３２１条の８第２４項及び令第４８条の１２の２に規定す

るところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割 るところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割

額から控除する。 額から控除する。

３～１７ （略） ３～１７ （略）

（固定資産税の納税義務者等） （固定資産税の納税義務者等）

第３６条 （略） 第３６条 （略）

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台 ２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台

帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭 帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭

和３７年法律第６９号）第２条第３項の専有部分の属する家屋（同法第４条 和３７年法律第６９号）第２条第３項の専有部分の属する家屋（同法第４条

第２項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。）については、当 第２項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。）については、当

該家屋に係る同法第２条第２項の区分所有者（以下「区分所有者」とい 該家屋に係る同法第２条第２項の区分所有者（以下「区分所有者」とい

う。）とする。以下固定資産税について同様とする。）として登記又は登録 う。）とする。以下固定資産税について同様とする。）として登記又は登録

がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がさ されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されて

れている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記 いる個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は

又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として 登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記さ

登記されている法第３４８条第１項の者が同日前に所有者でなくなっている れている法第３４８条第１項の者が同日前に所有者でなくなっているとき

ときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。 は、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。

３ （略） ３ （略）
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４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明で ４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明

ある場合には、その使用者を所有者とみなし、固定資産課税台帳に登録し、 である場合においては、その使用者を所有者とみなし、これを固定資産課税

その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該 台帳に登録し、その者に固定資産税を課する。

登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなけ

ればならない。

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存

在が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所

有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する

ことができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、

あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

６ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理事業 ５ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理事業

（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第 （密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第

４９号）第４６条第１項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密 ４９号）第４６条第１項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密

集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第４５条第１項第１号 集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第４５条第１項第１号

の事業を含む。以下この項において同じ。）又は土地改良法（昭和２４年法 の事業を含む。以下この項において同じ。）又は土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若し 律第１９５号）による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若し

くは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、 くは規約等の定めるところによって仮換地、一時利用地その他の仮に使用

若しくは収益することができる土地（以下この項において「仮換地等」と総 し、若しくは収益することができる土地（以下この項において「仮換地等」

称する。）の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業 と総称する。）の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理

の施行者が同法第１００条の２（密集市街地における防災街区の整備の促進 事業の施行者が同法第１００条の２（密集市街地における防災街区の整備の

に関する法律第４６条第１項において適用する場合を含む。）の規定により 促進に関する法律第４６条第１項において適用する場合を含む。）の規定に

管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの（以下この項におい よって管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの（以下この項

て「仮使用地」という。）がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地につ において「仮使用地」という。）がある場合においては、当該仮換地等又は

いて使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告 仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換
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がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあって 地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換

は当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳 地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地

に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあっては 補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって、仮使用地

土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者を にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地

もって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第１項の所有者とみな の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第１項の所有

し、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換 者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった

地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者とし 日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所

て登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該 有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をも

換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。 って当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなす。

７ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２３条第１項の規定により ６ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２３条第１項の規定によっ

使用する埋立地若しくは干拓地（以下この項において「埋立地等」とい て使用する埋立地若しくは干拓地（以下この項において「埋立地等」とい

う。）又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等（同法第４２条 う。）又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等（同法第４２

第２項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同 条第２項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同

じ。）で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用さ じ。）で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用さ

れているもの（埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを れているもの（埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを

除く。）については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋 除く。）については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋

立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併 立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併

特例区（以下この項において「都道府県等」という。）以外の者が同法第 特例区（以下この項において「都道府県等」という。）以外の者が同法第

２３条第１項の規定により使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使 ２３条第１項の規定によって使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を

用する者をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなし、都道府県等 使用する者をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなし、都道府県

が同条第１項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成 等が同条第１項の規定によって使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によっ

する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又 て造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府

は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者（土 県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する

地改良法第８７条の２第１項の規定により国又は都道府県が行う同項第１号 者（土地改良法第８７条の２第１項の規定により国又は都道府県が行う同項
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の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第４９条の３に規定する 第１号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第４９条の２に規

ものを除く。）をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなすことが 定するものを除く。）をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみな

できる。 す。

８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第１０ ７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第１０

条の２の１５で定めるものを含む。）であって、家屋の所有者以外の者がそ 条の２の１２で定めるものを含む。）であって、家屋の所有者以外の者がそ

の事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合した の事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合した

ことにより家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この項において ことにより家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この項において

「特定附帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事業の用に供 「特定附帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事業の用に供

することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第１項 することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第１項

の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の

資産とみなして固定資産税を課する。 資産とみなして固定資産税を課する。

（固定資産税の課税標準） （固定資産税の課税標準）

第４３条 （略） 第４３条 （略）

２～８ （略） ２～８ （略）

９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第１項に規定する住宅用地をいう。以下 ９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第１項に規定する住宅用地をいう。以下

この条及び第５４条の２において同じ。）に対して課する固定資産税の課税 この条及び第５４条の２において同じ。）に対して課する固定資産税の課税

標準は、第１項から第６項まで及び法第３４９条の３第１１項の規定にかか 標準は、第１項から第６項まで及び法第３４９条の３第１２項の規定にかか

わらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の わらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の

１の額とする。 １の額とする。

１０ 小規模住宅用地（法第３４９条の３の２第２項に規定する小規模住宅用 １０ 小規模住宅用地（法第３４９条の３の２第２項に規定する小規模住宅用

地をいう。以下この項において同じ。）に対して課する固定資産税の課税標 地をいう。以下この項において同じ。）に対して課する固定資産税の課税標

準は、第１項から第６項まで及び前項並びに法第３４９条の３第１１項の規 準は、第１項から第６項まで及び前項並びに法第３４９条の３第１２項の規

定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべ 定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべ

き価格の６分の１の額とする。 き価格の６分の１の額とする。
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（法第３４９条の３第２７項等の条例で定める割合） （法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合）

第４３条の２ 法第３４９条の３第２７項に規定する市町村の条例で定める割 第４３条の２ 法第３４９条の３第２８項に規定する市町村の条例で定める割

合は２分の１とする。 合は２分の１とする。

２ 法第３４９条の３第２８項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の ２ 法第３４９条の３第２９項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 １とする。

３ 法第３４９条の３第２９項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の ３ 法第３４９条の３第３０項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 １とする。

（現所有者の申告）

第５４条の４ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下

この条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日

から３月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出

しなければならない。

⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人と

の関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係）

⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋

補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合におけ

る当該個人の住所及び氏名

⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

（固定資産に係る不申告に関する過料） （固定資産に係る不申告に関する過料）

第５５条 固定資産の所有者（法第３８６条に規定する固定資産の所有者をい 第５５条 固定資産の所有者（法第３８６条に規定する固定資産の所有者をい

う。）が第５４条の２若しくは法第３８３条の規定により、又は現所有者が う。）が第５４条の２又は法第３８３条の規定によって申告すべき事項につ

前条の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなか いて正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し

った場合には、その者に対し１０万円以下の過料を科する。 １０万円以下の過料を科する。
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２・３ （略） ２・３ （略）

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準）

第７１条 （略） 第７１条 （略）

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻たばこの本数 ２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻たばこの本数

によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定について によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定について

は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たば は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たば

こ１本に換算するものとする。ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未 こ１本に換算するものとする。

満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもって紙

巻たばこの０．７本に換算するものとする。

（表略） （表略）

３ （略） ３ （略）

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこ（同項ただし書に規定する葉巻たば ４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算す

こを除く。）の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は第３項第１号に る場合又は第３項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの

掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に 重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製

換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの１個 造たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量

当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第６９ を乗じて得た重量を第６９条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その

条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本 合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

数に換算する方法により行うものとする。

５～１０ （略） ５～１０ （略）

（たばこ税の課税免除） （たばこ税の課税免除）

第７３条 （略） 第７３条 （略）

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定

は、卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの

売渡し又は消費等について、第７５条第１項又は第２項の規定による申告書
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に前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用

を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第

１６条の２の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、適用す

る。

３ 第１項（法第４６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）の規 ２ 前項の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第１６条の２の３に規定

定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第１６条の２の３第２項に規定する する書類を提出しない場合には、適用しない。

書類を提出している場合に限り、適用する。

４ （略） ３ （略）

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続）

第７５条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下この節にお 第７５条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下この節にお

いて「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初日から末日ま いて「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初日から末日ま

での間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の での間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の

合計数（以下この節において「課税標準数量」という。）及び当該課税標準 合計数（以下この節において「課税標準数量」という。）及び当該課税標準

数量に対するたばこ税額、第７３条第１項の規定により免除を受けようとす 数量に対するたばこ税額、第７３条第１項の規定により免除を受けようとす

る場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額 る場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額

並びに次条第１項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の 並びに次条第１項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の

適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第 適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第

３４号の２様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施 ３４号の２様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施

行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければならな 行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書には、第７３条第３項に規定する書類及 い。この場合において、当該申告書には、第７３条第２項に規定する書類及

び次条第１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記 び次条第１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記

載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。 載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。

２～５ （略） ２～５ （略）

（特別土地保有税の納税義務者等） （特別土地保有税の納税義務者等）
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第１００条 （略） 第１００条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 第３６条第７項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合に ６ 第３６条第６項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合に

おいて、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の おいて、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の

使用の開始をもって土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第１ 使用の開始をもって土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第１

項の所有者」とあるのは「第１００条第１項の土地の所有者又は取得者」 項の所有者」とあるのは「第１００条第１項の土地の所有者又は取得者」

と、「同条第１項」とあるのは「同法第２３条第１項」と読み替えるものと と、「同条第１項」とあるのは「同法第２３条第１項」と読み替えるものと

する。 する。

（都市計画税の納税義務者） （都市計画税の納税義務者）

第１２４条 （略） 第１２４条 （略）

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準とな ２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準とな

るべき価格（法第３４９条の３第９項から第１１項まで、第２１項から第 るべき価格（法第３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２２項から第

２３項まで、第２５項、第２７項から第３０項まで、第３２項又は第３３項 ２４項まで、第２６項、第２８項から第３１項まで、第３３項又は第３４項

の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各 の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各

項に定める率を乗じて得た額）をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又 項に定める率を乗じて得た額）をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又

は家屋に係る固定資産税について法第３４３条において所有者又は所有者と は家屋に係る固定資産税について法第３４３条において所有者又は所有者と

みなされる者をいう。 みなされる者をいう。

３・４ （略） ３・４ （略）

附 則 附 則

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例）

第２条の２ 当分の間、第９条、第２７条第２項、第３２条第５項、第３３条 第２条の２ 当分の間、第９条、第２７条第２項、第３２条第５項、第３３条

第２項、第３５条の１２第２項、第５３条第２項、第７５条第５項、第７８ 第２項、第３５条の１２第２項、第５３条第２項、第７５条第５項、第７８

条第２項、第１０８条第２項（第１０９条の７において準用する場合を含 条第２項、第１０８条第２項（第１０９条の７において準用する場合を含
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む。）及び第１０９条第２項（第１０９条の７において準用する場合を含 む。）及び第１０９条第２項（第１０９条の７において準用する場合を含

む。）に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセ む。）に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平 ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の

均貸付割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をい 前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パ

う。次項において同じ。）に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。 ーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。）が年

以下この項において同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合に ７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下この条において

は、その年中においては、年１４．６パーセントの割合にあってはその年に 「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセントの

おける延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合と 割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パ

し、年７．３パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パ ーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては

ーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの 当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割

割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合）とする。 合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセントの割

合）とする。

２ 当分の間、第３５条第１項及び第４項に規定する延滞金の年７．３パーセ ２ 当分の間、第３５条第１項及び第４項に規定する延滞金の年７．３パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年０．５ ントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基準割合適用年中において

パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセントの割合に満たない場 は、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。

合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例）

第３条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項（第 第３条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項（第

１号に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の基準割引率が １号に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の基準割引率が

年５．５パーセントを超えて定められる日からその後年５．５パーセント以 年５．５パーセントを超えて定められる日からその後年５．５パーセント以

下に定められる日の前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規定により 下に定められる日の前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規定により

第３５条第１項及び第４項に規定する延滞金の割合を前条第２項に規定する 第３５条第１項及び第４項に規定する延滞金の割合を前条第２項に規定する

加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以 特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以

下この項において「特例期間」という。）内（法人税法第７５条の２第１項 下この項において「特例期間」という。）内（法人税法第７５条の２第１項
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（同法第１４４条の８において準用する場合を含む。）の規定により延長さ （同法第１４４条の８において準用する場合を含む。）の規定により延長さ

れた法第３２１条の８第１項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第 れた法第３２１条の８第１項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第

８１条の２４第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定 ８１条の２４第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定

する申告書の提出期限が当該年５．５パーセント以下に定められる日以後に する申告書の提出期限が当該年５．５パーセント以下に定められる日以後に

到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合に 到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合に

おける当該市民税に係る第３５条の規定による延滞金にあっては、当該年 おける当該市民税に係る第３５条の規定による延滞金にあっては、当該年

５．５パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期 ５．５パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期

限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る 限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る

第３５条第１項及び第４項に規定する延滞金の年７．３パーセントの割合 第３５条第１項及び第４項に規定する延滞金の年７．３パーセントの割合

は、これらの規定及び前条第２項の規定にかかわらず、当該年７．３パーセ は、これらの規定及び前条第２項の規定にかかわらず、当該年７．３パーセ

ントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年 ントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年

５．５パーセントの割合を超える部分の割合を年０．２５パーセントの割合 ５．５パーセントの割合を超える部分の割合を年０．２５パーセントの割合

で除して得た数を年０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合 で除して得た数を年０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合

計した割合（当該合計した割合が年１２．７７５パーセントの割合を超える 計した割合（当該合計した割合が年１２．７７５パーセントの割合を超える

場合には、年１２．７７５パーセントの割合）とする。 場合には、年１２．７７５パーセントの割合）とする。

２ （略） ２ （略）

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例）

第５条 平成３０年度から令和４年度までの各年度分の個人の市民税に限り、 第５条 平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の市民税に限

法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第１８条の２の規定 り、法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第１８条の２の

による控除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」とある 規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」と

のは「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並び あるのは「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで

に法附則第４条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第３１４条 並びに法附則第４条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第

の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用する ３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を

ことができる。 適用することができる。
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第６条の３の２ 平成２２年度から令和１５年度までの各年度分の個人の市民 第６条の３の２ 平成２２年度から平成４５年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第 税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第

４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１ ４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１

年から平成１８年まで又は平成２１年から令和３年までの各年である場合に 年から平成１８年まで又は平成２１年から平成３３年までの各年である場合

限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５ に限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第

条の４の２第５項（同条第７項の規定により読み替えて適用される場合を含 ５条の４の２第５項（同条第７項の規定により読み替えて適用される場合を

む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第１８条 含む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第１８

の３及び第１８条の６の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 条の３及び第１８条の６の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

２ （略） ２ （略）

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例）

第７条 昭和５７年度から令和６年度までの各年度分の個人の市民税に限り、 第７条 昭和５７年度から平成３３年度までの各年度分の個人の市民税に限

法附則第６条第４項に規定する場合において、第２０条の２第１項の規定に り、法附則第６条第４項に規定する場合において、第２０条の２第１項の規

よる申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時ま 定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される

でに提出されたもの及びその時までに提出された第２０条の３第１項の確定 時までに提出されたもの及びその時までに提出された第２０条の３第１項の

申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法 確定申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措

第２５条第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき 置法第２５条第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があると

（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると き（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由がある

市長が認めるときを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係る市 と市長が認めるときを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係る

民税の所得割の額を免除する。 市民税の所得割の額を免除する。

２・３ （略） ２・３ （略）

（読替規定） （読替規定）

第９条 法附則第１５条から第１５条の３の２までの規定の適用がある各年度 第９条 法附則第１５条から第１５条の３の２までの規定の適用がある各年度

分の固定資産税に限り、第４３条第８項中「又は第３４９条の３の４から第 分の固定資産税に限り、第４３条第８項中「又は第３４９条の３の４から第

３４９条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４から第 ３４９条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４から第
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３４９条の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」とする。 ３４９条の５まで又は法附則第１５条から第１５条の３の２まで」とする。

（固定資産税に係る法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （固定資産税に係る法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）

第９条の２ （略） 第９条の２ （略）

２ 法附則第１５条第２項第２号に規定する市町村の条例で定める割合は２分

の１とする。

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市町村の条例で定める割合は４分 ３ 法附則第１５条第２項第６号に規定する市町村の条例で定める割合は４分

の３とする。 の３とする。

４ 固定資産税に係る法附則第１５条第４０項に規定する市町村の条例で定め

る割合は５分の４とする。

３ 固定資産税に係る法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定め ５ 固定資産税に係る法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定め

る割合は２分の１とする。 る割合は２分の１とする。

４ 固定資産税に係る法附則第１５条第３９項に規定する市町村の条例で定め ６ 固定資産税に係る法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 る割合は３分の２とする。

５ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割合は０（生産 ７ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は０（生産

性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画（生産性 性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画（生産性

向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２項に規定する同意 向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２項に規定する同意

導入促進基本計画をいう。）に定める業種に属する事業の用に供する法附則 導入促進基本計画をいう。）に定める業種に属する事業の用に供する法附則

第１５条第４１項に規定する機械装置等にあっては、０）とする。 第１５条第４７項に規定する機械装置等にあっては、０）とする。

６ （略） ８ （略）

（土地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資 （土地に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固定

産税の特例に関する用語の意義） 資産税の特例に関する用語の意義）

第１０条 （略） 第１０条 （略）

（令和元年度又は令和２年度における土地の価格の特例） （平成３１年度又は平成３２年度における土地の価格の特例）

第１０条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を 第１０条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を
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有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前 有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前

の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の価格をいう。）を当 の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の価格をいう。）を当

該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均 該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均

衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税 衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税

標準は、第４３条の規定にかかわらず、令和元年度分又は令和２年度分の固 標準は、第４３条の規定にかかわらず、平成３１年度分又は平成３２年度分

定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条の２第１項に規定す の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条の２第１項に規

る修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和元年度適用土地又は令和元年度 ２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成３１年度適用土地又は平成３１

類似適用土地であって、令和２年度分の固定資産税について前項の規定の適 年度類似適用土地であって、平成３２年度分の固定資産税について前項の規

用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標 定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の

準は、第４３条の規定にかかわらず、修正された価格（法附則第１７条の２ 課税標準は、第４３条の規定にかかわらず、修正された価格（法附則第１７

第２項に規定する修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に登録された 条の２第２項に規定する修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に登録

ものとする。 されたものとする。

（宅地等に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定 （宅地等に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固

資産税の特例） 定資産税の特例）

第１１条 宅地等に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資 第１１条 宅地等に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固定

産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の 資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該 の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当

宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地 該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅

等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３の２の規定の適用を 地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３の２の規定の適用

受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以 を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。

下この条において同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（当 以下この条において同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加算した額

該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第 （当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当 則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき
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該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年 は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資

（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地 産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当

等調整固定資産税額とする。 該宅地等調整固定資産税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から令和２年度ま ２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から平成３２年度

での各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額 までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格 が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用 いて法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて 用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

き額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかか べき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にか

わらず、当該固定資産税額とする。 かわらず、当該固定資産税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から令和２年度ま ３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から平成３２年度

での各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額 までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に

１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について １０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受 法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た 受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と 額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわら した場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわら

ず、当該固定資産税額とする。 ず、当該固定資産税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．７以 ４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．７以

下のものに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の 下のものに係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固定資産税



32

額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税 の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産

に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固 税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３まで 固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税 までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当 課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産 る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定

税額（以下「商業地等据置固定資産税額」という。）とする。 資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」という。）とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超えるもの ５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超えるもの

に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、第 に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固定資産税の額は、

１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課 第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の

税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年 課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条 年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条から第

の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規 １５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産 らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「商業地 定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下

等調整固定資産税額」という。）とする。 「商業地等調整固定資産税額」という。）とする。

（農地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資 （農地に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固定

産税の特例） 資産税の特例）

第１２条 農地に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資産 第１２条 農地に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固定資

税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当 産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る

該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地 当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から 地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条

第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額 から第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の 準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の
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表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を 次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整

乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ 率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

き額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」とい るべき額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」

う。）を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 という。）を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

（表略） （表略）

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例）

第１４条 附則第１１条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附 第１４条 附則第１１条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附

則第１０条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条の３、第 則第１０条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条の３、第

３４９条の３の２又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用があ ３４９条の３の２又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用が

る宅地等を除く。）に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年 ある宅地等を除く。）に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの

度分の特別土地保有税については、第１０６条第１号及び第１０９条の５中 各年度分の特別土地保有税については、第１０６条第１号及び第１０９条の

「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該 ５中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、

年度分の固定資産税に係る附則第１１条第１項から第５項までに規定する課 「当該年度分の固定資産税に係る附則第１１条第１項から第５項までに規定

税標準となるべき額」とする。 する課税標準となるべき額」とする。

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成１８ ２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成１８

年１月１日から令和３年３月３１日までの間にされたものに対して課する特 年１月１日から平成３３年３月３１日までの間にされたものに対して課する

別土地保有税については、第１０６条第２号中「不動産取得税の課税標準と 特別土地保有税については、第１０６条第２号中「不動産取得税の課税標準

なるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法附 となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法

則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における課税標準 附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における課税標

となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令第５４条 準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令第５４

の３８第１項に規定する価格」とあるのは「令第５４条の３８第１項に規定 条の３８第１項に規定する価格」とあるのは「令第５４条の３８第１項に規

する価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に 定する価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合

おける価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。 における価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。

３～５ （略） ３～５ （略）
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（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税）

第１４条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合 第１４条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合

を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条 を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条

において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年 において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が平成３１年

１０月１日から令和２年９月３０日までの間（附則第１４条の６第３項にお １０月１日から平成３２年９月３０日までの間（附則第１４条の６第３項に

いて「特定期間」という。）に行われたときに限り、第５７条第１項の規定 おいて「特定期間」という。）に行われたときに限り、第５７条第１項の規

にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例）

第１５条 （略） 第１５条 （略）

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対 ２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第５８条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月１日 する第５８条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月１日

から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 から平成３２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平

２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和２年４月１日か 成３２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が平成３２年４月

ら令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３ １日から平成３３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同 は平成３３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

（表略） （表略）

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３ ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３

号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽 号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第５８条の規定の適用に 自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第５８条の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月 ついては、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から平成３２年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動 ３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３２年度分の軽自

車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３ 動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が平成３２年４月１日から平
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年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の 成３３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３３

軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄 年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

（表略） （表略）

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち ４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち

３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第５８ ３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第５８

条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日か 条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日か

ら令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２ ら平成３２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月 ３２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が平成３２

１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には 年４月１日から平成３３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規 場合には平成３３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げ

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

（表略） （表略）

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

第１８条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３１条 第１８条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３１条

第１項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第 第１項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第

１７条及び第１８条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の １７条及び第１８条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の

長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１項 長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１項

若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１ 若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６ 項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定に該当する場

条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１ 合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡

項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、こ 所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第３

れらの金額につき第３項第１号の規定により読み替えて適用される第１８条 項第１号の規定により読み替えて適用される第１８条の２の規定の適用があ
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の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡 る場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。）

所得金額」という。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所 の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

得割を課する。

２・３ （略） ２・３ （略）

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 市民税の課税の特例）

第１９条 昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民税に限 第１９条 昭和６３年度から平成３２年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因と り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因と

なる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下 なる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下

この条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条に この条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条に

おいて同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡 おいて同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をい （法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をい

う。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定 う。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定

の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡 の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡

所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわ 所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当す らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当す

る額とする。 る額とする。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民 ２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成３２年度までの各年度分の個人の市

税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の 民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得

基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等 の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地

予定地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地 等予定地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅

等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するとき 地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当すると

における前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し きにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対
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て課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡

法附則第３４条の２第１０項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡 が法附則第３４条の２第１０項の規定に該当することとなるときは、当該譲

は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。 渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の ３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の

納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第３３条から第 納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第３３条から第

３３条の４まで、第３４条から第３５条の３まで、第３６条の２、第３６条 ３３条の４まで、第３４条から第３５条の２まで、第３６条の２、第３６条

の５、第３７条、第３７条の４から第３７条の６まで、第３７条の８又は第 の５、第３７条、第３７条の４から第３７条の６まで、第３７条の８又は第

３７条の９の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に規 ３７条の９の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に規

定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定 定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡に該当しないものとみなす。 地のための譲渡に該当しないものとみなす。

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき

申告等） 申告等）

第２３条 （略） 第２３条 （略）

２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規 ２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受ける土地に係る平成２４年度から令和３年度までの各年度分の 定の適用を受ける土地に係る平成２４年度から平成３３年度までの各年度分

固定資産税については、第５４条の２の規定は適用しない。 の固定資産税については、第５４条の２の規定は適用しない。

３・４ （略） ３・４ （略）

（個人の市民税の税率の特例等） （個人の市民税の税率の特例等）

第２４条 平成２６年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民税に限 第２４条 平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、均等割の税率は、第１６条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する り、均等割の税率は、第１６条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する

額に５００円を加算した額とする。 額に５００円を加算した額とする。

（都市計画税に係る法附則第１５条第４０項の条例で定める割合）

第２５条 都市計画税に係る法附則第１５条第４０項に規定する市町村の条例

で定める割合は５分の４とする。
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（都市計画税に係る法附則第１５条第３８項の条例で定める割合） （都市計画税に係る法附則第１５条第４４項の条例で定める割合）

第２５条 都市計画税に係る法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例 第２５条の２ 都市計画税に係る法附則第１５条第４４項に規定する市町村の

で定める割合は２分の１とする。 条例で定める割合は２分の１とする。

（都市計画税に係る法附則第１５条第３９項の条例で定める割合） （都市計画税に係る法附則第１５条第４５項の条例で定める割合）

第２５条の２ 都市計画税に係る法附則第１５条第３９項に規定する市町村の 第２５条の３ 都市計画税に係る法附則第１５条第４５項に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の２とする。 条例で定める割合は３分の２とする。

（宅地等に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都市 （宅地等に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の都

計画税の特例） 市計画税の特例）

第２７条 宅地等に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都市計 第２７条 宅地等に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の都市

画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の 計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該 の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当

宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地 該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅

等が当該年度分の都市計画税について法第７０２条の３の規定の適用を受け 地等が当該年度分の都市計画税について法第７０２条の３の規定の適用を受

る宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同 ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下

じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度 同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当該年

分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第 度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。）又は法附

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当 則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年 は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る

度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額 当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計

（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該宅地 画税額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当

等調整都市計画税額とする。 該宅地等調整都市計画税額とする。

第２８条 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から令和２ 第２８条 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から平成

年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画 ３２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市

税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき 計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる
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価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税 べき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資

について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第 産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条か

１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ ら第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額に

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都 これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超

場合には、前条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 える場合には、前条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

第２９条 附則第２７条の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から 第２９条 附則第２７条の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都 平成３２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整

市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる 都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

べき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産 るべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資

税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第 産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条か

１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれら ら第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計 れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都

画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場 市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たな

合には、附則第２７条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 い場合には、附則第２７条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

第３０条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上 第３０条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上

０．７以下のものに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都市 ０．７以下のものに係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の都

計画税の額は、附則第２７条の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度 市計画税の額は、附則第２７条の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年

分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が 度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等

当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又 が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。）

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等である 又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等で

ときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該 あるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合 当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした

における都市計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）とす 場合における都市計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）
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る。 とする。

第３１条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超え 第３１条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超え

るものに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の額 るものに係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の都市計画税の

は、附則第２７条の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都 額は、附則第２７条の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の

市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業 都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商

地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除 業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１９項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地 く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該 地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合 該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場

における都市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という。）とす 合における都市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という。）と

る。 する。

（農地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都市計 （農地に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の都市

画税の特例） 計画税の特例）

第３２条 農地に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都市計画 第３２条 農地に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の都市計

税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当 画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る

該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地 当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。） 地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１９項を除

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であると く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農地

きは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該 であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄 に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同

に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画 表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の

税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農地調 都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下

整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整都市計画税額 「農地調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整都市

とする。 計画税額とする。
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（表略） （表略）

第３４条 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８項から第２２項まで、第 第３４条 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８項、第１９項、第２１項

２４項、第２５項、第２９項、第３３項、第３７項から第３９項まで、第 から第２５項まで、第２７項、第２８項、第３２項、第３６項、第４０項、

４２項から第４４項まで、第４７項若しくは第４８項、第１５条の２第２項 第４３項から第４５項まで若しくは第４８項から第５０項まで、第１５条の

又は第１５条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第 ２第２項又は第１５条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限

１２４条第２項中「又は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は附 り、第１２４条第２項中「又は第３４項」とあるのは、「若しくは第３４項

則第１５条から第１５条の３まで」とする。 又は法附則第１５条から第１５条の３まで」とする。

第２条のむつ市税条例の一部改正新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） （納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金）

第９条 納税者又は特別徴収義務者は、第２４条、第３０条、第３０条の２若 第９条 納税者又は特別徴収義務者は、第２４条、第３０条、第３０条の２若

しくは第３０条の５（第３５条の７の２において準用する場合を含む。以下 しくは第３０条の５（第３５条の７の２において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第３１条の４第１項（第３１条の５第３項におい この条において同じ。）、第３１条の４第１項（第３１条の５第３項におい

て準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第３２条第１項（法 て準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第３２条第１項（法

第３２１条の８第３４項及び第３５項の申告書に係る部分を除く。）、第 第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に係る部分を除く。）、第

３５条の７、第４７条、第５７条の２の６第１項、第５９条第２項、第７５ ３５条の７、第４７条、第５７条の２の６第１項、第５９条第２項、第７５

条第１項若しくは第２項、第７９条第２項、第８２条、第１０８条第１項又 条第１項若しくは第２項、第７９条第２項、第８２条、第１０８条第１項又

は第１３３条第３項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を は第１３３条第３項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を

納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長があ 納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延

ったときは、その延長された納期限とする。以下第１号、第２号及び第５号 長があったときは、その延長された納期限とする。以下第１号、第２号及び
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において同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年 第５号において同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応

１４．６パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号から第４ じ、年１４．６パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号か

号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定める日までの期間について ら第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定める日までの期間に

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額 ついては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延

を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければなら 滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなけれ

ない。 ばならない。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷ 法第６０１条第３項若しくは第４項（これらの規定を法第６０２条第２ ⑷ 法第６０１条第３項若しくは第４項（これらの規定を法第６０２条第２

項及び第６０３条の２の２第２項において準用する場合を含む。）、第 項及び第６０３条の２の２第２項において準用する場合を含む。）、第

６０３条第３項又は第６０３条の２第５項の規定により徴収を猶予した税 ６０３条第３項又は第６０３条の２第５項の規定によって徴収を猶予した

額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から１月を経過 税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から１月を経

する日までの期間 過する日までの期間

⑸ 第３２条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項又は第３１ ⑸ 第３２条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第４項又

項の規定による申告書に限る。）に係る税額（次号に掲げるものを除 は第１９項の規定による申告書に限る。）に係る税額（次号に掲げるもの

く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日 を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日

⑹ 第３２条第１項の申告書（法第３２１条の８第３４項及び第３５項の申 ⑹ 第３２条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申

告書を除く。）でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出し 告書を除く。）でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出し

た日又はその日の翌日から１月を経過する日 た日又はその日の翌日から１月を経過する日

（年当たりの割合の基礎となる日数） （年当たりの割合の基礎となる日数）

第９条の２ 前条、第２７条第２項、第３２条第５項、第３３条第２項、第 第９条の２ 前条、第２７条第２項、第３２条第５項、第３３条第２項、第

３５条第１項、第３５条の１２第２項、第５３条第２項、第７５条第５項、 ３５条第１項及び第４項、第３５条の１２第２項、第５３条第２項、第７５

第７８条第２項、第１０８条第２項並びに第１０９条第２項の規定に定める 条第５項、第７８条第２項、第１０８条第２項並びに第１０９条第２項の規

延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日 定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合

を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。 は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。
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（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等）

第１１条 （略） 第１１条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第 ３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第

４７条に規定する収益事業（以下この項及び第１６条第２項の表第１号にお ４７条に規定する収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止

いて「収益事業」という。）を行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃 したものを含む。第１６条第２項の表の第１号において「人格のない社団

止したものを含む。同号において「人格のない社団等」という。）又は法人 等」という。）又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、

課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節（第３２条第９項 この節（第３２条第１０項から第１２項までを除く。）の規定中法人の市民

から第１６項までを除く。）の規定中法人の市民税に関する規定を適用す 税に関する規定を適用する。

る。

（均等割の税率） （均等割の税率）

第１６条 （略） 第１６条 （略）

２ 第１１条第１項第３号又は第４号の者に対して課する均等割の税率は、次 ２ 第１１条第１項第３号又は第４号の者に対して課する均等割の税率は、次

の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とす の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とす

る。 る。

法人の区分 税率 法人の区分 税率

１ 次に掲げる法人 年額 ６万円 １ 次に掲げる法人 年額 ６万円

ア～エ （略） ア～エ （略）

オ 資本金等の額（法第２９２条第１項第４ オ 資本金等の額（法第２９２条第１項第４

号の２に規定する資本金等の額をいう。以 号の５に規定する資本金等の額をいう。以

下この表及び第４項において同じ。）を有 下この表及び第４項において同じ。）を有

する法人（法人税法別表第２に規定する独 する法人（法人税法別表第２に規定する独

立行政法人で収益事業を行わないもの及び 立行政法人で収益事業を行わないもの及び

エに掲げる法人を除く。以下この表及び第 エに掲げる法人を除く。以下この表及び第

４項において同じ。）で資本金等の額が ４項において同じ。）で資本金等の額が

１，０００万円以下であるもののうち、市 １，０００万円以下であるもののうち、市
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内に有する事務所、事業所又は寮等の従業 内に有する事務所、事業所又は寮等の従業

者（俸給、給料若しくは賞与又はこれらの 者（俸給、給料若しくは賞与又はこれらの

性質を有する給与の支給を受けることとさ 性質を有する給与の支給を受けることとさ

れる役員を含む。）の数の合計数（次号か れる役員を含む。）の数の合計数（次号か

ら第９号までにおいて「従業者数の合計 ら第９号までにおいて「従業者数の合計

数」という。）が５０人以下のもの 数」という。）が５０人以下のもの

（略） （略）

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第３１２条第３項第１ ３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第３１２条第３項第１

号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第２号の期間又は同項第３ 号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第２号の連結事業年度開始の日か

号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た ら６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は

額を１２で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従っ 同項第４号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗

て計算し、１月に満たないときは１月とし、１月に満たない端数を生じたと じて得た額を１２で除して算定するものとする。この場合における月数は、

きは切り捨てる。 暦に従って計算し、１月に満たないときは１月とし、１月に満たない端数を

生じたときは切り捨てる。

４ （略） ４ （略）

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付）

第３２条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１条の８第１ 第３２条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１条の８第１

項、第２項、第３１項、第３４項及び第３５項の規定による申告書（第９ 項、第２項、第４項、第１９項、第２２項及び第２３項の規定による申告書

項、第１０項及び第１２項において「納税申告書」という。）を、同条第１ （第１０項、第１１項及び第１３項において「納税申告書」という。）を、

項、第２項、第３１項及び第３５項の申告納付にあってはそれぞれこれらの 同条第１項、第２項、第４項、第１９項及び第２３項の申告納付にあっては

規定による納期限までに、同条第３４項の申告納付にあっては遅滞なく市長 それぞれこれらの規定による納期限までに、同条第２２項の申告納付にあっ

に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段の規 ては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後段及

定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第２２ び第３項の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施

号の４様式による納付書により納付しなければならない。 行規則第２２号の４様式による納付書により納付しなければならない。
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２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下こ ２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下こ

の条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７第４ の条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７第５

項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８第３６項 項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を受け

及び令第４８条の１２の２に規定するところにより、控除すべき額を前項の る場合には、法第３２１条の８第２４項及び令第４８条の１２の２に規定す

規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。 るところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割

額から控除する。

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第３項及び第９項の規定の ３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第

適用を受ける場合には、法第３２１条の８第３７項及び令第４８条の１２の ６８条の９３の３第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第

３に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定により申告納付す ３２１条の８第２５項及び令第４８条の１２の３に規定するところにより、

べき法人税割額から控除する。 控除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除す

る。

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第 ４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第

３２１条の８第３８項及び令第４８条の１３に規定するところにより、控除 ３２１条の８第２６項及び令第４８条の１３に規定するところにより、控除

すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。 すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（同条第３３項の規定による ５ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（同条第２１項の規定による

申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する場合に 申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する場合に

は、当該税金に係る同条第１項、第２項又は第３１項の納期限（納期限の延 は、当該税金に係る同条第１項、第２項、第４項又は第１９項の納期限（納

長があったときは、その延長された納期限とする。第７項第１号において同 期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第７項第１号に

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６ おいて同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年

パーセント（申告書を提出した日（同条第３５項の規定の適用がある場合に １４．６パーセント（申告書を提出した日（同条第２３項の規定の適用があ

おいて、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限） る場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提

までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期間につ 出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経過する日までの

いては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞 期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

金を加算して施行規則第２２号の４様式による納付書により納付しなければ する延滞金を加算して施行規則第２２号の４様式による納付書により納付し
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ならない。 なければならない。

６ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８第１項、第２項又は第３１ ６ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８第１項、第２項、第４項又

項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出され は第１９項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に

た場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後に同条 提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日

第３４項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により 後に同条第２２項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行

市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更 為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定

正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該１年を による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当

経過する日の翌日から当該申告書を提出した日（法第３２１条の８第３５項 該１年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日（法第３２１条の８

の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出され 第２３項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に

たときは、当該申告書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎とな 提出されたときは、当該申告書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の

る期間から控除する。 基礎となる期間から控除する。

７ 第５項の場合において、法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（以 ７ 第５項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以

下この項において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正 下この項において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正

申告書に係る市民税について同条第１項、第２項又は第３１項に規定する申 申告書に係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第１９項に規

告書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されており、か 定する申告書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されて

つ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに おり、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正

類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後 （これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）が

に、当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出 あった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する 書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に

税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）については、 相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）につ

前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市 いては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為

民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正 により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定に

があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条 よる更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令

の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限 第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期
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る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくも ⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくも

の（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係る の（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係る

更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである 更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである

場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過す 場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過す

る日）の翌日から当該修正申告書を提出した日（法第３２１条の８第３５ る日）の翌日から当該修正申告書を提出した日（法第３２１条の８第２３

項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に 項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に

提出されたときは、当該修正申告書の提出期限）までの期間 提出されたときは、当該修正申告書の提出期限）までの期間

８ （略） ８ （略）

９ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法人税に係る申告書を提出す

る義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の規定の適用を受けているも

のが、同条第４項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人と

の間に連結完全支配関係（同法第２条第１２号の７の７に規定する連結完全

支配関係をいう。第３３条第３項及び第３５条第４項において同じ。）があ

る連結子法人（同法第２条第１２号の７に規定する連結子法人をいう。第

３３条第３項及び第３５条第４項において同じ。）（連結申告法人（同法第

２条第１６号に規定する連結申告法人をいう。第３５条第４項において同

じ。）に限る。）については、同法第８１条の２４第４項の規定の適用に係

る当該申告書に係る連結法人税額（法第３２１条の８第４項に規定する連結

法人税額をいう。以下この項及び第３５条第４項において同じ。）の課税標

準の算定期間（当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第３５条第

４項において同じ。）に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を

課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額に
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ついては、当該連結法人税額について法人税法第８１条の２４第１項の規定

の適用がないものとみなして、第８条の２の規定を適用することができる。

９ 法第３２１条の８第５２項に規定する特定法人である内国法人は、第１項 １０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法人は、第１

の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告 項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申

については、同項の規定にかかわらず、同条第５２項及び施行規則で定める 告については、同項の規定にかかわらず、同条第４２項及び施行規則で定め

ところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項（次項及び第 るところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項（次項及び

１１項において「申告書記載事項」という。）を、法第７６２条第１号に規 第１２項において「申告書記載事項」という。）を、法第７６２条第１号に

定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構 規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機

（第１１項において「機構」という。）を経由して行う方法により市長に提 構（第１２項において「機構」という。）を経由して行う方法により市長に

供することにより、行わなければならない。 提供することにより、行わなければならない。

１０ （略） １１ （略）

１１ 第９項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第 １２ 第１０項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第

７６２条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備 ７６２条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備

えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したもの えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したもの

とみなす。 とみなす。

１２ 第９項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地 １３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により

方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる 地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められ

場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができ る場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することがで

ると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出 きると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提

することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に 出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内

行う同項の申告については、前３項の規定は、適用しない。法人税法第７５ に行う同項の申告については、前３項の規定は、適用しない。法人税法第

条の５第２項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第 ７５条の４第２項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出し

９項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の た第１０項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の

処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提 却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告
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出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長 書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限まで

に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告に に、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項

ついても、同様とする。 の申告についても、同様とする。

１３ （略） １４ （略）

１４ 第１２項の規定の適用を受けている内国法人は、第９項の申告につき第 １５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告につき

１２項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施 第１３項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他

行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。 施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１条 １６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１条

の８第６１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分 の８第５１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分

又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１２項前段の期間内に行う第９ 又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１３項前段の期間内に行う第

項の申告については、第１２項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国 １０項の申告については、第１３項前段の規定は適用しない。ただし、当該

法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでな

い。

１６ 第１２項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１４項の届 １７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１５項の届

出書の提出又は法人税法第７５条の５第３項若しくは第６項の処分があった 出書の提出又は法人税法第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条

ときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第１２項後 の２４の３第２項において準用する場合を含む。）の処分があったときは、

段の期間内に行う第９項の申告については、第１２項後段の規定は適用しな これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第１３項後段の期間

い。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したと 内に行う第１０項の申告については、第１３項後段の規定は適用しない。た

きは、この限りでない。 だし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、

この限りでない。

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）

第３３条 （略） 第３３条 （略）

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第１項、第２項 ２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第１項、第２

又は第３１項の納期限（同条第３５項の申告納付に係る法人税割に係る不足 項、第４項又は第１９項の納期限（同条第２３項の申告納付に係る法人税割
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税額がある場合には、同条第１項又は第２項の納期限とし、納期限の延長が に係る不足税額がある場合には、同条第１項、第２項又は第４項の納期限と

あった場合には、その延長された納期限とする。第４項第１号において同 し、納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。第４項

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント 第１号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年

（前項の納期限までの期間又は当該期限の翌日から１月を経過する日までの １４．６パーセント（前項の納期限までの期間又は当該期限の翌日から１月

期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当 を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて

する延滞金額を加算して納付しなければならない。 計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による ３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による

更正の通知をした日が、法第３２１条の８第１項、第２項又は第３１項に規 更正の通知をした日が、法第３２１条の８第１項、第２項、第４項又は第

定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出された場合 １９項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出

には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後であるとき された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後で

は、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該１年を経 あるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該

過する日の翌日から当該通知をした日（法人税に係る修正申告書を提出し、 １年を経過する日の翌日から当該通知をした日（法人税に係る修正申告書を

又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあ 提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと（同条第２項又は

っては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定 第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連

の通知をした日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除す 結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第

る。 １２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）

若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を

提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号にお

いて同じ。）による更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した

日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日）までの期間は、延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正（これに類する ４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正（これに類する

ものを含む。以下この項において「増額更正」という。）があったとき（当 ものを含む。以下この項において「増額更正」という。）があったとき（当

該増額更正に係る市民税について法第３２１条の８第１項、第２項又は第 該増額更正に係る市民税について法第３２１条の８第１項、第２項、第４項
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３１項に規定する申告書（以下この項において「当初申告書」という。）が 又は第１９項に規定する申告書（以下この項において「当初申告書」とい

提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少 う。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税

させる更正（これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」と 額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この項において「減額

いう。）があった後に、当該増額更正があったときに限る。）は、当該増額 更正」という。）があった後に、当該増額更正があったときに限る。）は、

更正により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当 当該増額更正により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の

する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）について 額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の

り市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税 行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべ

又は令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲 き市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税にあっては、第

げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 １号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金） （法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金）

第３５条 （略） 第３５条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法人税に係る申告書を提出す

る義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の規定の適用を受けているも

の及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人

に限る。）は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその

適用に係るものの連結所得（同法第２条第１８号の４に規定する連結所得を

いう。）に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算

定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合に

は、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後

２月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限ま
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での期間の日数に応じ、年７．３パーセントの割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

５ 第３２条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合に

おいて、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は

第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係

る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第

１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により

納付すべき税額の納付があった日（その日が第３５条第４項の連結法人税額

の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合

には、同日）から第３５条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替

えるものとする。

６ 第３３条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。この場合

において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽

その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正に

より納付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税に

あっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書

の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第３５条第４項の

連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より

前である場合には、同日）から同条第４項の申告書の提出期限までの期間」

と読み替えるものとする。

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準）

第７１条 （略） 第７１条 （略）

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻たばこの本数 ２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻たばこの本数
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によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定について によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定について

は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たば は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たば

こ１本に換算するものとする。ただし、１本当たりの重量が１グラム未満の こ１本に換算するものとする。ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未

葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻た 満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもって紙

ばこの１本に換算するものとする。 巻たばこの０．７本に換算するものとする。

（表略） （表略）

３～１０ （略） ３～１０ （略）

附 則 附 則

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例）

第２条の２ （略） 第２条の２ （略）

２ 当分の間、第３５条第１項に規定する延滞金の年７．３パーセントの割合 ２ 当分の間、第３５条第１項及び第４項に規定する延滞金の年７．３パーセ

は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年０．５パーセント ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年０．５

の割合を加算した割合が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、そ パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセントの割合に満たない場

の年中においては、その年における当該加算した割合とする。 合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

第３条のむつ市税条例等の一部を改正する条例の一部改正新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（むつ市税条例の一部改正） （むつ市税条例の一部改正）

第１条 （略） 第１条 （略）

第２条 （略） 第２条 （略）
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第３条 むつ市税条例の一部を次のように改正する。 第３条 むつ市税条例の一部を次のように改正する。

第１２条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に

改める。

附則第１５条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を 附則第１５条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を

加える。 加える。

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車の ５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車の

うち、自家用の乗用のものに対する第５８条の規定の適用については、当 うち、自家用の乗用のものに対する第５８条の規定の適用については、当

該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車 該軽自動車が平成３３年４月１日から平成３４年３月３１日までの間に初

両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、 回車両番号指定を受けた場合には平成３４年度分の軽自動車税の種別割に

当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回 限り、当該軽自動車が平成３４年４月１日から平成３５年３月３１日まで

車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限 の間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３５年度分の軽自動車税の

り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、 種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

（後略） （後略）

附 則 附 則

（施行期日） （施行期日）

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に 第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

⑴ 第１条中むつ市税条例第１８条の７の改正規定並びに同条例附則第６条 ⑴ 第１条中むつ市税条例第１８条の７の改正規定並びに同条例附則第６条

の４、第８条及び第８条の２の改正規定並びに次条第２項から第４項まで の４、第８条及び第８条の２の改正規定並びに次条第２項から第４項まで

の規定 令和元年６月１日 の規定 平成３１年６月１日

⑵ 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第７条の規定 令和 ⑵ 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第７条の規定 平成

元年１０月１日 ３１年１０月１日
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⑶ 第２条中むつ市税条例第２０条の２中第８項を第９項とし、第７項を第 ⑶ 第２条中むつ市税条例第２０条の２中第８項を第９項とし、第７項を第

８項とし、第６項を第７項とし、第５項の次に１項を加える改正規定並び ８項とし、第６項を第７項とし、第５項の次に１項を加える改正規定並び

に第２０条の３の２、第２０条の３の３及び第２０条の４第１項の改正規 に第２０条の３の２、第２０条の３の３及び第２０条の４第１項の改正規

定並びに附則第３条の規定 令和２年１月１日 定並びに附則第３条の規定 平成３２年１月１日

⑷ 削除 ⑷ 第３条中むつ市税条例第１２条の改正規定及び附則第４条の規定 平成

３３年１月１日

⑸ 第３条及び附則第８条の規定 令和３年４月１日 ⑸ 第３条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第８条の規定 平成

３３年４月１日

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後のむつ市税 第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後のむつ市税

条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令 条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平

和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３０年度分まで 成３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３０年度分ま

の個人の市民税については、なお従前の例による。 での個人の市民税については、なお従前の例による。

２ 新条例第１８条の７並びに附則第６条の４及び第８条の２の規定は、令和 ２ 新条例第１８条の７並びに附則第６条の４及び第８条の２の規定は、平成

２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個 ３２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３１年度分まで

人の市民税については、なお従前の例による。 の個人の市民税については、なお従前の例による。

３ 新条例第１８条の７第１項及び附則第８条の２の規定の適用については、 ３ 新条例第１８条の７第１項及び附則第８条の２の規定の適用については、

令和２年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中 平成３２年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１８条の７ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第１項 第１８条の７ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第１項

第１項 第１号に掲げる寄附金（令和元年６ 第１項 第１号に掲げる寄附金（平成３１年

月１日前に支出したものに限る。） ６月１日前に支出したものに限

る。）

附則第８条の 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第３１４ 附則第８条の 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第３１４
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２ 条の７第１項第１号に掲げる寄附金 ２ 条の７第１項第１号に掲げる寄附金

（令和元年６月１日前に支出したも （平成３１年６月１日前に支出した

のに限る。） ものに限る。）

（略） （略）

４ （略） ４ （略）

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例（次項及 第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例（次項及

び第３項において「２年新条例」という。）第２０条の２第６項の規定は、 び第３項において「３２年新条例」という。）第２０条の２第６項の規定

同号に掲げる規定の施行の日以後に令和２年度以後の年度分の個人の市民税 は、同号に掲げる規定の施行の日以後に平成３２年度以後の年度分の個人の

に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出し 市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を

た場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出 提出した場合及び同日以後に平成３１年度分までの個人の市民税に係る申告

する場合については、なお従前の例による。 書を提出する場合については、なお従前の例による。

２ ２年新条例第２０条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定 ２ ３２年新条例第２０条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規

は、附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべきむつ 定は、附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべきむ

市税条例第２０条の２第１項に規定する給与について提出する２年新条例第 つ市税条例第２０条の２第１項に規定する給与について提出する３２年新条

２０条の３の２第１項及び第２項に規定する申告書について適用する。 例第２０条の３の２第１項及び第２項に規定する申告書について適用する。

３ ２年新条例第２０条の３の３第１項の規定は、附則第１条第３号に掲げる ３ ３２年新条例第２０条の３の３第１項の規定は、附則第１条第３号に掲げ

規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律 る規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律

（平成３１年法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０ （平成３１年法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０

年法律第３３号。以下この項において「新所得税法」という。）第２０３条 年法律第３３号。以下この項において「新所得税法」という。）第２０３条

の６第１項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用 の６第１項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用

を受けるものを除く。）について提出する２年新条例第２０条の３の３第１ を受けるものを除く。）について提出する３２年新条例第２０条の３の３第

項に規定する申告書について適用する。 １項に規定する申告書について適用する。

第４条 削除 第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例第１２条
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第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定は、平成３３年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、平成３２年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置） （固定資産税に関する経過措置）

第５条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分 第５条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３１年度以後の年度

の固定資産税について適用し、平成３０年度分までの固定資産税について 分の固定資産税について適用し、平成３０年度分までの固定資産税について

は、なお従前の例による。 は、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置） （軽自動車税に関する経過措置）

第６条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車 第６条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成３１年度分の軽自動

税について適用し、平成３０年度分までの軽自動車税については、なお従前 車税について適用し、平成３０年度分までの軽自動車税については、なお従

の例による。 前の例による。

第７条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定による 第７条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定による

改正後のむつ市税条例（以下「元年１０月新条例」という。）の規定中軽自 改正後のむつ市税条例（以下「３１年１０月新条例」という。）の規定中軽

動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取 自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に

得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割につい 取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割につ

て適用する。 いて適用する。

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年 ２ ３１年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 ３２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

第８条 附則第１条第５号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例の規定 第８条 附則第１条第５号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例の規定

は、令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２ は、平成３３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成

年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 ３２年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
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附則第１１条による改正（むつ市税条例等の一部を改正する条例の一部改正新旧対照表）

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し ２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し

又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級 又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級

品に係る市たばこ税の税率は、むつ市税条例第７２条の規定にかかわらず、 品に係る市たばこ税の税率は、むつ市税条例第７２条の規定にかかわらず、

当該各号に定める税率とする。 当該各号に定める税率とする。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 平成３０年４月１日から令和元年９月３０日まで １，０００本につき ⑶ 平成３０年４月１日から平成３１年９月３０日まで １，０００本につ

４，０００円 き４，０００円

３～１２ (略） ３～１２ (略）

１３ 令和元年１０月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又 １３ 平成３１年１０月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品 又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級

を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合に 品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合

おいて、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の規定により において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の規定によ

製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造 り製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製

たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課 造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を

されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たば 課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻た

こ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在す ばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在

る貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在す する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在
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る当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限 する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課 限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を

する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみ 課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものと

なされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１， みなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、

０００本につき１，６９２円とする。 １，０００本につき１，６９２円とする。

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する １４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同 場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも 表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 のとする。

第５項 （略） 第５項 （略）

平成２８年５月２日 令和元年１０月３１日 平成２８年５月２日 平成３１年１０月３１日

第６項 平成２８年９月３０日 令和２年３月３１日 第６項 平成２８年９月３０日 平成３２年３月３１日

（略） （略）

附則第１２条による改正（むつ市税条例等の一部を改正する条例の一部改正新旧対照表）

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

（施行期日） （施行期日）

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に 第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に
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掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 第２条及び第４条の規定並びに次条及び附則第４条の規定 令和元年 ⑵ 第２条及び第４条の規定並びに次条及び附則第４条の規定 平成３１年

１０月１日 １０月１日

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置）

第２条 第２条の規定による改正後のむつ市税条例（附則第４条において 第２条 第２条の規定による改正後のむつ市税条例（附則第４条において

「元年新条例」という。）第１８条の４の規定は、前条第２号に掲げる規定 「３１年新条例」という。）第１８条の４の規定は、前条第２号に掲げる規

の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始す 定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始

る連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年 する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業

度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税に 年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税

ついては、なお従前の例による。 については、なお従前の例による。

第４条 元年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第 第４条 ３１年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則

１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に 第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車

対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

２ 元年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後 ２ ３１年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成３２年度

の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動 以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成３１年度分までの

車税については、なお従前の例による。 軽自動車税については、なお従前の例による。

附則第１３条による改正（むつ市税条例の一部を改正する条例の一部改正新旧対照表）

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則
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（施行期日） （施行期日）

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に 第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 附則第６条の規定 令和元年１０月１日 ⑶ 附則第６条の規定 平成３１年１０月１日

⑷ （略） ⑷ （略）

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 前条第２号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例の規定中個人の市民 ２ 前条第２号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用 税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

３ （略） ３ （略）

附則第１４条による改正（むつ市税条例等の一部を改正する条例の一部改正新旧対照表）

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

（施行期日） （施行期日）

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に 第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷ 第２条中むつ市税条例第７１条第３項の改正規定 令和元年１０月１日 ⑷ 第２条中むつ市税条例第７１条第３項の改正規定 平成３１年１０月１
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日

⑸ 第１条中むつ市税条例第１１条第１項及び第３項並びに第３２条第１項 ⑸ 第１条中むつ市税条例第１１条第１項及び第３項並びに第３２条第１項

の改正規定並びに同条に３項を加える改正規定並びに次条第４項の規定 の改正規定並びに同条に３項を加える改正規定並びに次条第４項の規定

令和２年４月１日 平成３２年４月１日

⑹ 第３条並びに附則第８条及び第９条の規定 令和２年１０月１日 ⑹ 第３条並びに附則第８条及び第９条の規定 平成３２年１０月１日

⑺ 第１条中むつ市税条例第１２条第１項第２号の改正規定、同条第２項の ⑺ 第１条中むつ市税条例第１２条第１項第２号の改正規定、同条第２項の

改正規定（第２号に掲げる改正規定を除く。）並びに同条例第１８条の２ 改正規定（第２号に掲げる改正規定を除く。）並びに同条例第１８条の２

及び第１８条の６の改正規定並びに同条例附則第４条の改正規定並びに次 及び第１８条の６の改正規定並びに同条例附則第４条の改正規定並びに次

条第２項の規定 令和３年１月１日 条第２項の規定 平成３３年１月１日

⑻ 第４条並びに附則第１０条及び第１１条の規定 令和３年１０月１日 ⑻ 第４条並びに附則第１０条及び第１１条の規定 平成３３年１０月１日

⑼ 第５条の規定 令和４年１０月１日 ⑼ 第５条の規定 平成３４年１０月１日

⑽・⑾ （略） ⑽・⑾ （略）

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置）

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例の規定中個人の 第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例の規定中個人の

市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適 市民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について

用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ 適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ

る。 る。

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例の規定中個人の市民 ２ 前条第７号に掲げる規定による改正後のむつ市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用 税に関する部分は、平成３３年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 し、平成３２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

３・４ （略） ３・４ （略）

（手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置） （手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置）

第７条 平成３０年１０月１日から令和元年９月３０日までの間における前条 第７条 平成３０年１０月１日から平成３１年９月３０日までの間における前

第４項の規定の適用については、同項の表第９条第３号の項中「第５７条の 条第４項の規定の適用については、同項の表第９条第３号の項中「第５７条



63

２の６第１項の申告書、第７５条第１項」とあるのは、「第７５条第１項」 の２の６第１項の申告書、第７５条第１項」とあるのは、「第７５条第１

とする。 項」とする。

（手持品課税に係る市たばこ税） （手持品課税に係る市たばこ税）

第９条 令和２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売 第９条 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販

のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これ 売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、こ

らの者が所得税法等改正法附則第５１条第９項の規定により製造たばこの製 れらの者が所得税法等改正法附則第５１条第９項の規定により製造たばこの

造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移 製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から

出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるとき 移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

は、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売 きは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸

販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小 売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が

売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理 小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管

する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り 理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売

渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税 り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ

の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当 税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、

該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。 当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所 ２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第 ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第

２５号。附則第１１条第２項において「平成３０年改正規則」という。）別 ２５号。附則第１１条第２項において「平成３０年改正規則」という。）別

記第２号様式による申告書を令和２年１１月２日までに市長に提出しなけれ 記第２号様式による申告書を平成３２年１１月２日までに市長に提出しなけ

ばならない。 ればならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、令和３年３月３１日までに、そ ３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３３年３月３１日までに、

の申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納 その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって

付しなければならない。 納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもの ４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもの
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のほか、第３条の規定による改正後のむつ市税条例（以下この項及び次項に のほか、第３条の規定による改正後のむつ市税条例（以下この項及び次項に

おいて「２年新条例」という。）第９条、第７５条第４項及び第５項、第 おいて「３２年新条例」という。）第９条、第７５条第４項及び第５項、第

７７条の２並びに第７８条の規定を適用する。この場合において、次の表の ７７条の２並びに第７８条の規定を適用する。この場合において、次の表の

左欄に掲げる２年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 左欄に掲げる３２年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

の右欄に掲げる字句とする。 表の右欄に掲げる字句とする。

（表略） （表略）

５ ２年新条例第７６条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由に ５ ３２年新条例第７６条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由

より、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこ により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たば

のうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきもの このうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきも

の返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該 のの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当

卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定によ 該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定に

り、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式 より、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様

による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除 式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控

又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により市たばこ 除又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により市たば

税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づい こ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づ

て、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式によ いて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式に

る書類をこれらの申告書に添付しなければならない。 よる書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

（手持品課税に係る市たばこ税） （手持品課税に係る市たばこ税）

第１１条 令和３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販 第１１条 平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に

売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、こ 販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、

れらの者が所得税法等改正法附則第５１条第１１項の規定により製造たばこ これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第１１項の規定により製造たば

の製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場か この製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場

ら移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなる から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとな

ときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が るときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者
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卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者 が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの

が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接 者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直

管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に 接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者

売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たば に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市た

こ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数と ばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数と

し、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。 し、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所 ２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、平成３０年改正規則別記第２号様式による申告書を令和３年１１月 ごとに、平成３０年改正規則別記第２号様式による申告書を平成３３年１１

１日までに市長に提出しなければならない。 月１日までに市長に提出しなければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、令和４年３月３１日までに、そ ３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３４年３月３１日までに、

の申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納 その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって

付しなければならない。 納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもの ４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもの

のほか、第４条の規定による改正後のむつ市税条例（以下この項及び次項に のほか、第４条の規定による改正後のむつ市税条例（以下この項及び次項に

おいて「３年新条例」という。）第９条、第７５条第４項及び第５項、第 おいて「３３年新条例」という。）第９条、第７５条第４項及び第５項、第

７７条の２並びに第７８条の規定を適用する。この場合において、次の表の ７７条の２並びに第７８条の規定を適用する。この場合において、次の表の

左欄に掲げる３年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 左欄に掲げる３３年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

の右欄に掲げる字句とする。 表の右欄に掲げる字句とする。

（表略） （表略）

５ ３年新条例第７６条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由に ５ ３３年新条例第７６条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由

より、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこ により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たば

のうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきもの このうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきも

の返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該 のの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当

卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定によ 該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定に
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り、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式 より、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様

による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除 式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控

又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により市たばこ 除又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により市たば

税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づい こ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づ

て、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式によ いて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式に

る書類をこれらの申告書に添付しなければならない。 よる書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
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報告第９号参考資料

むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（課税額） （課税額）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。以下次 ２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。以下次

項及び第４項において同じ。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険 項及び第４項において同じ。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険

者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合 者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が６３万円を超える場合においては、基礎 算額とする。ただし、当該合算額が６１万円を超える場合においては、基礎

課税額は、６３万円とする。 課税額は、６１万円とする。

３ （略） ３ （略）

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯 ４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯

主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並 主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並

びに被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が１７万円を超 びに被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が１６万円を超

える場合においては、介護納付金課税額は、１７万円とする。 える場合においては、介護納付金課税額は、１６万円とする。

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額）

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して 第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額からア及びイ 課する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６３万円を超える場合 に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６１万円を超える場合

には、６３万円）及び同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及 には、６１万円）及び同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１９万円を超える びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１９万円を超える

場合には、１９万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオに掲 場合には、１９万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオに掲
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げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場合に げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１６万円を超える場合に

は、１７万円）の合算額とする。 は、１６万円）の合算額とする。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、 ⑵ 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８５，０００円 ３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８万円を加算し

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除 た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。）

く。）

ア～オ （略） ア～オ （略）

⑶ 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、 ⑶ 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５２万円を加算し ３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５１万円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。）

ア～オ （略） ア～オ （略）

附 則 附 則

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一 １０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における第４ 世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における第４

条、第７条、第１０条及び第２３条の規定の適用については、第４条第１項 条、第７条、第１０条及び第２３条の規定の適用については、第４条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得 中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別 金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第 措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１ ３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定に該当す 項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、これらの

る場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期 規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控
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譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控 除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の

除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２ 金額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並 得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡

びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林 所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３４条第４項に 「若しくは山林所得金額又は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

規定する長期譲渡所得の金額」と、第２３条中「及び山林所得金額」とある の金額」と、第２３条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所 額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

得の金額」とする。

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

１１ 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若 １１ 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第３５条第５項の譲渡所得を有する場合 しくは特定同一世帯所属者が法附則第３５条第５項の譲渡所得を有する場合

について準用する。この場合において、前項中「法附則第３４条第４項」と について準用する。この場合において、前項中「法附則第３４条第４項」と

あるのは「法附則第３５条第５項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは あるのは「法附則第３５条第５項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは

「短期譲渡所得の金額」と、「、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項 「短期譲渡所得の金額」と、「、第３５条の２第１項又は第３６条」とある

又は第３６条」とあるのは「又は第３６条」と、「第３１条第１項」とある のは「又は第３６条」と、「第３１条第１項」とあるのは「第３２条第１

のは「第３２条第１項」と読み替えるものとする。 項」と読み替えるものとする。
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報告第１０号参考資料

むつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（課税免除） （課税免除）

第２条 地方活力向上地域内において、法第５条第１８項（法第７条第２項に 第２条 地方活力向上地域内において、法第５条第１８項（法第７条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により法第５条第１項に規定する地域 おいて準用する場合を含む。）の規定により法第５条第１項に規定する地域

再生計画（同条第４項第５号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整 再生計画（同条第４項第５号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整

備事業に関する事項が記載されたものに限る。）が公示された日（地域再生 備事業に関する事項が記載されたものに限る。）が公示された日（地域再生

法の一部を改正する法律（平成２７年法律第４９号）の施行の日以後最初に 法の一部を改正する法律（平成２７年法律第４９号）の施行の日以後最初に

公示された日に限る。以下「公示日」という。）から令和４年３月３１日ま 公示された日に限る。以下「公示日」という。）から令和２年３月３１日ま

での期間（第６条において「対象期間」という。）内に、法第１７条の２第 での期間（第６条において「対象期間」という。）内に、法第１７条の２第

３項の規定に基づき、同条第１項に規定する地方活力向上地域等特定業務施 ３項の規定に基づき、同条第１項に規定する地方活力向上地域等特定業務施

設整備計画の認定を受けた認定事業者（同項第１号に掲げる事業を実施する 設整備計画の認定を受けた認定事業者（同項第１号に掲げる事業を実施する

者に限る。）であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後２年を経過 者に限る。）であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後２年を経過

する日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消されたと する日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消されたと

きは、その取り消された日の前日まで）の間に、特定業務施設の用に供する きは、その取り消された日の前日まで）の間に、特定業務施設の用に供する

減価償却資産（所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第６条第１号か 減価償却資産（所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第６条第１号か

ら第７号まで又は法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第１３条第１ ら第７号まで又は法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第１３条第１

号から第７号までに掲げるものに限る。）で取得価額の合計額が３，８００ 号から第７号までに掲げるものに限る。）で取得価額の合計額が３，８００

万円（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第１０条第７項第６号に 万円（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第１０条第７項第６号に

規定する中小事業者、同法第４２条の４第８項第７号に規定する中小企業者 規定する中小事業者、同法第４２条の４第８項第７号に規定する中小企業者

及び同法第６８条の９第８項第６号に規定する中小連結法人にあっては、 及び同法第６８条の９第８項第６号に規定する中小連結法人にあっては、
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１，９００万円）以上のもの（以下「特別償却設備」という。）を新設し、 １，９００万円）以上のもの（以下「特別償却設備」という。）を新設し、

又は増設した者に対し、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資 又は増設した者に対し、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資

産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地（公示日以後に取得したもの 産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地（公示日以後に取得したもの

に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内 に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内

に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合にお に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合にお

ける当該土地に限る。）に対して課する固定資産税の課税の免除（以下「課 ける当該土地に限る。）に対して課する固定資産税の課税の免除（以下「課

税免除」という。）をする。 税免除」という。）をする。
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報告第１２号参考資料

むつ市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（保険料率） （保険料率）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令 ２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和２年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、２４，１２０円と 和元年度及び令和２年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

する。 ３０，１５０円とする。

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の ３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和２年度における保険料率について準用する。この場合に 減額賦課に係る令和元年度及び令和２年度における保険料率について準用す

おいて、前項中「２４，１２０円」とあるのは、「４０，２００円」と読み る。この場合において、前項中「３０，１５０円」とあるのは、「５０，

替えるものとする。 ２５０円」と読み替えるものとする。

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料 ４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料

の減額賦課に係る令和２年度における保険料率について準用する。この場合 の減額賦課に係る令和元年度及び令和２年度における保険料率について準用

において、第２項中「２４，１２０円」とあるのは、「５６，２８０円」と する。この場合において、第２項中「３０，１５０円」とあるのは、

読み替えるものとする。 「５８，２９０円」と読み替えるものとする。
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